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一
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医
療
事
故
賠
償
・
補
償
制
度
構
築
論
の
展
開
（
以
上
本
号
）

第
二
章

二
〇
〇
二
年
三
月
四
日
の
法
律
に
よ
る
医
療
事
故
賠
償
・
補
償
制
度
の
構
築

第
三
章

医
療
事
故
賠
償
・
補
償
制
度
と
社
会
保
障
と
の
交
錯

む
す
び
に
か
え
て

は

じ

め

に

一

社
会
保
障
医
療
と
医
療
事
故
の
リ
ス
ク

人
々
は
、長
い
人
生
の
な
か
で
そ
の
生
活
を
脅
か
し
生
活
の
安
定
を
妨
げ
る
事
故
に
直
面
す
る
こ
と
が
あ
る
。こ
れ
ら
の
事
故
に
よ
っ
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て
国
民
に
生
活
上
の
困
難
が
生
じ
、
一
定
の
ニ
ー
ズ
が
生
ず
る
。
こ
の
ニ
ー
ズ
に
は
、
様
々
な
程
度
や
広
が
り
は
あ
る
が
、
こ
の
ニ
ー

ズ
に
対
し
て
、
特
定
の
国
の
特
定
の
時
代
に
お
い
て
公
的
に
対
応
す
る
必
要
が
あ
る
と
い
う
合
意
が
形
成
さ
れ
、
公
的
責
任
で
行
わ
れ

る
政
策
・
制
度
と
な
っ
た
も
の
が
社
会
保
障
で

（
１
）

あ
る
。
い
う
ま
で
も
な
く
、
社
会
保
障
制
度
は
、
こ
う
し
た
不
測
の
事
態
に
よ
っ
て
生

じ
た
国
民
の
生
活
上
の
様
々
な
困
難
に
対
応
す
る
た
め
の
政
策
・
制
度
で

（
２
）

あ
る
。
社
会
保
障
制
度
が
取
り
扱
う
生
活
上
の
困
難
を
生
ぜ

し
め
る
事
故
と
し
て
は
、
疾
病
、
傷
病
、
障
害
、
老
齢
、
妊
娠
、
出
産
、
死
亡
、
失
業
等
が
あ
り
、
そ
の
事
故
の
原
因
は
問
わ

（
３
）

な
い
。

社
会
保
障
の
目
的
は
、「
国
民
の
生
活
保
障
」
と
「
個
人
の
自
立
（
自
律
）
の
確
保
（
支
援
）」
で

（
４
）

あ
る
。
こ
れ
を
医
療
保
障
に
つ
い
て

み
て
み
る
と
、
そ
の
目
的
は
、
疾
病
時
に
医
療
を
受
け
る
こ
と
に
よ
っ
て
健
康
の
回
復
・
増
進
を
す
る
こ
と
、
個
人
の
自
律
の
た
め
に

健
康
の
回
復
・
増
進
を
通
し
て
支
援
を
す
る
こ
と
と
い
え

（
５
）

よ
う
。
し
か
し
、
医
療
提
供
の
際
に
、
医
療
従
事
者
ま
た
は
医
療
機
関
の
過

失
に
よ
る
医
療
過
誤
が
生
じ
た
り
、
医
療
事
故
が
起
こ
ら
ぬ
よ
う
に
十
分
に
配
慮
を
し
て
い
た
の
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
結
果
と
し
て
医

療
受
給
者
に
害
悪
を
生
じ
せ
し
め
る
場
合
が
あ
る
。
か
ね
て
よ
り
深
刻
な
問
題
で
あ
っ
た
医
療
事
故
の
顕
著
化
と
い
う
社
会
問
題
に
遭

遇
す
る
と
、
医
療
保
障
は
そ
の
目
的
を
逸
脱
す
る
こ
と
が

（
６
）

あ
る
。
す
な
わ
ち
、
医
療
保
障
制
度
を
通
じ
て
、
医
療
受
給
者
は
医
療
サ
ー

ビ
ス
を
受
け
る
こ
と
に
な
る
が
、
医
療
提
供
者
や
医
療
機
関
で
医
療
事
故
が
発
生
す
る
と
、
医
療
保
障
制
度
は
、
と
き
と
し
て
国
民
の

生
活
を
脅
か
し
、
個
人
の
自
立
を
阻
害
す
る
こ
と
に
な
る
。
こ
の
よ
う
に
み
る
と
、
社
会
保
障
制
度
の
一
部
門
た
る
医
療
保
障
制
度
は
、

わ
れ
わ
れ
の
生
活
を
脅
か
す
新
た
な
る
「
リ
ス
ク
」
生
産
装
置
に
も
な
り
う
る
と
い
う
こ
と
も
可
能
で
あ
る
と
考

（
７
）

え
る
。
あ
る
制
度
の

目
的
を
実
現
す
る
た
め
に
制
度
を
利
用
し
た
者
が
、
そ
の
制
度
に
内
在
す
る
リ
ス
ク
に
よ
り
新
た
な
損
害
を
招
来
す
る
こ
と
が
あ
り
う

る
の
で

（
８
）

あ
る
。

本
来
、
リ
ス
ク
概
念
は
、
保
険
の
実
践
に
端
を
発
す
る
も
の
で
あ
り
、
統
計
学
的
な
不
運
の
実
現
可
能
性
を
意
味
す
る
。
し
か
し
、
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こ
こ
に
い
う
制
度
に
内
在
す
る
リ
ス
ク
は
、
治
療
に
内
在
す
る
リ
ス
ク
で
あ
り
、
麻
酔
事
故
や
院
内
感
染
の
例
の
よ
う
に
、
医
療
の
高

度
化
が
進
む
に
つ
れ
て
、
医
学
的
に
予
期
せ
ぬ
理
由
に
よ
り
重
篤
な
害
悪
を
招
く
統
計
学
的
に
は
対
応
し
づ
ら
い
従
来
と
は
異
な
る
類

型
の
リ
ス
ク
で
あ
る
。
統
計
学
的
蓋
然
性
が
明
ら
か
で
な
い
新
た
に
認
識
さ
れ
た
リ
ス
ク
に
直
面
す
る
と
き
、
わ
れ
わ
れ
は
ど
の
よ
う

に
そ
の
リ
ス
ク
を
管
理
す
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
こ
の
よ
う
な
理
解
に
立
つ
と
、
こ
れ
ま
で
専
門
的
知
識
と
行
政
的
介
入

に
よ
っ
て
巧
み
に
リ
ス
ク
管
理
が
行
わ
れ
て
き
た
医
療
の
領
域
に
か
か
る
法
制
度
も
、
そ
の
根
本
的
再
編
成
を
求
め
ら
れ
て
い
る
の
で

は
な
い
か
と
い
う
問
題
関
心
を
も
つ
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
。

二

本
稿
の
目
的
と
検
討
対
象

医
療
事
故
の
被
害
の
回
復
と
社
会
保
障
制
度
の
交
錯
を
検
討
す
る
に
あ
た
っ
て
、
こ
れ
ま
で
主
に
検
討
さ
れ
て
き
た
医
療
保
険
給
付

と
損
害
賠
償
と
の
調
整
問
題
の
ほ
か
に
、
さ
し
あ
た
り
、
次
の
二
つ
の
視
点
を
想
定
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
第
一
に
、
医
療
事
故
を
起

こ
し
た
加
害
者
が
明
確
で
あ
る
場
合
、
医
療
事
故
に
よ
り
招
来
す
る
心
身
的
被
害
の
回
復
の
た
め
の
費
用
を
回
収
す
べ
く
、
医
療
保
険

者
が
加
害
者
で
あ
る
医
師
や
医
療
機
関
に
対
し
て
、
医
療
費
の
求
償
権
行
使
が
可
能
で
あ
る
か
と
い
う
点

（
９
）
10
）

で
あ
る
。
第
二
に
、
社
会
的

に
医
療
事
故
の
被
害
の
回
復
を
す
べ
き
で
あ
る
と
す
る
場
合
、
そ
の
補
償
の
範
囲
、
補
償
財
源
、
理
論
的
正
当
性
な
ど
が
問
題
と
な
ろ

う
。第

一
の
点
に
関
し
て
は
、
フ
ラ
ン
ス
法
で
は
、
初
級
疾
病
金
庫
は
、
被
保
険
者
が
第
三
者
の
有
責
行
為
に
よ
り
損
害
を
被
っ
た
場
合
、

社
会
保
障
給
付
を
行
な
う
こ
と
と
さ
れ
て
い
る（
社
会
保
障
法
典
Ｌ
三
七
六－
一
条
）。
事
故
に
よ
っ
て
被
害
者
に
生
じ
た
損
害
の
塡
補
は
、

社
会
保
障
給
付
に
よ
る
塡
補
を
優
先
さ
せ
、
こ
れ
に
よ
っ
て
カ
バ
ー
さ
れ
る
範
囲
内
で
は
、
加
害
者
に
対
す
る
普
通
法
上
の
賠
償
請
求
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を
認
め
て
い
な
い
。
一
方
、
初
級
疾
病
金
庫
は
、
加
害
者
に
対
し
て
求
償
権
を
取
得

（
11
）

す
る
。
普
通
法
上
の
事
故
の
場
合
、
訴
訟
の
如
何

な
る
段
階
に
お
い
て
も
、
提
訴
者
は
、
事
故
の
被
害
者
の
被
保
険
者
資
格
と
加
入
し
て
い
る
社
会
保
険
金
庫
を
明
示
し
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
（
社
会
保
障
法
典
Ｌ
三
七
六－

一
条
）。

第
二
の
点
に
関
し
て
は
、薬
害
エ
イ
ズ
に
か
か
る
行
政
責
任
に
端
を
発
し
た
医
療
事
故
に
か
か
る
賠
償
・
補
償
制
度
の
創
設
と
相
俟
っ

て
立
法
政
策
上
の
議
論
が
進
め
ら
れ
て
い
た
。
そ
し
て
、
二
〇
〇
二
年
三
月
四
日
に
制
定
さ
れ
た
新
し
い
医
療
保
障
制
度
の
あ
り
方
を

方
向
付
け
る
法
律
「
患
者
の
権
利
及
び
医
療
制
度
の
質
に
関
す
る
二
〇
〇
二
年
三
月
四
日
の
法
律
」（
以
下
、「
二
〇
〇
二
年
法
」
と
い
う
。）

に
よ
り
、
強
制
加
入
制
の
医
療
民
事
責
任
保
険
に
よ
る
過
失
責
任
主
義
を
維
持
す
る
一
方
、
社
会
保
障
財
政
法
に
よ
り
配
分
さ
れ
る
疾

病
保
険
の
費
用
を
財
源
と
し
て
、
国
民
連
帯
で
被
害
を
補
償
す
る
医
療
事
故
賠
償
・
補
償
制
度
が
創
設
さ
れ
た
。
こ
の
フ
ラ
ン
ス
法
の

新
た
な
制
度
は
、
ス
ウ
ェ
ー
デ
ン
や
デ
ン
マ
ー
ク
な
ど
の
諸
外
国
の
医
療
事
故
被
害
者
救
済
制
度
を
参
照
し
て
お
り
、
医
療
事
故
被
害

者
救
済
制
度
の
ひ
と
つ
の
モ
デ
ル
と
し
て
注
目
さ
れ
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。

本
稿
は
、
フ
ラ
ン
ス
法
の
新
し
い
制
度
構
築
の
議
論
を
通
し
て
、
社
会
保
障
医
療
を
通
し
て
具
現
化
さ
れ
る
医
療
事
故
の
損
害
回
復

に
関
す
る
新
た
な
制
度
の
法
理
論
的
可
能
性
を
検
討
す
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
。
わ
が
国
で
は
、
医
療
行
為
や
治
療
に
内
在
す
る
リ
ス

ク
が
具
現
化
し
た
た
め
に
重
篤
な
被
害
を
招
来
す
る
医
療
上
の
過
失
が
認
め
ら
れ
に
く
く
、
医
療
事
故
の
司
法
上
の
救
済
は
認
容
さ
れ

に
く
い
傾
向
が

（
12
）

あ
る
。
本
稿
の
検
討
は
、
わ
が
国
の
社
会
保
障
医
療
を
通
し
て
具
現
化
さ
れ
る
医
療
事
故
の
リ
ス
ク
に
対
す
る
法
制
度

の
あ
り
方
を
考
え
る
一
素
材
を
提
供
し
て
く
れ
る
こ
と
に
な
ろ
う
。

検
討
に
あ
た
っ
て
は
、
二
〇
〇
二
年
法
の
制
定
の
社
会
的
意
義
や
制
度
的
特
質
を
総
体
的
に
理
解
す
る
必
要
が
あ
り
、
歴
史
的
展
開

と
社
会
的
実
態
を
も
視
野
に
入
れ
た
多
角
的
な
作
業
が
必
須
と
な
る
。
し
か
し
、
本
稿
で
な
し
う
る
検
討
作
業
に
は
自
ず
か
ら
限
界
あ
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る
の
で
、
さ
し
あ
た
り
、
次
の
点
に
留
意
し
な
が
ら
検
討
を
行
な
い
た
い
。

具
体
的
作
業
は
、
二
〇
〇
二
年
法
の
制
度
紹
介
・
概
説
で
は
な
く
、
医
療
事
故
に
対
す
る
損
害
回
復
の
法
制
度
的
展
開
を
中
心
に
検

討
す
る
こ
と
に
よ
り
、
医
療
上
の
過
失
か
ら
独
立
し
て
医
療
行
為
に
起
因
す
る
事
故
の
被
害
を
救
済
す
る
必
要
が
あ
る
の
か
、
そ
の
救

済
方
法
は
何
ゆ
え
に
国
民
連
帯
に
基
づ
く
も
の
で
あ
る
の
か
、
と
い
っ
た
理
論
的
問
題
を
検
討
す
る
。
こ
の
た
め
、
本
稿
で
は
、
一
般

的
に
過
失
責
任
が
問
え
る
医
療
事
故
の
賠
償
は
考
察
の
対
象
と
は
せ
ず
、
事
故
と
責
任
の
因
果
関
係
が
不
明
瞭
で
あ
り
、
こ
れ
ま
で
の

医
療
過
誤
訴
訟
で
は
事
後
的
救
済
が
必
ず
し
も
十
分
に
な
さ
れ
る
こ
と
の
な
か
っ
た
医
療
事
故
を
念
頭
に
置
く
こ
と
に
す
る
。
こ
の
た

め
、
フ
ラ
ン
ス
の
医
療
過
誤
訴
訟
に
か
か
る
法
理
は
必
要
に
応
じ
て
触
れ
る
が
、
本
稿
の
検
討
の
対
象
と
は
し

（
13
）

な
い
。

な
お
念
の
た
め
付
言
す
る
と
、
本
稿
は
、
社
会
保
障
（
法
）
の
な
か
に
、
新
た
に
社
会
保
障
法
上
の
要
保
障
事
故
と
し
て
医
療
事
故
に

よ
る
被
害
を
積
極
的
に
位
置
づ
け
よ
う
と
す
る
も
の
で
は
な
い
。
ま
た
、
本
稿
は
、
こ
れ
ま
で
主
に
民
法
学
か
ら
主
張
さ
れ
て
き
た
不

法
行
為
法
の
再
構
成
を
視
野
に
入
れ
た
新
た
な
被
害
者
救
済
制
度
の
創
設
を
志
向
す
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
も
の
で
も

（
14
）

な
い
。
あ
く
ま

で
も
、
本
稿
の
作
業
は
、
社
会
保
障
と
の
関
係
の
な
か
で
医
療
事
故
の
損
害
回
復
に
関
す
る
新
た
な
制
度
構
築
の
法
理
論
的
可
能
性
を

検
討
す
る
こ
と
に
限
定
す
る
。

三

フ
ラ
ン
ス
の
新
し
い
法
律

そ
れ
で
は
、
検
討
に
先
立
っ
て
、
本
稿
の
検
討
対
象
と
な
る
フ
ラ
ン
ス
の
新
し
い
法
律
に
つ
い
て
概
観
し
て
お
く
こ
と
に
す
る
。

二
〇
〇
二
年
三
月
四
日
、
フ
ラ
ン
ス
の
医
療
保
障
制
度
の
あ
り
方
を
方
向
付
け
る
新
た
な
法
律
「
患
者
の
権
利
及
び
医
療
制
度
の
質

に
関
す
る
二
〇
〇
二
年
三
月
四
日
の
法
律
」
が
制
定
さ
れ
た
。
二
〇
〇
二
年
法
は
、
五
章
・
一
二
六
条
で
構
成
さ
れ
る
法
律
で
あ
る
。
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第
一
章
は
、「
障
害
を
も
つ
者
に
対
す
る
連
帯
」
と
な
っ
て
い
る
。
第
二
章
は
、「
保
健
医
療
上
の
民
主
主
義
（d

em
o
cra

tie sa
n
ita
ire

）」

に
関
す
る
規
定
が
置
か
れ
て
い
る
。
次
い
で
、
第
三
章
で
は
「
医
療
制
度
の
質
（q

u
a
lite d

u sy
stem

e d
e sa

n
te

）」、
第
四
章
に
は
「
保

健
医
療
の
危
険
の
結
果
に
対
す
る
賠
償
」
に
関
す
る
規
定
が
置
か
れ
て
い
る
。
最
後
に
、
第
五
章
で
は
、「
海
外
に
関
す
る
規
定
」
が
規

定
さ
れ
て
い
る
。

二
〇
〇
二
年
法
は
、
法
律
制
定
の
な
か
で
障
害
児
の
出
生
に
つ
い
て
担
当
医
師
の
損
害
賠
償
責
任
を
認
め
た
二
〇
〇
二
年
一
一
月
の

破
毀
院
判
決
を
受
け
て
急
遽
挿
入
さ
れ
た
第
一
章
の
規
定
か
ら
「
反
ペ
リ
ュ
シ
ュ
法
」
と
も
呼
ば
れ
て

15
）

い
る
。
二
〇
〇
二
年
法
全
体
の

内
容
は
多
岐
に
わ
た
っ
て
お
り
、
公
衆
衛
生
法
典
や
社
会
保
障
法
典
、
保
険
法
典
、
民
法
典
な
ど
に
新
た
な
条
文
を
挿
入
す
る
も
の
で

あ
る
。
こ
の
よ
う
に
、
関
連
諸
法
規
の
改
正
の
モ
ザ
イ
ク
で
あ
る
二
〇
〇
二
年
法
で
は
あ
る
が
、「
保
健
医
療
上
の
民
主
主
義
」と
い
う

概
念
の
生
成
、
利
用
者
の
権
利
の
具
体
化
、
医
療
事
故
賠
償
・
補
償
制
度
の
構
築
な
ど
同
法
の
フ
ラ
ン
ス
医
療
保
障
法
制
に
与
え
た
イ

ン
パ
ク
ト
は
大

（
16
）

き
い
。
法
制
度
全
般
は
、
す
で
に
わ
が
国
で
も
注
目
さ
れ
て
お
り
、
い
く
つ
か
の
紹
介
が
な
さ
れ
て

（
17
）

い
る
。

フ
ラ
ン
ス
に
お
け
る
医
療
事
故
の
被
害
者
救
済
制
度
の
構
築
は
、
具
体
的
な
内
容
を
ど
の
よ
う
に
構
想
す
る
か
に
つ
い
て
種
々
の
見

解
の
対
立
や
政
治
的
駆
け
引
き
は
あ
っ
た
も
の
の
、
約
四
〇
年
以
上
前
か
ら
浮
か
び
は
消
え
る
制
度
構
想
で
あ
っ
た
。
そ
の
間
、
医
療

事
故
訴
訟
の
判
例
法
理
は
進
展
を
み
せ
、
医
療
保
障
法
制
に
お
い
て
は
、
患
者
の
権
利
意
識
の
向
上
や
医
療
の
質
へ
の
希
求
と
い
う
新

た
な
進
展
が
あ
っ
た
。
長
き
議
論
の
末
に
制
定
さ
れ
た
二
〇
〇
二
年
法
の
制
定
は
、
政
治
的
力
学
や
財
源
問
題
を
捨
象
し
て
も
、
医
療

過
誤
訴
訟
の
判
例
法
理
の
進
展
と
医
療
保
障
法
制
の
理
念
的
深
化
の
一
つ
の
到
達
点
と
み
る
こ
と
が
で
き
る
。
二
〇
〇
二
年
法
の
内
容

は
、
わ
が
国
の
医
療
保
障
法
制
、
さ
ら
に
は
、
医
療
事
故
と
社
会
保
障
法
の
接
点
を
考
え
る
う
え
で
も
さ
ま
ざ
ま
な
示
唆
を
与
え
る
も

の
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
。
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四

本
稿
の
構
成

以
下
で
は
ま
ず
、
医
療
事
故
賠
償
・
補
償
制
度
の
理
解
に
必
要
な
限
り
で
、
従
来
の
医
療
事
故
の
賠
償
責
任
を
要
約
的
に
述
べ
た
う

え
で
、
二
〇
〇
二
年
法
の
成
立
に
あ
た
っ
て
影
響
を
与
え
た
と
思
わ
れ
る
立
法
的
提
言
と
新
し
い
判
例
の
動
き
を
簡
単
に
紹
介
す
る（
第

一
章
）。
そ
し
て
、
二
〇
〇
二
年
法
の
目
指
す
べ
き
方
向
性
を
意
識
し
な
が
ら
、
二
〇
〇
二
年
三
月
四
日
に
成
立
し
た
医
療
事
故
賠
償
・

補
償
制
度
に
関
す
る
規
定
を
素
描
す
る（
第
二
章
）。
最
後
に
、
医
療
事
故
賠
償
・
補
償
制
度
の
法
関
係
か
ら
医
療
事
故
と
社
会
保
障（
法
）

と
の
交
錯
の
理
論
的
可
能
性
に
つ
い
て
検
討
を
行
な
う
こ
と
に
す
る
（
第

（
18
）

三
章
）。

１
）

堀
勝
洋
『
社
会
保
障
法
総
論
〔
第
二
版
〕』（
東
京
大
学
出
版
会
、
二
〇
〇
四
年
）
七
頁
参
照
。

２
）

堀
・
前
掲
注
（
１
）
六
頁
以
下
参
照
。

３
）

Ｉ
Ｌ
Ｏ
は
、「
社
会
保
障
は
、
社
会
が
し
か
る
べ
き
組
織
を
通
じ
て
、
そ
の
構
成
員
が
さ
ら
さ
れ
て
い
る
一
定
の
危
険
に
対
し
て
与
え
る

保
障
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
危
険
は
本
質
的
に
は
、
資
力
の
小
さ
い
個
人
が
か
れ
自
身
の
能
力
を
も
っ
て
し
て
は
、
あ
る
い
は
彼
の
仲
間
達
と

の
団
結
を
も
っ
て
し
て
さ
え
、
有
効
に
備
え
る
こ
と
の
で
き
な
い
偶
発
事
故
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
偶
発
的
事
故
の
特
色
は
、
労
働
者
自
身
な

ら
び
に
彼
に
依
存
す
る
健
康
で
善
良
な
人
た
ち
の
生
活
を
支
え
る
能
力
を
危
う
く
さ
せ
る
こ
と
に
あ
る
」
と
す
る
。
Ｉ
Ｌ
Ｏ
・
塩
野
谷
九
十

九
・
平
石
長
久
訳
『
Ｉ
Ｌ
Ｏ
・
社
会
保
障
へ
の
途
』（
東
京
大
学
出
版
会
、
一
九
七
二
年
）
一
〇
二
頁
参
照
。

４
）

例
え
ば
、
加
藤
智
章
・
菊
池
馨
実
・
倉
田
聡
・
前
田
雅
子
『
社
会
保
障
法
〔
第
二
版
〕』（
有
斐
閣
、
二
〇
〇
四
年
）
六
頁
（
菊
池
馨
実

執
筆
分
）参
照
。
な
お
、
平
成
一
一
年
度
版
厚
生
白
書
で
は
、「
生
活
の
保
障
・
生
活
の
安
定
」、「
個
人
の
自
立
支
援
」、「
家
族
機
能
の
支
援
」

を
社
会
保
障
の
目
的
と
し
て
い
る
。
厚
生
省
『
平
成
一
一
年
度
版

厚
生
白
書
』
二
九
頁
以
下
参
照
。

５
）

河
野
正
輝
「
社
会
保
障
法
の
目
的
概
念
と
法
体
系
」
日
本
社
会
保
障
法
学
会
『
講
座
社
会
保
障
法
第
一
巻

二
一
世
紀
の
社
会
保
障
法
』

（
法
律
文
化
社
、
二
〇
〇
一
年
）
二
一
頁
以
下
で
は
、
社
会
保
障
法
の
目
的
別
体
系
区
分
を
試
み
て
お
り
、
医
療
保
障
は
「
健
康
保
障
法
」
と

し
て
、
健
康
の
増
進
、
疾
病
の
予
防
・
治
療
、
リ
ハ
ビ
リ
テ
ー
シ
ョ
ン
の
保
障
を
目
的
と
す
る
法
体
系
と
し
て
位
置
づ
け
ら
れ
て
い
る
。
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６
）

わ
が
国
に
お
い
て
、「
医
療
事
故
」
と
い
う
用
語
と
「
医
療
過
誤
」
と
い
う
用
語
が
混
在
し
て
用
い
ら
れ
る
こ
と
が
あ
る
。「
医
療
事
故
」

と
は
、「
医
療
に
か
か
わ
る
場
所
で
、
主
に
医
療
行
為
の
受
給
者
で
あ
る
患
者
を
被
害
者
と
し
て
、
診
断
、
検
査
、
治
療
な
ど
医
療
の
全
過
程

に
お
い
て
発
生
す
る
人
身
事
故
一
切
を
包
括
す
る
言
葉
」で
あ
り
、「
そ
の
発
生
、
原
因
、
責
任
の
所
在
を
一
応
度
外
視
し
た
、
社
会
現
象
と

し
て
の
事
故
を
指
称
す
る
も
の
」
で
あ
る
と
さ
れ
る
。
他
方
、「
医
療
過
誤
」
と
は
、「
医
師
が
患
者
に
対
し
て
診
療
行
為
を
施
す
に
あ
た
り

当
然
払
う
べ
き
業
務
上
必
要
と
さ
れ
る
注
意
義
務
を
怠
り
、
こ
れ
に
よ
っ
て
患
者
の
生
命
・
身
体
を
侵
害
し
、
支
障
な
ど
の
結
果
を
惹
起
せ

し
め
た
場
合
を
い
う
も
の
」
で
あ
り
、
法
律
用
語
で
あ
る
と
さ
れ
る
（
萌
立
明
・
中
井
美
雄
編
『
医
療
過
誤
法
』（
青
林
書
院
、
一
九
九
四
年
）

一
七
頁
以
下
参
照
）。

７
）

も
っ
と
も
、
こ
こ
に
い
う
「
制
度
に
内
在
的
す
る
リ
ス
ク
」
は
、
医
療
そ
の
も
の
に
内
在
す
る
リ
ス
ク
（「
医
療
の
不
確
実
性
」）
で
あ

る
と
い
え
る
か
も
し
れ
な
い
。
中
川
は
、「
理
論
的
に
い
え
ば
、
医
学
の
確
実
性
に
基
礎
を
お
い
て
医
療
の
確
実
性
は
保
証
す
る
こ
と
は
で
き

な
い
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
。
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
あ
ま
り
問
題
に
な
ら
な
い
で
毎
日
医
療
が
行
な
わ
れ
て
い
る
の
は
、
厳
格
な
論
理

余
地
は
日
常
的
な
原
則
で
す
す
め
ら
れ
る
か
ら
で
あ
る
」
と
い
う
（
中
川
米
造
『
医
学
の
不
確
実
性
』（
日
本
評
論
社
、
一
九
九
六
年
）
一
六

四
頁
参
照
）。
こ
こ
で
確
認
し
て
お
き
た
い
の
は
、
本
来
の
目
的
と
は
異
な
る
結
果
（
医
療
事
故
の
招
来
）
が
医
療
保
障
制
度
を
利
用
し
て
い

る
な
か
で
起
こ
る
と
い
う
事
象
が
あ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

８
）

医
療
保
障
制
度
に
お
い
て
、
制
度
内
在
的
リ
ス
ク
と
し
て
の
医
療
事
故
が
減
少
し
な
い
主
な
理
由
は
、
①
医
学
の
不
確
実
性
の
上
に
立

脚
す
る
医
療
保
障
制
度
で
あ
る
こ
と
、
②
リ
ス
ク
生
産
者
と
医
療
サ
ー
ビ
ス
給
付
提
供
者
が
多
く
の
場
合
同
一
で
あ
る
こ
と
、
③
チ
ー
ム
医

療
や
医
療
サ
ー
ビ
ス
の
専
門
分
化
に
よ
り
、
医
療
サ
ー
ビ
ス
提
供
者
が
多
様
と
な
り
、
リ
ス
ク
が
制
度
的
か
つ
階
層
的
に
存
在
す
る
こ
と
、

④
医
療
サ
ー
ビ
ス
の
提
供
が
人
的
資
源
に
依
存
し
て
い
る
こ
と
な
ど
が
考
え
ら
れ
る
。

９
）

医
療
事
故
が
起
こ
っ
た
の
ち
の
医
療
保
険
給
付
の
費
用
負
担
者
は
誰
な
の
か
と
い
う
点
も
法
的
に
検
討
す
る
必
要
が
あ
ろ
う
。
こ
の
よ

う
な
場
合
に
は
、
医
療
機
関
側
で
は
、
医
療
機
関
側
が
事
故
後
に
患
者
負
担
分
を
免
責
す
る
な
ど
し
て
和
解
を
行
う
事
例
が
多
い
。
た
だ
し
、

医
師
賠
償
責
任
保
険
は
、
医
療
機
関
側
の
責
任
に
よ
っ
て
発
生
し
た
患
者
側
へ
の
賠
償
を
担
保
す
る
保
険
で
あ
る
の
で
、
事
故
が
起
こ
っ
た

医
療
機
関
で
被
害
患
者
を
入
院
さ
せ
て
、
そ
の
患
者
の
治
療
費
等
を
請
求
せ
ず
、
医
療
機
関
側
の
負
担
と
な
っ
た
場
合
、
そ
の
治
療
費
等
は
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原
則
対
象
外
と
さ
れ
る
こ
と
が
多
い
。
ま
た
、
病
院
を
対
象
と
す
る
病
院
賠
償
責
任
保
険
は
、
医
療
施
設
の
開
設
者
で
あ
る
法
人（
た
だ
し
、

開
設
者
の
業
務
の
補
助
者
た
る
医
師
も
当
該
医
療
施
設
の
医
療
行
為
に
関
す
る
限
り
は
、
被
保
険
者
と
み
な
さ
れ
る
。）
が
被
保
険
者
と
な

り
、
開
設
者
ま
た
は
被
用
者
が
行
っ
た
医
療
行
為
に
よ
っ
て
、
患
者
の
身
体
に
障
害
を
与
え
、
そ
の
障
害
が
保
険
期
間
（
加
入
期
間
）
中
に

発
見
さ
れ
た
場
合
に
保
険
の
対
象
と
な
る
。
こ
の
よ
う
な
場
合
、
損
害
賠
償
金
、
被
害
患
者
に
対
す
る
応
急
手
当
・
緊
急
処
理
な
ど
の
費
用
、

訴
訟
に
な
っ
た
場
合
の
訴
訟
費
用
や
弁
護
士
報
酬
が
保
険
給
付
の
対
象
と
な
る
。

10
）

社
会
保
障
医
療
と
し
て
社
会
保
険
を
媒
介
に
医
療
が
提
供
さ
れ
る
わ
が
国
の
医
療
制
度
に
お
い
て
、
保
険
医
療
機
関
と
医
療
保
険
者
と

の
間
の
公
法
上
の
契
約
に
基
づ
く
医
療
サ
ー
ビ
ス
給
付
の
事
故
に
対
す
る
医
療
保
険
者
の
責
任
は
皆
無
か
。
こ
の
点
に
つ
き
、
野
田
寛
は
、

医
療
保
険
者
と
医
療
機
関
の
従
来
の
法
関
係
を
再
検
討
し
な
が
ら
、
保
険
者
と
保
険
医
療
機
関
な
い
し
保
険
医
と
の
間
に
「
指
揮
・
監
督
」

の
関
係
や
保
険
医
療
機
関
と
保
険
医
の
保
険
者
の
履
行
補
助
者
と
し
て
の
関
係
を
認
め
る
理
論
的
可
能
性
を
提
示
し
て
、
社
会
保
険
医
療
に

お
け
る
保
険
者
の
損
害
賠
償
責
任
を
認
め
る
可
能
性
を
示
し
て
い
る
。
野
田
寛「
保
険
医
療
と
損
害
賠
償
訴
訟
」『
現
代
損
害
賠
償
法
講
座
４

医
療
事
故
・
製
造
物
責
任
』（
日
本
評
論
社
、
一
九
七
四
年
）
一
三
五
頁
参
照
。
ま
た
、
同
様
な
論
点
が
社
会
保
障
法
学
者
か
ら
提
起
さ
れ
て

い
る
。
佐
藤
進
『
医
事
法
と
社
会
保
障
法
と
の
交
錯
』（
勁
草
書
房
、
一
九
八
一
年
）
七
〇
頁
参
照
。

11
）

こ
の
求
償
権
は
、
①
被
害
者
の
加
害
者
に
対
す
る
賠
償
請
求
権
を
代
位
し
た
も
の
か
、
②
初
級
疾
病
金
庫
の
給
付
義
務
を
負
担
す
る
こ

と
に
よ
る
損
害
の
賠
償
を
求
め
る
権
利
で
あ
る
の
か
と
い
っ
た
議
論
が
か
つ
て
あ
っ
た
が
、
現
在
で
は
判
例
上
、
①
と
解
さ
れ
て
い
る
。

Jea
n
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u
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u
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a
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p
.
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12
）

例
え
ば
、
院
内
感
染
に
関
す
る
日
本
の
裁
判
例
で
は
、
院
内
感
染
ル
ー
ト
の
特
定
が
難
し
く
、
さ
ら
に
損
害
と
院
内
感
染
の
因
果
関
係

が
難
し
い
た
め
に
損
害
賠
償
が
認
め
ら
れ
る
事
例
は
極
め
て
稀
で
あ
る
。
医
療
機
関
の
院
内
感
染
防
止
の
責
任
は
、「
院
内
感
染
予
防
マ
ニ
ュ

ア
ル
の
策
定
、
手
洗
い
励
行
な
ど
に
よ
り
可
能
な
限
り
Ｍ
Ｒ
Ｓ
Ａ
の
感
染
・
発
症
を
抑
え
る
た
め
の
院
内
感
染
対
策
を
講
じ
る
べ
き
注
意
義

務
を
果
た
し
て
標
準
的
な
感
染
防
止
策
が
講
じ
ら
れ
て
い
れ
ば
」
損
害
賠
償
上
の
免
責
が
認
め
ら
れ
る
と
す
る
裁
判
例
が
あ
る
（
広
島
地
判

平
九
・
五
・
二
九
判
時
一
六
五
〇
号
一
一
九
頁
、
山
口
地
判
平
一
〇
・
六
・
三
〇
判
時
一
六
八
七
号
一
〇
九
頁
）。

13
）

わ
が
国
で
の
フ
ラ
ン
ス
の
医
療
過
誤
法
理
に
関
す
る
研
究
は
数
多
い
。
例
え
ば
、
山
野
嘉
朗
「
医
療
過
誤
に
よ
る
先
天
性
障
害
児
の
出

一
三
三

フ
ラ
ン
ス
に
お
け
る
医
療
事
故
と
社
会
保
障

㈠
（
原
田
）



生
と
賠
償
・
補
償

フ
ラ
ン
ス
の
新
立
法
と
そ
の
影
響
（
そ
の
一
）〜（
そ
の
三
）」
愛
知
学
院
大
学
論
叢
法
学
研
究
四
四
巻
三
号
（
二
〇

〇
三
年
）
一
一
三
頁
、
四
四
巻
四
号
（
二
〇
〇
三
年
）
一
六
〇
頁
、
四
五
巻
一
号
（
二
〇
〇
三
年
）
一
二
一
頁
、
尾
中
普
子
「
医
療
過
誤
に

お
け
る
民
事
責
任－

フ
ラ
ン
ス
の
判
例
・
学
説
を
中
心
と
し
て
」『
二
一
世
紀
の
民
法

小
野
幸
二
教
授
還
暦
記
念
論
集
』（
法
学
書
院
、
一

九
九
六
年
）
一
五
七
頁
、
門
脇
稔
「
フ
ラ
ン
ス
に
お
け
る
民
事
責
任

医
療
過
誤
を
中
心
と
し
た
比
較
法
的
考
察
」『
日
本
法
政
学
会
法

政
論
叢
』
一
八
巻
（
一
九
八
二
年
）
三
五
頁
、
尾
中
普
子
「
医
療
過
誤
に
お
け
る
医
師
の
責
任

一
九
七
〇
年
と
一
九
七
一
年
の
フ
ラ
ン

ス
破
毀
院
の
判
決
に
つ
い
て
」
大
東
法
学
一
号
（
一
九
七
四
年
）
三
一
頁
、
尾
中
普
子
「
フ
ラ
ン
ス
に
お
け
る
外
科
医
と
麻
酔
医
の
責
任－

外
科
チ
ー
ム
内
で
の
麻
酔
事
故
に
よ
る
責
任
」
ジ
ュ
リ
ス
ト
七
四
五
号
（
一
九
八
一
年
）
三
二
頁
、
北
村
和
生
「
フ
ラ
ン
ス
行
政
判
例
に
お

け
る
医
療
事
故
と
無
過
失
責
任
の
展
開
」
立
命
館
法
学
に
〇
〇
〇
年
三
・
四
巻
（
上
巻
）
九
一
七
頁
、
山
下
丈
「
医
療
事
故
と
傷
害
保
険
、

損
害
賠
償
、
薬
害
エ
イ
ズ

フ
ラ
ン
ス
の
判
例
・
学
説
を
手
が
か
り
に
」
保
険
学
雑
誌
五
五
七
号
（
一
九
九
七
年
）
一
頁
、
ル
ヴ
ヌ
ー
ル
・

ロ
ー
ラ
ン
「
医
療
責
任
に
関
す
る
最
近
の
フ
ラ
ン
ス
民
事
判
例
」
ジ
ュ
リ
ス
ト
一
二
〇
五
号
（
二
〇
〇
一
年
）
六
八
頁
、
森
田
宏
樹
「
医
療

責
任
に
関
す
る
フ
ラ
ン
ス
判
例
法
を
め
ぐ
る
論
議
」
ジ
ュ
リ
ス
ト
一
二
〇
五
号
（
二
〇
〇
一
年
）
七
七
頁
、
フ
ラ
ン
ソ
ワ
・
シ
ャ
バ
ス
「
フ

ラ
ン
ス
私
法
に
お
け
る
医
療
責
任
」
日
仏
法
学
一
四
巻
（
一
九
八
六
年
）
三
八
頁
、
石
川
良
雄
「
フ
ラ
ン
ス
判
例
に
お
け
る
医
療
責
任
の
諸

問
題

一
〜
六
」
判
例
タ
イ
ム
ズ
二
七
巻
一
号
（
一
九
七
六
年
）
三
八
頁
、
二
号
一
二
頁
、
三
号
二
三
頁
、
六
号
五
〇
頁
、
七
号
四
六
頁
、

八
号
三
五
頁
な
ど
が
あ
る
。
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不
法
行
為
法
の
再
構
成
の
な
か
で
、
医
療
事
故
被
害
者
の
法
的
救
済
制
度
の
新
た
な
創
設
を
提
唱
す
る
学
説
が
あ
る
。
具
体
的
に
は
、

損
害
賠
償
制
度
の
限
界
か
ら
社
会
保
障
制
度
の
損
害
補
償
機
能
に
着
目
し
、
新
た
な
損
害
塡
補
制
度
の
構
築
を
志
向
す
る
も
の
で
あ
る
。
わ

が
国
に
お
い
て
こ
の
よ
う
な
考
え
方
を
提
唱
し
て
い
る
加
藤
雅
信
は
、
不
法
行
為
制
度
の
変
革
に
着
目
し
、
ニ
ュ
ー
ジ
ー
ラ
ン
ド
の
事
故
補

償
法
を
参
考
に
し
な
が
ら
「
総
合
救
済
シ
ス
テ
ム
」
構
想
を
提
示
し
て
い
る
（
加
藤
雅
信
編
著
『
損
害
賠
償
か
ら
社
会
保
障
へ

人
身
被

害
の
救
済
の
た
め
に
』（
三
省
堂
、
一
九
八
九
年
）
一
頁
以
下
、
加
藤
雅
信
・
平
林
美
紀
「
社
会
保
障
と
損
害
賠
償
」
日
本
社
会
保
障
法
学
会

編
『
講
座
社
会
保
障
法
第
一
巻

二
一
世
紀
の
社
会
保
障
法
』（
法
律
文
化
社
、
二
〇
〇
一
年
）
所
収
二
四
三
頁
な
ど
を
参
照
）。
こ
れ
に
対

し
て
、
吉
川
吉
衞
は
、「
中
流
的
市
民
生
活
の
生
活
保
障
」と
い
う
観
点
か
ら
、
事
故
被
害
の
み
な
ら
ず
疾
病
一
般
な
ど
を
も
対
象
と
す
る
包

一
三
四

フ
ラ
ン
ス
に
お
け
る
医
療
事
故
と
社
会
保
障
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括
的
な
保
障
法
の
制
定
を
求
め
て
「
基
本
保
障
制
度
」
構
想
を
提
示
し
て
い
る
（
吉
川
吉
衞
「
保
険
法
の
将
来
」
ジ
ュ
リ
ス
ト
七
三
一
号
（
一

九
八
一
年
）
一
三
六
頁
、
吉
川
吉
衞
『
事
故
と
保
険
の
構
造

自
動
車
事
故
の
抑
止
と
補
償
の
理
論
』（
同
文
舘
出
版
、
一
九
八
八
年
）、

吉
川
吉
衞
「『
総
合
救
済
シ
ス
テ
ム
』
と
基
本
保
障
制
度
構
想
」
法
学
雑
誌
四
八
巻
四
号
（
二
〇
〇
二
年
）
五
〇
頁
）。
ま
た
、
西
原
道
雄
は
、

医
療
保
障
と
損
害
賠
償
の
関
係
を
考
察
す
る
（
西
原
道
雄
「
人
身
損
害
補
償
に
お
け
る
損
害
賠
償
と
社
会
保
障
」『
ジ
ュ
リ
ス
ト
』
六
九
一
号

（
一
九
七
九
年
）
三
一
頁
、
西
原
道
雄
「
日
本
の
医
療
保
障
制
度
に
お
け
る
法
的
問
題
点
」（
北
川
善
太
郎
・
ヴ
ォ
ル
フ
ガ
ン
グ
・
ギ
ッ
タ
ー

編
『
医
療
制
度
と
法
』（
日
本
評
論
社
、
一
九
八
〇
年
）
所
収
）
五
〇
頁
を
参
照
）。

15
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障
害
児
の
出
生
に
つ
い
て
担
当
医
師
へ
の
損
害
賠
償
請
求
を
認
め
る
ペ
リ
ュ
シ
ュ
事
件
判
決
に
反
対
す
る
規
定
が
盛
り
込
ま
れ
て
い

る
。C

a
ss.

a
ss.

p
len
.,
17 n

o
v
em
b
re 2000,

JC
P
.
II.
10438.

同
判
決
お
よ
び
ペ
リ
ュ
シ
ュ
法
と
呼
ば
れ
る
第
一
編
に
関
し
て
わ
が
国
で

紹
介
す
る
も
の
と
し
て
、
石
川
祐
一
郎
「
障
害
者
の
『
生
ま
れ
な
い
』
権
利
？

『
ペ
リ
ュ
シ
ュ
判
決
』
に
ゆ
れ
る
社
会
」
法
セ
ミ
五
七

三
号
（
二
〇
〇
二
年
）
七
二
頁
、
山
野
嘉
朗
「
医
療
過
誤
に
よ
る
先
天
性
障
害
児
の
出
生
と
賠
償
・
補
償

フ
ラ
ン
ス
の
新
立
法
と
そ
の

影
響
」
愛
知
学
院
大
学
論
叢
法
学
研
究
四
四
巻
三
号
（
二
〇
〇
三
年
）
一
一
三
頁
、
四
四
巻
四
号
（
二
〇
〇
三
年
）
一
六
〇
頁
、
四
五
巻
一
・

二
号
（
二
〇
〇
三
年
）
一
二
一
頁
、
山
野
嘉
朗
「
フ
ラ
ン
ス
賠
償
医
学
展
望
（
そ
の
三
）」
損
害
賠
償
二
六
号
（
二
〇
〇
一
年
）
五
九
頁
、
山

野
嘉
朗
「
フ
ラ
ン
ス
賠
償
医
学
展
望
（
そ
の
四
）」
損
害
賠
償
二
七
号
（
二
〇
〇
二
年
）
八
頁
、
山
野
嘉
朗
「
障
害
児
の
出
生
と
医
師
の
民
事

責
任

フ
ラ
ン
ス
破
毀
院
大
法
廷
二
〇
〇
〇
・
一
一
・
一
七
判
決
を
機
縁
と
し
て
」
愛
知
学
院
大
学
論
叢
法
学
研
究
四
二
巻
三
・
四
号
（
二

〇
〇
一
年
）
四
一
頁
、
門
彬
「
フ
ラ
ン
ス：

医
療
過
誤
に
よ
る
先
天
的
障
害
児
の
出
生
を
め
ぐ
っ
て

司
法
判
断
に
対
す
る
立
法
府
の
対

抗
措
置
」
外
国
の
立
法
二
一
五
号
（
二
〇
〇
三
年
）
一
〇
八
頁
、
本
田
ま
り
「
外
国
判
例
研
究

フ
ラ
ン
ス
に
お
け
る
先
天
性
風
疹
症
候
群

児
出
生
と
医
師
の
責
任
（
破
毀
院
大
法
廷
二
〇
〇
〇
年
一
一
月
一
七
日
判
決
）」
上
智
法
学
論
集
四
五
巻
三
号
（
二
〇
〇
二
年
）
一
九
九
頁
、

本
田
ま
り
「«W

ro
n
g
fu
l life»

訴
訟
に
お
け
る
損
害
（
一
）、（
二
）
フ
ラ
ン
ス
法
を
中
心
と
し
て
」
上
智
法
学
論
集
四
六
巻
四
号
（
二
〇

〇
三
年
）
六
三
頁
、
四
七
巻
一
号
（
二
〇
〇
三
年
）
一
一
八
頁
、
中
田
裕
康
「
侵
害
さ
れ
た
利
益
の
正
当
性

フ
ラ
ン
ス
民
事
責
任
論
か

ら
の
示
唆

」（
一
橋
大
学
法
学
部
創
立
五
〇
周
年
記
念
論
文
集
『
変
動
期
に
お
け
る
法
と
国
際
関
係
』
有
斐
閣
（
二
〇
〇
一
年
）
所
収
）

三
三
七
頁
な
ど
が
あ
る
。

一
三
五

フ
ラ
ン
ス
に
お
け
る
医
療
事
故
と
社
会
保
障
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原
田
）
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わ
が
国
に
お
け
る
二
〇
〇
二
年
三
月
四
日
法
律
の
紹
介
は
、
医
療
事
故
裁
判
外
紛
争
解
決
制
度
と
い
う
位
置
づ
け
か
ら
の
も
の
が
多

い
。
二
〇
〇
二
年
法
の
紹
介
と
し
て
、
山
野
嘉
朗
「
フ
ラ
ン
ス
賠
償
医
学
展
望
（
そ
の
五
）」
賠
償
科
学
二
八
号
（
二
〇
〇
三
年
）
六
八
頁
、

山
野
嘉
朗
「
フ
ラ
ン
ス
賠
償
医
学
展
望
（
そ
の
六
）」
賠
償
科
学
三
〇
号
（
二
〇
〇
四
年
）
四
八
頁
、
山
野
嘉
朗
「
立
法
紹
介

医
療
賠
償
責

任
保
険
に
関
す
る
最
近
の
フ
ラ
ン
ス
保
険
法
典
改
正
に
つ
い
て

二
〇
〇
二
年
三
月
四
日
の
法
律
第
二
〇
〇
二－

三
〇
三
号
お
よ
び
二

〇
〇
二
年
一
二
月
三
〇
日
の
法
律
第
二
〇
〇
二－

一
五
七
七
号
に
よ
る
改
正
を
中
心
に
」
愛
知
学
院
大
学
論
叢
法
学
研
究
四
五
巻
一
・
二
号

（
二
〇
〇
三
年
）
八
〇
頁
、
山
口
斉
昭
「『
患
者
の
権
利
お
よ
び
保
健
衛
生
シ
ス
テ
ム
の
質
に
関
す
る
法
律
』
に
よ
る
医
療
事
故
等
被
害
者
救

済
シ
ス
テ
ム
の
創
設
と
そ
の
修
正
」『
年
報
医
事
法
学
』
一
八
号
（
二
〇
〇
三
年
）
二
一
一
頁
、
山
口
斉
昭
「
医
療
事
故
被
害
者
救
済
制
度
に

つ
い
て

加
藤
構
想
と
フ
ラ
ン
ス
患
者
の
権
利
法
」
賠
償
科
学
三
〇
号
（
二
〇
〇
四
）
五
三
頁
、
原
田
啓
一
郎
「
医
療
サ
ー
ビ
ス
保
障
に

お
け
る
安
全
性
確
保
の
責
任
規
範

医
療
事
故
の
予
防
と
補
償
に
関
す
る
一
考
察
」『
社
会
保
障
法
』
一
八
号
（
二
〇
〇
三
年
）
一
六
七

頁
な
ど
が
あ
る
。

ま
た
、
二
〇
〇
二
年
法
で
充
実
し
た
患
者
の
権
利
の
う
ち
、
患
者
の
同
意
、
医
療
情
報
に
か
か
る
検
討
と
し
て
、
澤
野
和
博
「
患
者
の
権

利
に
関
す
る
フ
ラ
ン
ス
の
近
時
の
動
向
に
つ
い
て
」
東
北
学
院
大
学
論
集
（
法
律
学
）
六
二
号
（
二
〇
〇
四
年
）
九
九
頁
が
あ
る
。
な
お
、

二
〇
〇
二
年
法
の
一
部
の
翻
訳
と
し
て
、
澤
野
和
博
「
フ
ラ
ン
ス
に
お
け
る
『
患
者
の
権
利
及
び
保
健
シ
ス
テ
ム
の
質
に
関
す
る
二
〇
〇
二

年
三
月
四
日
の
法
律
』

第
Ⅰ
編
お
よ
び
第
Ⅳ
編

」
東
北
学
院
大
学
論
集
（
法
律
学
）
六
二
号
（
二
〇
〇
四
年
）
二
八
二
頁
、
澤
野

和
博
「
フ
ラ
ン
ス
に
お
け
る
『
患
者
の
権
利
及
び
保
健
シ
ス
テ
ム
の
質
に
関
す
る
二
〇
〇
二
年
三
月
四
日
の
法
律
』

第
Ⅱ
編

」
東

北
学
院
大
学
法
学
政
治
学
研
究
所
紀
要
一
二
号
（
二
〇
〇
四
年
）
六
九
頁
参
照
。
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本
稿
の
検
討
の
き
っ
か
け
は
、
フ
ラ
ン
ス
の
社
会
問
題
・
保
健
医
療
大
臣
で
あ
っ
た
ク
ロ
ー
ド
・
エ
ヴ
ァ
ン
（C

la
u
d
e É

v
in

）
氏
が
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パ
リ
第
八
大
学
に
二
〇
〇
一
年
一
二
月
一
二
日
に
提
出
し
た
学
位
論
文
「
医
療
制
度
の
利
用
者
の
権
利
に
関
す
る
基
本
概
念
（L

es
 
co
n
-

cep
ts fo

n
d
a
teu

rs d
es d

ro
its d

es u
sa
g
ers d

u sy
stem

e d
e sa

n
te

）」
に
よ
る
と
こ
ろ
が
大
き
い
。
本
稿
の
執
筆
に
あ
た
っ
て
は
、
エ

ヴ
ァ
ン
氏
か
ら
学
位
論
文
を
頂
戴
し
お
世
話
に
な
っ
た
。
記
し
て
深
甚
の
謝
意
を
表
し
た
い
。
な
お
、
同
論
文
は
、
二
〇
〇
二
年
法
成
立
後
、

若
干
加
筆
さ
れ
、L

es d
roit d

es u
sagers d

u system
e d
e san

te
,
B
erg

er-L
ev
ra
u
lt,
2002

と
し
て
上
梓
さ
れ
て
い
る
。
本
稿
執
筆
時

に
は
学
位
論
文
の
原
文
を
参
考
に
し
た
が
、
本
稿
で
の
引
用
は
、
二
〇
〇
二
年
版
の
頁
を
付
記
し
て
い
る
。

第
一
章

医
療
事
故
賠
償
・
補
償
制
度
構
築
論
の
展
開

フ
ラ
ン
ス
で
は
、
医
療
事
故
の
被
害
者
救
済
に
対
す
る
何
ら
か
の
制
度
構
築
の
必
要
性
は
、
一
九
六
〇
年
か
ら
学
説
、
議
員
立
法
案
、

関
係
諸
団
体
か
ら
の
政
策
提
言
と
い
う
か
た
ち
で
、
幾
度
も
社
会
的
議
論
の
対
象
と
な
っ
て
い
た
が
、
そ
の
時
々
の
社
会
的
情
勢
に
左

右
さ
れ
、
提
言
や
法
案
が
具
現
化
す
る
こ
と
は
な
か
っ
た
。
し
か
し
、
一
九
八
〇
年
代
末
に
明
る
み
に
な
っ
た
血
液
製
剤
・
輸
血
汚
染

に
よ
る
被
害
が
フ
ラ
ン
ス
で
も
社
会
的
に
大
き
な
関
心
を
呼
ぶ
こ
と
に
な
り
、
医
療
事
故
の
被
害
者
救
済
制
度
構
築
論
が
本
格
的
に
展

開
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。

本
章
で
は
、
二
〇
〇
二
年
三
月
四
日
の
法
律
に
よ
る
医
療
事
故
賠
償
・
賠
償
制
度
の
構
築
以
前
の
議
論
を
敷
衍
す
る
。
ま
ず
、
一
九

九
〇
年
代
以
前
の
議
論
の
展
開
を
概
観
し
た
の
ち
（
第
一
節
）、
一
九
九
〇
年
代
初
頭
に
顕
著
に
な
っ
た
司
法
裁
判
所
と
行
政
裁
判
所
に

お
け
る
医
療
責
任
を
め
ぐ
る
判
断
の
相
違
の
問
題
に
つ
い
て
ふ
れ
る
（
第
二
節
）。
次
い
で
、
一
九
九
〇
年
代
の
議
論
展
開
に
つ
い
て
、

政
策
立
案
を
踏
ま
え
た
具
体
的
法
案
や
政
策
立
案
段
階
に
お
け
る
各
種
報
告
書
を
中
心
に
議
論
の
展
開
を
み
る
（
第
三
節
）。
こ
れ
ら
の

考
察
を
通
し
て
、
二
〇
〇
二
年
法
制
定
の
背
景
と
し
て
い
か
な
る
論
点
が
呈
示
さ
れ
て
き
た
の
か
を
明
ら
か
に
す
る
。
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第
一
節

一
九
九
〇
年
代
以
前
の
議
論

医
師
の
責
任
負
担
軽
減
論
と
裁
判
外
紛
争
解
決
の
模
索

医
療
事
故
の
被
害
者
救
済
制
度
構
築
論
は
、
一
九
六
六
年
第
二
回
国
際
医
療
倫
理
会
議
に
お
い
て
、A

n
d
re

T
u
n
c

に
よ
る
医
療
活

動
に
起
因
す
る
例
外
的
な
損
害
の
補
償
に
関
す
る
提
案
が
最
初
と
さ

（
１
）

れ
る
。T

u
n
c

提
唱
の
補
償
制
度
は
、
交
通
事
故
の
補
償
解
決
方
法

に
端
を
発
し
た
も
の
で
あ
り
、「
医
療
安
全
（secu

rite
m
ed
ica
le

）」
を
守
る
た
め
に
、
医
療
民
事
責
任
保
険
の
新
形
態
で
あ
る
集
団
的

な
補
償
財
源
を
設
け
る
も
の
で
あ
っ
た
。
そ
の
財
源
は
、
治
療
と
外
科
手
術
に
よ
る
例
外
的
な
結
果
を
カ
バ
ー
す
る
も
の
で
あ
っ
た
。

そ
の
後
、T

u
n
c

の
提
唱
に
強
く
影
響
を
受
け
た
医
師
で
あ
り
法
律
家
で
も
あ
るJea

n P
en
n
ea
u

が
学
位
論
文
「
医
療
責
任
に
関
す
る

フ
ォ
ー
ト
と
エ
ラ
ー
」（
一
九
七
三
年
）の
な
か
で
最
初
の
法
案
を
提
起
し
た
こ
と
に
よ
り
、
講
学
上
で
も
議
論
さ
れ
る
よ
う
に
な

（
２
）

っ
た
。

ま
ず
、
一
九
七
〇
〜
八
〇
年
代
の
議
論
の
展
開
を
み
て
み
よ
う
。

一

立
法
政
策
の
展
開

１

P
en
n
ea
u

法
案
（
一
九
七
三
年
）

P
en
n
ea
u

法
案
は
、
医
師
会
へ
の
加
入
の
際
に
す
べ
て
の
医
師
が
強
制
加
入
の
対
象
と
な
る
保
証
基
金
（fo

n
d
s d
e g
a
ra
n
tie

）
を
創

設
す
る
こ
と
を
提
唱
す
る
。
そ
の
保
証
の
対
象
は
、
医
療
行
為
に
よ
っ
て
引
き
起
こ
さ
れ
た
身
体
的
事
故
と
さ
れ
る
。
そ
の
事
故
は
、

患
者
の
術
前
の
状
態
と
比
較
し
て
通
常
予
期
さ
れ
る
結
果
に
よ
っ
て
引
き
起
こ
さ
れ
た
も
の
で
は
な
い
不
都
合
な
結
果
と
さ
れ
る
。
こ

の
保
証
基
金
に
よ
り
支
払
わ
れ
る
損
害
に
は
制
限
が
設
け
ら
れ
、
支
払
金
は
社
会
保
障
に
よ
っ
て
実
際
に
支
払
わ
れ
た
部
分
を
補
完
し

て
支
払
わ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
頻
繁
に
事
故
を
起
こ
す
医
師
に
対
し
て
は
保
険
料
の
加
算
が
設
け
ら
れ
る
。
保
証
基
金
と
被
害
者
と
の
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間
の
紛
争
は
民
事
裁
判
の
管
轄
と
さ
れ
る
。

２
P
o
n
s

法
案
（
一
九
七

（
３
）

七
年
）

一
九
七
七
年
、
ド
ゴ
ー
ル
派
保
守
系
の
共
和
国
連
合
（
Ｒ
Ｐ
Ｒ
）
党
の
代
議
士
で
医
師
で
も
あ
るB

ern
a
rd P

o
n
s

が
、P

en
n
ea
u

法

案
の
影
響
を
強
く
受
け
て
新
た
に
被
害
者
救
済
法
案
を
策
定
し
た
。
こ
の
法
案
は
、
医
療
行
為
に
よ
っ
て
引
き
起
こ
さ
れ
た
人
身
事
故

の
補
償
の
た
め
の
保
証
基
金
の
創
設
を
想
定
し
て
い
た
。
こ
の
保
証
基
金
の
ね
ら
い
は
、
医
師
と
い
う
職
業
上
の
過
失
に
よ
る
被
害
患

者
の
補
償
と
内
科
・
外
科
医
ら
の
職
業
的
責
任
の
重
さ
に
対
す
る
不
安
の
除
去
に
あ
っ
た
。
法
案
で
は
、
医
師
会
に
加
入
す
る
す
べ
て

の
医
師
は
強
制
的
に
保
証
基
金
に
加
入
し
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、
保
証
基
金
は
開
業
医
の
拠
出
金
に
よ
っ
て
運
営
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
て

い
た
。
補
償
は
、
契
約
責
任
上
の
医
師
の
過
失（fa

u
te

）の
有
無
を
問
わ
ず
、
被
害
の
発
生
に
対
し
て
支
払
わ
れ
る
こ
と
と
さ
れ
て

（
４
）

い
る
。

治
療
リ
ス
ク
の
責
任
は
患
者
を
除
い
て
専
ら
開
業
医
に
向
け
ら
れ
て
い
た
た
め
、
病
院
で
の
事
故
に
つ
い
て
は
ど
の
よ
う
に
考
え
る
か

は
あ
き
ら
か
で
は
な
か

（
５
）

っ
た
。
こ
の
法
案
の
法
制
化
も
徒
労
に
終
わ
る
こ
と
に

（
６
）

な
る
。

３

G
a
u

法
案
（
一
九
七

（
７
）

八
年
）

P
o
n
s

法
案
が
実
現
し
な
か
っ
た
翌
年
の
一
九
七
八
年
、
同
じ
く
医
師
で
あ
る
社
会
党
議
員
のJa

cq
u
es-A

n
to
in
e G

a
u

を
筆
頭
に

多
く
の
社
会
党
議
員
が
連
名
で
新
た
な
法
案
を
提
出
し
た
。
法
案
は
、
保
証
基
金
の
必
要
性
を
次
の
よ
う
に
説
く
。
診
断
過
誤
も
し
く

は
治
療
事
故
の
結
果
に
対
し
て
科
せ
ら
れ
る
制
裁
が
増
加
す
れ
ば
、
臨
床
医
の
医
療
行
為
は
事
故
を
回
避
す
る
も
の
と
な
り
、
ひ
い
て

は
医
療
費
の
増
大
を
招
く
こ
と
に
な
る
。
そ
の
た
め
、
医
師
が
責
任
問
題
に
頻
繁
に
巻
き
込
ま
れ
る
と
い
う
不
安
か
ら
守
る
法
的
仕
組

み
が
必
要
で
あ
り
、
同
時
に
患
者
が
享
受
す
る
保
護
を
強
化
す
る
措
置
を
勘
案
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
す
る
。
こ
の
法
案
は
、
保
証

基
金
に
よ
る
被
害
者
の
損
害
賠
償
を
優
先
し
、
臨
床
医
に
対
す
る
刑
事
訴
追
を
制
限
す
る
も
の
で
あ
っ
た
。
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G
a
u

法
案
は
、
医
療
事
故
の
責
任
が
問
わ
れ
る
医
師
に
寄
与
す
る
制
度
を
目
指
し
た
も
の
で
あ
る
と
さ

（
８
）

れ
る
。
補
償
財
源
（fo

n
d
s

 
d
’in
d
em
n
isa
tio
n

）は
、
医
療
専
門
家
に
よ
る
所
得
比
例
制
の
拠
出
金
と
火
災
保
険
や
各
種
リ
ス
ク
に
対
す
る
保
険
契
約
に
課
さ
れ
る
税

と
過
失
に
よ
り
支
払
責
任
を
有
す
る
医
療
専
門
家
の
拠
出
に
よ
る
。
一
定
の
危
害
に
対
す
る
補
償
は
、
過
失
を
構
成
す
る
か
否
か
に
か

か
わ
り
な
く
、
医
療
従
事
者
の
実
施
し
た
行
為
す
べ
て
に
起
因
す
る
も
の
に
対
し
て
支
払
わ
れ
る
。
補
償
を
決
定
す
る
調
停
委
員
は
、

医
療
専
門
家
、
保
険
者
、
利
用
者
の
代
表
か
ら
な
る
。
た
だ
し
、
被
害
者
や
そ
の
被
扶
養
者
は
、
直
接
に
医
療
従
事
者
の
責
任
を
問
え

る
も
の
で
は
な
か

（
９
）

っ
た
。
た
だ
、
被
害
者
は
、
異
議
を
申
し
立
て
て
、
損
害
と
治
療
行
為
と
の
因
果
関
係
が
認
め
ら
れ
る
場
合
に
は
、

補
償
財
源
に
よ
る
回
復
が
行
わ
れ
る
も
の
に
す
ぎ
な
か
っ
た
。
こ
の
決
定
に
不
服
の
あ
る
も
の
は
、
民
事
訴
訟
を
提
起
す
る
こ
と
に
な

る
。
財
源
の
行
う
手
続
き
は
、
普
通
法
の
適
用
を
排
除
す
る
も
の
と
す
る
。

４

M
a
c A

lesse

報
告
書
（
一
九
八

10
）

〇
年
）

G
a
u

法
案
は
、
当
時
の
保
健
衛
生
省
を
動
か
す
こ
と
に
な
る
。
一
九
八
〇
年
、
法
務
省
は
、
医
療
責
任
の
事
故
に
精
通
し
て
い
る
破

毀
院
判
事H

u
g
u
es M

a
c A

lesse

を
中
心
と
し
た
患
者
と
医
師
間
の
個
別
紛
争
の
対
応
を
め
ぐ
る
検
討
委
員
会
を
設
置
し
た
。
同
委

員
会
で
は
、
裁
判
所
で
扱
わ
れ
た
医
療
事
故
の
数
の
少
な
さ
と
医
師
団
に
よ
っ
て
指
摘
さ
れ
て
い
る
医
療
事
故
で
あ
る
と
推
定
さ
れ
る

症
例
数
の
多
さ
と
の
間
の
不
均
衡
さ
、
治
療
上
の
不
測
の
事
態
が
発
生
し
た
際
の
医
師
と
患
者
と
の
間
の
対
話
の
不
存
在
が
指
摘
さ
れ

た
。
同
委
員
会
は
、
第
二
の
点

対
話
の
不
存
在

に
注
目
し
、
治
療
上
の
不
測
の
事
態
が
発
生
し
た
際
の
両
当
事
者
の
争
い

の
解
決
を
長
期
に
わ
た
る
訴
訟
に
委
ね
る
よ
り
も
、
患
者
と
医
師
間
の
対
話
に
委
ね
る
こ
と
が
望
ま
し
い
と
し
た
。

同
委
員
会
は
、
一
九
八
〇
年
七
月
にM

a
c A

lesse

報
告
を
ま
と
め
た
。
こ
の
報
告
書
で
は
、
医
療
事
故
紛
争
を
解
決
す
る
た
め
に

メ
デ
ィ
ア
ト
ゥ
ー
ル
（m

ed
ia
tu
er

）
の
設
置
を
勧
奨

（
11
）

し
た
。
同
報
告
書
で
提
案
さ
れ
た
医
師
調
停
者
は
、
名
誉
判
事
の
中
か
ら
選
出
さ

一
四
〇

フ
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ン
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れ
、
調
査
・
情
報
収
集
、
調
停
を
行
う
こ
と
と
さ
れ
て
い
た
。
柔
軟
な
シ
ス
テ
ム
が
求
め
ら
れ
る
一
方
、
医
師
団
（co

rp
s m

ed
ica
l

）
を

除
く
者
か
ら
選
出
さ
れ
た
医
師
調
停
者
は
、
医
療
上
の
秘
密
を
楯
に
そ
の
介
入
権
限
に
制
約
が
課
さ
れ
て
い
た
点
で
制
限
的
で
も
あ
っ

た
。
こ
の
報
告
書
の
提
言
に
基
づ
き
、
医
師
調
停
者（co

n
cilia

teu
rs m

ed
ia
u
x

）の
設
置
を
定
め
た
一
九
八
一
年
三
月
一
五
日
の
デ

（
12
）

ク
レ

が
制
定
さ
れ
た
が
、
一
九
八
九
年
三
月
三
一
日
、
医
療
上
の
秘
密
と
私
生
活
の
保
護
を
理
由
に
コ
ン
セ
イ
ユ
・
デ
タ
は
こ
の
デ
ク
レ
を

無
効
と

13
）

し
た
。

５

M
a
sso

n

法
案
（
一
九
八

（
14
）

二
年
）

Jea
n
-L
o
u
is M

a
sso

n

法
案
は
、「
医
療
責
任
に
関
す
る
権
限
を
有
す
る
補
償
委
員
会
（co

m
m
issio

n
s d
’in
d
em
n
isa
tio
n

）
の
創
設

に
関
す
る
議
員
法
案
」
と
し
て
一
九
八
二
年
に
国
民
議
会
に
提
出
さ
れ
た
。
こ
の
法
案
は
、
訴
訟
を
回
避
す
る
た
め
に
補
償
委
員
会
の

創
設
を
求
め
る
も
の
で
あ
る
が
、
補
償
財
源
の
創
設
を
求
め
る
も
の
で
は
な
く
、
こ
れ
ま
で
の
医
療
民
事
責
任
法
理
を
堅
持
し
つ
つ
、

新
し
い
調
停
手
続
き
の
創
設
を
目
指
す
も
の
で
あ
る
。

補
償
委
員
会
は
、
大
審
裁
判
所
の
も
と
に
設
置
さ
れ
、
判
事
が
調
停
委
員
長
と
な
り
、
医
師
、
利
用
者
代
表
者
が
そ
の
委
員
会
の
構

成
員
と
な
る
。
調
停
委
員
長
は
、
鑑
定
医
（
医
師
三
名
）
を
選
任
す
る
。
被
害
者
は
弁
護
士
を
つ
け
る
こ
と
が
で
き
、
こ
れ
ら
調
停
に
か

か
る
手
続
き
は
無
料
で
あ
る
。
委
員
会
は
仮
補
償
額
を
決
定
し
、
裁
判
所
が
正
式
な
補
償
額
を
決
定
す
る
。
こ
の
決
定
に
不
服
が
あ
る

場
合
、
医
師
、
被
害
者
双
方
と
も
に
民
事
裁
判
に
提
訴
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

６

D
eb
ree

法
案
（
一
九
八

（
15
）

七
年
）

B
ern

a
rd D

eb
ree

ら
は
、
医
療
調
停
委
員
制
度
を
創
設
す
る
議
員
法
案
を
提
出
し
た
。
こ
の
法
案
提
出
理
由
は
、M

a
c A

lesse

報

告
書
に
基
づ
い
て
制
定
さ
れ
た
一
九
八
一
年
の
デ
ク
レ
に
基
づ
く
医
療
調
停
者
制
度
に
お
け
る
医
療
上
の
秘
密
の
管
理
に
対
す
る
批
判
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に
あ
る
。
同
法
案
は
、
公
平
な
鑑
定
人
手
続
き
の
創
設
に
よ
る
「
信
頼
」
の
回
復
の
必
要
性
を
説
い
て
い
る
。
医
療
調
停
委
員
制
度
は
、

私
保
険
に
よ
る
治
療
の
リ
ス
ク
を
任
意
に
カ
バ
ー
す
る
制
度
に
て
補
完
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
し
た
。

二

保
険
業
界
の
対
応

医
療
事
故
の
増
加
に
対
し
て
立
法
政
策
の
展
開
が
み
ら
れ
る
一
方
、
保
険
業
界
は
ど
の
よ
う
な
解
決
策
を
求
め
て
い
た
の
で
あ
ろ
う

か
。

Y
o
rk
sh
ire

社
は
、
一
九
八
一
年
一
〇
月
に
外
科
手
術
の
事
故
を
対
象
と
し
た
「
Ｐ
Ｒ
Ｉ
Ｓ
Ｍ
Ｅ
（p

ro
tectio

n
 
d
es
 
risq

u
es

 
m
ed
ica
u
x

）」と
い
う
保
険
商
品
を
発
売

（
16
）

し
た
。
こ
の
保
険
は
、
事
前
ま
た
は
事
後
を
問
わ
ず
、
外
科
医
ま
た
は
医
療
補
助
者
を
問
わ
ず

適
用
さ
れ
る
も
の
で
あ
っ
た
。
し
か
し
、
こ
の
保
険
は
成
功
を
お
さ
め
た
も
の
で
は
な
く
、
逆
選
択
を
惹
起
し
、
保
険
料
も
高
額
で
あ
っ

た
と
さ

（
17
）

れ
る
。

ま
た
、
パ
リ
保
険
連
合
（U
n
io
n d

es A
ssu

ra
n
ces d

e P
a
ris

:
U
A
P

）
は
、
一
九
九
八
年
一
月
よ
り
外
科
手
術
の
事
故
を
対
象
と
す

る
商
品
を
発
売

（
18
）

し
た
。
こ
の
保
険
の
対
象
と
な
る
医
療
事
故
は
、
例
外
的
か
つ
偶
発
的
で
唐
突
な
事
態
で
あ
り
、
か
つ
、
外
科
的
介
入

の
結
果
生
じ
た
も
の
と
さ
れ
た
。
こ
の
保
険
は
、
肉
体
的
損
害
（
Ｉ
Ｐ
Ｔ
、
Ｉ
Ｐ
Ｐ
、
Ｉ
Ｔ
Ｔ
）、
物
質
的
損
害
（
入
院
費
、
補
助
具
費
）、

精
神
的
損
害
を
回
復
の
対
象
と
す
る
。
こ
の
保
険
は
、
過
失
の
存
否
如
何
に
関
わ
ら
ず
、
治
療
行
為
の
結
果
と
し
て
の
事
故
を
対
象
と

し
て
い
る
点
、
例
外
的
条
件
と
疾
病
状
態
の
損
害
を
分
離
し
て
い
る
点
、
支
払
わ
れ
る
費
用
に
は
補
償
的
意
味
も
あ
り
、
毎
年
度
金
銭

的
価
値
の
再
評
価
が
行
わ
れ
る
点
に
そ
の
特
徴
を
見
出
す
こ
と
が
で
き
る
と
さ

（
19
）

れ
る
。
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第
二
節

判
例
に
お
け
る
医
療
責
任
を
め
ぐ
る
不
均
衡

一

司
法
裁
判
所
に
よ
る
判
断

医
療
提
供
者
が
開
業
医
や
私
立
病
院
で
あ
る
場
合
、
患
者
と
医
療
提
供
者
と
の
関
係
は
私
法
関
係
に
服
し
、
裁
判
管
轄
は
破
毀
院
を

頂
点
と
す
る
司
法
裁
判
系
統
に
属
す
る
。
開
業
医
と
患
者
と
の
間
に
は
、
医
療
契
約
（co

n
tra
t m

ed
ica
l

）
が
締
結
さ

（
20
）

れ
る
。
医
療
契
約

は
、
医
師
の
診
療
債
務
と
患
者
の
医
療
費
支
払
債
務
に
よ
っ
て
構
成
さ
れ
る
双
務
契
約
で
あ
る
と
解
さ

（
21
）

れ
る
。
医
療
契
約
の
具
体
的
な

内
容
は
、
民
法
典
や
法
律
で
は
定
め
ら
れ
て
お
ら
ず
、
当
事
者
は
黙
示
的
に
契
約
を
締
結
し
て
い
る
と
さ

22
）

れ
る
。
そ
し
て
、
医
療
契
約

と
は
別
の
疾
病
保
険
と
の
法
関
係
に
お
い
て
、
疾
病
保
険
金
庫
は
、
被
保
険
者
で
あ
る
患
者
の
申
請
に
基
づ
き
、
医
療
契
約
に
基
い
て

支
払
わ
れ
た
医
療
費
の
一
部
を
償
還

（
23
）

す
る
。
ま
た
、
私
立
病
院
へ
の
入
院
で
は
、
患
者
は
、
医
師
と
の
間
で
締
結
さ
れ
る
医
療
契
約
と

ケ
ア
用
品
の
供
給
や
ホ
テ
ル
給
付
の
た
め
に
病
院
と
の
間
で
締
結
さ
れ
る
入
院
契
約
と
い
う
二
つ
の
契
約
を
締
結
す
る
こ
と
に
な
る
。

医
療
契
約
と
医
師
の
負
う
べ
き
債
務
に
つ
き
、
一
九
三
六
年
破
毀
院
判
決
（
い
わ
ゆ
るM

ercier

判
決
）
は
、
開
業
医
と
患
者
と
の
間

に
は
医
療
契
約
が
成
立
し
て
お
り
、
そ
の
契
約
の
債
務
は
手
段
債
務
（o

b
lig
a
tio
n d
e m

o
y
en

）
で
あ
る
と
判
示

（
24
）

し
た
。M

ercier

判
決

は
、
そ
の
手
段
債
務
は
、
医
師
の
債
務
が
患
者
を
回
復
さ
せ
る
も
の
で
は
な
い
と
し
て
も
、
医
師
の
負
う
債
務
は
、
良
心
的
で
注
意
深

い
も
の
で
あ
り
、
か
つ
、
例
外
的
に
留
保
さ
れ
る
も
の
の
、
科
学
的
知
見
に
合
致
す
る
ケ
ア
を
提
供
す
る
も
の
で
あ
る
と

（
25
）

す
る
。
こ
の

判
決
以
後
、
今
日
に
至
る
ま
で
医
療
契
約
の
債
務
の
ほ
と
ん
ど
が
手
段
債
務
と
し
て
理
解
さ
れ
て

（
26
）

い
る
。

M
ercier

判
決
以
後
、
民
事
上
の
医
療
責
任
を
め
ぐ
る
展
開
は
、
次
の
二
点
を
め
ぐ
っ
て
展
開
さ
れ
て
き
た
と
さ

（
27
）

れ
る
。

第
一
に
、
医
療
責
任
を
治
療
の
機
会
の
喪
失
（p

erte d
e ch

a
n
ce d

e g
u
eriso

n
）
か
ら
構
成
す
る
展
開
で
あ
る
。「
治
療
の
機
会
の
喪
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失
」
は
、
一
九
六
五
年
頃
か
ら
判
決
に
現
わ
れ
、
一
九
九
〇
年
頃
ま
で
み
ら
れ
る
も
の
で
あ
っ
た
。「
治
療
の
機
会
の
喪
失
」
に
よ
る
回

復
論
は
、
被
害
者
は
一
定
の
損
害
回
復
に
あ
た
り
、
損
害
と
事
実
と
の
因
果
関
係
を
証
明
す
る
こ
と
を
要
し
な
い
と
い
う
も
の
で
あ

（
28
）

っ
た
。

第
二
に
、
破
毀
院
判
決
に
み
ら
れ
る
結
果
安
全
債
務
（o

b
lig
a
tio
n d

e secu
rite

d
e resu

lta
t

）
の
展
開
で

（
29
）

あ
る
。
医
療
分
野
で
の
結

果
安
全
債
務
の
適
用
は
、
一
九
九
四
年
に
歯
科
医
の
歯
科
矯
正
具
の
使
用
に
か
か
る
事
故
の
判
決
に
適
用
し
た
の
を
は
じ
め
、
一
九
九

五
年
に
は
輸
血
製
剤
に
適
用
さ
れ
て

（
30
）

い
る
。
そ
し
て
、
一
九
九
七
年
の
破
毀
院
判
決
は
、
外
科
行
為
を
し
た
医
師
に
対
す
る
結
果
安
全

債
務
の
適
用
を
認
め
て

（
31
）

い
る
。
一
九
九
七
年
の
破
毀
院
判
決
は
、
結
果
安
全
債
務
を
実
際
の
治
療
結
果
に
ま
で
及
ぼ
す
こ
と
は
せ
ず
に
、

患
者
の
安
全
を
保
障
す
る
医
師
の
専
門
性
を
認
め
る
こ
と
に
よ
り
、
結
果
安
全
債
務
と
同
旨
の
結
論
を
導
き
出
し
た
。
さ
ら
に
、
院
内

感
染
に
つ
い
て
、
一
九
九
九
年
の
破
毀
院
判
決
は
、
こ
れ
ま
で
の
手
段
債
務
と
し
て
処
理
す
る

（
32
）

判
決
や
殺
菌
処
置
に
対
す
る
過
失
の
推

定
に
よ
る
処
理
と
い
っ
た

（
33
）

法
理
を
変
更
し
て
、
院
内
感
染
に
関
す
る
結
果
安
全
債
務
を
認
め
る
に
い
た
っ
て
い
る
。
一
九
九
九
年
の
判

決
で
は
、
患
者
と
病
院
と
の
間
で
締
結
さ
れ
る
入
院
治
療
契
約
で
は
、
院
内
感
染
に
関
し
て
、
医
師
は
各
患
者
に
対
し
て
外
在
的
要
因

を
主
張
し
な
い
限
り
免
れ
る
こ
と
の
で
き
な
い
「
安
全
と
結
果
の
債
務«o

b
lig
a
tio
n d

e secu
rite

et d
e resu

lta
t»

」
を
負
い
、
病

院
も
同
様
の
債
務
を
負
う
と
判
示

（
34
）

し
た
。

こ
の
よ
う
に
、
単
な
る
治
療
の
失
敗
で
は
、
そ
の
治
療
が
医
師
の
治
療
義
務
を
怠
っ
た
も
の
で
な
い
限
り
、
手
段
債
務
を
履
行
し
た

こ
と
に
な
り
、
患
者
へ
の
賠
償
は
否
定
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
が
、
破
毀
院
で
は
、
医
療
器
具
の
使
用
や
院
内
感
染
な
ど
限
ら
れ
た
事
案

で
、
結
果
安
全
債
務
を
承
認
す
る
判
決
が
み
ら

（
35
）

れ
る
。
し
か
し
、
大
き
な
流
れ
と
し
て
は
、
医
療
関
係
に
お
け
る
結
果
安
全
債
務
の
承

認
に
は
破
毀
院
は
消
極
的
で
あ
る
と
さ
れ
る
。
こ
の
た
め
、
医
療
契
約
関
係
に
お
い
て
、
麻
酔
に
よ
る
シ
ョ
ッ
ク
死
や
大
動
脈
造
影
に
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お
け
る
非
透
過
剤
の
注
入
に
よ
る
麻
痺
の
後
遺
症
と
い
っ
た
治
療
行
為
に
内
在
す
る
危
険
が
具
現
化
し
た
場
合
の
賠
償
は
認
め
ら
れ
に

く
い
傾
向
が
み
ら
れ
る
。

二

行
政
裁
判
所
に
お
け
る
判
断

公
的
セ
ク
タ
ー
で
あ
る
公
立
病
院
と
患
者
の
法
的
関
係
は
公
法
関
係
に
服
し
、
裁
判
管
轄
は
コ
ン
セ
イ
ユ
・
デ
タ
を
頂
点
と
す
る
行

政
裁
判
系
統
に
属
す
る
。
公
立
病
院
の
患
者
は
公
役
務
の
利
用
者
（u

sa
g
er d

u serv
ice p

u
b
lic

）
と
し
て
位
置
づ
け
ら
れ
、
医
療
関
係

は
、
公
役
務
の
任
務
が
明
記
さ
れ
た
法
規
に
よ
り
形
成
さ

36
）

れ
る
。
公
立
病
院
と
患
者
と
の
法
関
係
は
公
役
務
提
供
主
体
と
し
て
法
定
化

さ
れ
た
義
務
に
基
づ
き
医
療
が
提
供
さ
れ
、
患
者
は
そ
の
義
務
履
行
に
よ
り
医
療
を
享
受
す
る
関
係
に
あ
る
と
さ
れ
、
医
療
契
約
や
公

立
病
院
で
の
入
院
契
約
は
存
在
し
な
い
と

37
）（
38
）

さ
れ
る
。
こ
の
た
め
、
公
立
病
院
の
法
関
係
に
お
け
る
利
用
者
の
地
位
は
従
属
関
係
に
あ
り
、

公
役
務
の
原
則
に
よ
り
保
護
関
係
に
あ
る
た
め
、
医
師
の
パ
タ
ー
ナ
リ
ズ
ム
が
強
い
関
係
に
あ
る
と
さ

39
）

れ
る
。

司
法
裁
判
所
の
結
果
安
全
債
務
の
禁
欲
的
な
承
認
に
よ
る
賠
償
対
象
の
緩
や
か
な
拡
大
傾
向
に
対
し
て
、
行
政
裁
判
所
は
大
胆
に
賠

償
対
象
の
拡
大
を
行
っ
て
い
る
。
そ
の
拡
大
は
、
リ
ス
ク
の
例
外
的
性
格
と
損
害
の
重
篤
性
と
い
っ
た
要
件
を
満
た
す
場
合
に
過
失
の

な
い
責
任
を
承
認
す
る
と
い
う
も
の
で
あ
っ
た
。

従
来
の
コ
ン
セ
イ
ユ
・
デ
タ
判
決
は
、
実
質
的
な
病
院
活
動
に
よ
っ
て
損
害
賠
償
の
要
件
を
区
分
し
て
い
た
。
生
じ
た
損
害
が
①
病

院
公
役
務
の
組
織
や
管
理
・
運
営
に
起
因
す
る
場
合
に
は
単
純
過
失
を
要
件
と
し
、
②
医
療
行
為
に
よ
る
場
合
に
は
重
過
失
を
要
件
と

し
て
い
た
。
こ
の
た
め
、
損
害
賠
償
の
適
否
は
、
当
該
損
害
が
ど
の
よ
う
な
活
動
に
起
因
す
る
も
の
で
あ
る
の
か
、
そ
し
て
、
そ
の
活

動
に
お
い
て
過
失
を
認
め
る
こ
と
が
で
き
る
の
か
と
い
う
こ
と
に
よ
り
判
断
さ
れ
て
い
た
。
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こ
の
コ
ン
セ
イ
ユ
・
デ
タ
の
判
断
枠
組
み
に
対
し
、
一
九
九
〇
年
代
初
頭
に
判
示
さ
れ
た
二
つ
の
判
決
は
、
大
胆
な
修
正
を
迫
っ
た
。

G
o
m
ez

判
決
（
一
九
九

（
40
）

〇
年
）
とB

ia
n
ch
i

判
決
（
一
九
九

（
41
）

三
年
）
で
あ
る
。G
o
m
ez

判
決
は
、
限
定
的
な
が
ら
、
過
失
の
な
い
責
任
を

一
定
程
度
拡
大
す
る
こ
と
を
認
め
た
。
こ
れ
に
次
い
でB

ia
n
ch
i

判
決
は
、G

o
m
ez

判
決
を
さ
ら
に
一
歩
拡
大
す
る
こ
と
と
な
っ
た
。

B
ia
n
ch
i

判
決
は
、
当
該
医
療
行
為
に
な
ん
ら
過
失
が
な
い
と
し
て
も
、
患
者
の
診
察
ま
た
は
治
療
に
必
要
な
医
療
行
為
に
つ
い
て
、
①

危
険
が
存
在
す
る
こ
と
は
知
ら
れ
て
い
る
が
、
そ
の
危
険
の
発
生
が
例
外
的
で
か
つ
当
該
患
者
が
そ
の
危
険
に
さ
ら
さ
れ
て
い
る
こ
と

に
い
か
な
る
合
理
性
も
な
い
こ
と
、
②
当
該
医
療
行
為
が
、
当
初
の
患
者
の
状
態
及
び
そ
の
予
測
し
う
る
進
行
と
は
無
関
係
に
損
害
の

直
接
の
原
因
と
な
っ
て
い
る
こ
と
、
③
そ
の
損
害
が
特
に
重
篤
な
状
態
で
あ
る
こ
と
、
と
い
っ
た
要
件
に
該
当
す
る
場
合
に
病
院
の
公

役
務
の
責
任
が
生
ず
る
と
判
示
し
て
い
る
。

B
ia
n
ch
i

判
決
以
降
、
フ
ラ
ン
ス
の
行
政
訴
訟
で
は
、
被
害
者
救
済
の
視
点
か
ら
、
医
療
事
故
に
関
す
る
病
院
の
公
役
務
の
賠
償
責
任

を
承
認
し
て
い
る
。
病
院
の
公
役
務
に
対
す
る
行
政
賠
償
責
任
は
、
重
過
失
か
ら
単
純
過
失
、
そ
し
て
過
失
の
な
い
責
任
の
承
認
へ
と

そ
の
適
用
範
囲
を
拡
大
し
て
い
る
。

三

社
会
的
問
題
関
心
の
変
容

血
液
製
剤
を
め
ぐ
る
被
害
の
拡
大

フ
ラ
ン
ス
で
は
、
一
九
八
〇
年
代
後
半
か
ら
、
血
液
製
剤
に
よ
る
Ｈ
Ｉ
Ｖ
感
染
事
件
が
マ
ス
コ
ミ
な
ど
で
取
り
上
げ
ら
れ
、
九
〇
年

代
に
入
り
、
私
立
病
院
や
輸
血
セ
ン
タ
ー
に
対
す
る
損
害
賠
償
請
求
民
事
訴
訟
、
行
政
担
当
者
に
対
す
る
刑
事
訴
訟
、
輸
血
に
か
か
る

役
務
の
規
制
権
限
の
不
行
使
や
公
立
病
院
に
対
す
る
損
害
賠
償
を
請
求
す
る
行
政
裁
判
な
ど
様
々
な
か
た
ち
で
訴
訟
が
提
起
さ

（
42
）

れ
た
。

社
会
的
問
題
と
し
て
関
心
が
高
ま
る
な
か
、
一
九
八
九
年
、
当
時
保
健
医
療
大
臣
で
あ
っ
たC

la
u
d
e É

v
in

は
、
輸
血
セ
ン
タ
ー
、
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保
険
業
者
、
フ
ラ
ン
ス
血
友
病
協
会
（
Ａ
Ｆ
Ｈ
）、
行
政
と
の
間
で
協
定
（「É

v
in

協
定
」
と
呼
ば
れ
る
。）
を
締
結
し
、
血
友
病
患
者
の
補

償
制
度
（fo

n
d
s d
’in
d
em
n
isa
tio
n

）
を
創
設

（
43
）

し
た
。
こ
の
補
償
制
度
は
、
私
的
国
民
連
帯
基
金
と
公
的
国
民
連
帯
基
金
か
ら
な
る
。
私

的
国
民
連
帯
基
金
は
、
Ａ
Ｆ
Ｈ
、
輸
血
セ
ン
タ
ー
、
保
険
業
者
間
の
協
定
に
よ
り
制
定
さ
れ
、
Ｈ
Ｉ
Ｖ
感
染
を
理
由
と
す
る
訴
訟
提
起

の
権
利
を
放
棄
す
る
こ
と
に
よ
り
、
抗
体
陽
性
者
に
対
し
救
済
金
を
支
給
す
る
も
の
で
あ
る
。
こ
れ
に
対
し
、
公
的
国
民
連
帯
基
金
は
、

一
九
八
九
年
七
月
一
七
日
の
ア
レ
テ
に
よ
っ
て
創
設
さ
れ
た
も
の
で
あ
り
、
エ
イ
ズ
を
発
症
し
た
血
友
病
患
者
ま
た
は
死
亡
し
た
も
の

の
権
利
承
継
人
に
対
し
、
救
済
金
を
給
付
す
る
も
の
で
あ
る
。

É
v
in

協
定
に
よ
る
補
償
制
度
創
設
の
の
ち
、
行
政
裁
判
で
Ｈ
Ｉ
Ｖ
感
染
の
被
害
に
対
す
る
国
の
過
失
を
認
め
る
判
決
が
相
次
い
だ

（
44
）

こ
と
、
血
友
病
患
者
の
み
を
対
象
と
し
たÉ

v
in

協
定
に
よ
る
補
償
制
度
の
さ
ら
な
る
適
用
拡
大
が
求
め
ら
れ
た
こ
と
な
ど
か
ら
、
一
九

九
一
年
に
「
社
会
秩
序
に
関
す
る
各
種
規
定
に
関
す
る
法
律
」
の
な
か
の
第
四
七
条
を
根
拠
に
エ
イ
ズ
補
償
基
金
が
創
設
さ
れ
た
。
エ

イ
ズ
補
償
基
金
は
、
国
と
保
険
会
社
と
の
資
金
の
出
資
に
よ
る
。
救
済
は
血
友
病
患
者
・
輸
血
に
よ
る
Ｈ
Ｉ
Ｖ
感
染
者
の
区
別
な
く
対

象
と
な
る
。
被
害
者
の
感
染
と
輸
血
の
因
果
関
係
は
、
Ｈ
Ｉ
Ｖ
感
染
の
事
実
と
血
液
製
剤
の
投
与
の
事
実
を
証
明
で
き
れ
ば
そ
の
因
果

関
係
を
推
定
す
る
こ
と
と
し
、補
償
基
金
が
血
液
製
剤
投
与
前
に
被
害
者
が
Ｈ
Ｉ
Ｖ
に
感
染
し
て
い
た
事
実
な
ど
を
証
明
し
な
い
限
り
、

こ
の
推
定
は
覆
ら
な
い
こ
と
と
さ
れ
る
。
Ｈ
Ｉ
Ｖ
感
染
者
が
被
っ
た
感
染
に
よ
る
損
害
は
、
抗
体
陽
性
と
宣
告
さ
れ
た
疾
病
の
発
生
に

よ
っ
て
招
来
し
た
障
害
・
損
害
す
べ
て
を
指
し
、
そ
の
損
害
回
復
に
か
か
る
補
償
額
は
、
将
来
に
対
す
る
不
安
、
身
体
的
・
精
神
的
苦

痛
、
社
会
的
疎
外
と
孤
立
、
家
庭
生
活
・
社
会
生
活
へ
の
被
害
な
ど
す
べ
て
を
含
む
。
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四

判
例
の
傾
向
に
対
す
る
批
判

従
来
の
医
療
事
故
を
め
ぐ
る
医
療
責
任
に
つ
い
て
は
、
主
と
し
て
治
療
の
失
敗
の
事
例
が
中
心
で
あ
っ
た
。M

ercier

判
決
で
は
、
医

師
の
医
療
契
約
上
の
債
務
は
、
結
果
債
務
で
は
な
い
こ
と
を
明
ら
か
に
し
た
。
こ
の
医
療
契
約
上
の
医
師
の
債
務
の
性
質
決
定
は
、
医

療
の
世
界
の
み
な
ら
ず
法
学
説
に
お
い
て
も
支
持
さ
れ
て
い
た
が
、
賠
償
と
の
関
係
で
は
根
強
い
反
対
が
あ

（
45
）

っ
た
。

近
年
で
は
、
医
療
に
お
け
る
高
度
な
医
療
機
器
の
使
用
が
日
常
化
し
、
あ
ら
ゆ
る
偶
然
の
リ
ス
ク
を
な
く
す
よ
う
な
医
学
の
進
歩
に

伴
い
、
医
師
が
結
果
債
務
を
負
担
し
て
も
よ
い
と
い
う
意
見
が
一
部
で
主
張
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
ら
の
議
論
は
、
一
九
九
〇
年
代
中
頃

か
ら
増
加
し
て
お
り
、
そ
の
議
論
の
中
心
は
治
療
行
為
に
内
在
す
る
危
険
が
現
実
化
し
た
場
合
の
医
療
事
故
に
関
す
る
安
全
結
果
債
務

の
承
認
に
あ

（
46
）

っ
た
。

こ
の
よ
う
な
な
か
、
医
療
事
故
の
個
別
紛
争
解
決
に
対
す
る
何
ら
か
の
対
処
が
求
め
ら
れ
た
。
そ
の
必
要
性
は
、
大
別
す
れ
ば
、
次

の
三
点
に
集
約
で
き
る
。

第
一
に
、
医
療
事
故
の
被
害
者
お
よ
び
そ
の
家
族
に
と
っ
て
極
め
て
残
酷
な
一
定
の
医
療
上
の
損
害
に
対
す
る
賠
償
を
確
保
す
る
こ

と
の
必
要
性
が
社
会
的
に
認
識
さ
れ
て
き
た
こ
と
で
あ
る
。
一
九
八
〇
年
代
ま
で
は
、
医
療
事
故
の
個
別
紛
争
解
決
の
関
心
は
、
医
師

の
医
療
責
任
へ
の
不
安
を
除
去
す
る
こ
と
に
向
け
ら
れ
て
き
た
が
、
一
九
八
〇
年
代
後
半
か
ら
の
血
液
製
剤
・
輸
血
汚
染
問
題
に
対
す

る
社
会
的
関
心
の
高
ま
り
に
よ
り
、
医
療
事
故
の
被
害
者
救
済
の
必
要
性
が
社
会
的
に
認
識
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
き
た
。

第
二
に
、
自
動
車
交
通
事
故
の
補
償
制
度
（
一
九
八
五
年
七
月
五
日
の
法
律
）
や
製
造
物
責
任
法
（
一
九
九
八
年
五
月
一
九
日
の
法
律
）
に

お
い
て
過
失
の
な
い
損
害
に
対
す
る
賠
償
責
任
の
原
則
が
確
立
さ
れ
た
一
方
、
医
療
事
故
の
被
害
者
が
こ
の
一
般
的
な
傾
向
か
ら
排
除

さ
れ
た
ま
ま
で
あ
り
、医
療
事
故
に
つ
い
て
客
観
的
な
賠
償
を
組
織
化
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
機
運
が
高
ま
っ
た
こ
と
で
あ
る
。
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第
三
に
、
コ
ン
セ
イ
ユ
・
デ
タ
で
出
さ
れ
たB

ia
n
ch
i

判
決
以
降
の
行
政
裁
判
の
判
例
の
傾
向
と
破
毀
院
で
の
安
全
結
果
債
務
の
承

認
に
消
極
的
な
判
例
の
傾
向
と
い
う
医
療
責
任
の
「
二
重
性
（d

u
a
lite

）」
の
解
消
で
あ
る
。
も
っ
と
も
、
破
毀
院
は
従
来
か
ら
医
療
契

約
に
お
い
て
手
段
債
務
以
外
の
医
師
の
債
務
を
頑
な
に
受
け
入
れ
な
か
っ
た
わ
け
で
は
な
い
が
、
診
察
ま
た
は
治
療
行
為
時
に
現
実
化

し
た
治
療
上
の
危
険
に
つ
い
て
は
、
依
然
と
し
て
破
毀
院
は
手
段
債
務
の
判
断
を
変
え
て
い
な
か
っ
た
。

こ
の
よ
う
に
、
判
例
の
傾
向

医
療
責
任
の
「
二
重
性
」

か
ら
、
民
事
責
任
に
よ
る
医
療
事
故
被
害
者
の
賠
償
・
救
済
は
一

定
の
限
界
を
呈
す
る
と
評
価
せ
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
。
ま
た
、
判
例
の
限
界
に
加
え
、
社
会
的
に
は
、
Ｈ
Ｉ
Ｖ
感
染
患
者
の
救
済
制
度

創
設
な
ど
に
み
ら
れ
よ
う
に
、
フ
ラ
ン
ス
に
お
い
て
医
療
事
故
被
害
の
救
済
へ
の
関
心
は
高
ま
り
を
み
せ
て
い
た
。
医
療
制
度
に
お
け

る
医
療
事
故
被
害
者
救
済
制
度
の
構
築
の
機
運
が
高
ま
っ
た
の
で
あ
る
。

第
三
節

一
九
九
〇
年
代
の
議
論

過
失
責
任
主
義
と
補
償
制
度
の
併
存

こ
の
よ
う
な
医
療
過
誤
訴
訟
へ
の
批
判
と
判
例
の
動
き
に
呼
応
す
る
か
た
ち
で
、
医
療
事
故
の
被
害
者
救
済
に
関
す
る
制
度
構
築
を

求
め
る
立
法
提
言
が
度
々
み
ら
れ
た
。
こ
れ
ま
で
の
医
療
事
故
の
被
害
者
救
済
に
対
す
る
政
策
的
論
議
は
、
司
法
改
革
に
よ
る
解
決
と

保
険
に
よ
る
解
決
と
い
う
二
つ
の
案
の
往
復
を
繰
り
返
し
て
き
た
。
そ
し
て
、
一
九
九
〇
年
代
に
入
り
、
エ
イ
ズ
補
償
基
金
の
創
設
の

影
響
や
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
各
国
で
の
「
リ
ス
ク
社
会
（so

ciete
d
u risq

u
e;
risk

o
g
esellsh

a
ft

）」
論
の

（
47
）

展
開
な
ど
に
よ
り
、
第
三
の
案
と
し

て
基
金
創
設
に
よ
る
制
度
的
解
決
の
方
策
が
積
極
的
に
主
張
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
き
た
。

一
九
九
〇
年
代
は
、
議
員
立
法
案
の
み
な
ら
ず
、
保
険
連
盟
（
Ｆ
Ｆ
Ｓ
Ａ
、
Ｇ
Ｅ
Ｍ
Ａ
な
ど
）
や
医
療
被
害
者
団
体
（
Ａ
Ｖ
Ｉ
Ａ
Ｍ
）
も

法
案
を
提
起
す
る
な
ど
、
医
療
事
故
被
害
者
救
済
の
議
論
が
高
ま
っ
た
時
期
で
あ
り
、
こ
の
年
代
の
議
論
は
二
つ
の
潮
流
が
あ
っ
た
。
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ひ
と
つ
は
、
一
九
八
〇
年
代
の
議
論
を
受
け
継
ぐ
医
療
調
停
者
制
度
の
創
設
で
あ
り
、
も
う
ひ
と
つ
は
、
エ
イ
ズ
被
害
者
救
済
基
金
の

設
置
で
一
九
七
〇
年
代
の
議
論
の
再
燃
し
た
医
療
リ
ス
ク
に
対
す
る
救
済
基
金
の
創
設
で
あ
る
。

一

保
険
業
界
の
対
応

私
保
険
市
場
で
は
、
医
療
従
事
者
を
対
象
と
し
た
責
任
保
険
を
相
次
い
で
商
品
化
し
て
い
た
が
、
医
療
事
故
の
増
加
に
よ
り
、
私
保

険
の
保
険
運
営
は
厳
し
い
も
の
が
あ
っ
た
。
そ
こ
で
、
各
私
保
険
業
界
団
体
は
、
医
療
事
故
責
任
に
関
す
る
制
度
を
独
自
に
提
案
し
始

め
た
。

一
九
九
一
年
、
共
済
保
険
企
業
グ
ル
ー
プ
（
Ｇ
Ｅ
Ｍ
Ａ
）
は
、
医
療
調
停
制
度
の
創
設
、
被
害
者
へ
の
賠
償
基
金
の
創
設
を
柱
と
す
る

提
案
を
行
な

（
48
）

っ
た
。
こ
の
提
案
で
は
、
裁
判
系
統
を
民
事
裁
判
系
統
に
統
一
し
た
調
停
制
度
を
創
設
し
、
訴
訟
は
調
停
前
置
主
義
を
採

る
こ
と
と
し
て
い
る
。
ま
た
、
医
療
事
故
の
被
害
者
へ
の
賠
償
は
、
保
証
基
金
（fo

n
d
s d
e g

a
ra
n
tie

）
ま
た
は
連
帯
基
金
（fo

n
d
s d
e

 
so
lid
a
rite

）を
創
設
し
、
そ
の
管
理
は
消
費
者
、
医
師
、
疾
病
保
険
が
行
う
も
の
と
す
る
。
こ
の
保
証
基
金
の
予
定
す
る
リ
ス
ク（a

lea

）

は
、
医
療
従
事
者
ま
た
は
医
療
施
設
の
過
失
す
べ
て
に
起
因
す
る
と
考
え
ら
れ
る
例
外
的
か
つ
重
篤
な
異
常
で
、
単
独
で
損
害
を
与
え

る
結
果
と
さ
れ
る
。
基
金
が
行
う
補
償
は
、
永
続
的
一
時
労
働
不
能
（
Ｉ
Ｐ
Ｐ
）
一
〇
％
以
上
の
身
体
的
な
損
害
の
す
べ
て
で
あ
る
。
そ

の
財
源
は
生
命
保
険
・
疾
病
保
険
の
私
保
険
契
約
に
課
す
税
、
タ
バ
コ
や
ア
ル
コ
ー
ル
に
課
す
る
税
お
よ
び
一
般
社
会
拠
出
金（
Ｃ
Ｓ
Ｇ
）

に
よ
る
（
〇
・
〇
三
％
負
担
増
を
見
込
む
）
も
の
と

（
49
）

す
る
。
こ
の
具
体
的
な
提
案
は
、
自
由
医
の
立
場
を
代
表
す
る
も
の
で
あ
り
、
擁
護
を

す
る
も
の
で
あ
る
と
さ

（
50
）

れ
る
。

ま
た
、
同
年
、
損
害
保
険
会
社
総
連
合
（A

p
sa
d

）
は
、
過
失
責
任
主
義
を
維
持
す
る
制
度
を
提
案
し
て

（
51
）

い
る
。
こ
の
提
案
で
は
、
リ

一
五
〇

フ
ラ
ン
ス
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お
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社
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ス
ク
は
、
異
常
な
状
態
と
考
え
ら
れ
る
例
外
的
か
つ
重
篤
な
異
常
で
、
そ
の
リ
ス
ク
単
独
で
損
害
を
与
え
る
結
果
と
さ
れ
る
。
保
険
業

者
は
、
第
一
義
的
に
は
被
害
者
を
カ
バ
ー
し
、
補
償
被
害
の
現
実
的
責
任
者
に
対
し
て
第
三
者
求
償
権
を
有
す
る
合
同
資
金
（p

o
o
l

）
を

創
設
す
る
。
補
償
額
に
は
上
限
が
設
定
さ
れ
る
。

さ
ら
に
、
フ
ラ
ン
ス
保
険
会
社
連
合
（
Ｆ
Ｆ
Ｓ
Ａ
）
は
、
医
療
責
任
追
及
の
行
き
過
ぎ
は
、
ア
メ
リ
カ
的
な
訴
訟
社
会
を
招
来
す
る
こ

と
に
な
り
望
ま
し
く
な
く
、
国
家
は
、
労
災
や
失
業
、
疾
病
の
リ
ス
ク
に
対
す
る
措
置
と
同
様
に
、
福
祉
国
家
（É

ta
t-p
ro
v
id
en
ce

）
と

し
て
医
療
リ
ス
ク
に
対
し
て
措
置
を
講
ず
る
責
任
が
あ
る
と
し
て
、
独
自
の
案
を
提
案
し
て

（
52
）

い
る
。
Ｆ
Ｆ
Ｓ
Ａ
案
で
は
、
医
療
事
故
の

責
任
はM

ercier

判
決
以
降
の
枠
組
み
を
基
礎
に
し
つ
つ
、
一
定
領
域
に
お
け
る
過
失
の
推
定
や
過
失
の
な
い
責
任
ま
で
を
そ
の
射
程

と
す
る
。
Ｆ
Ｆ
Ｓ
Ａ
案
で
は
、
こ
れ
ら
医
療
事
故
の
責
任
を
カ
バ
ー
す
る
医
療
事
故
保
険
（a

ssu
ra
n
ce d

es a
ccid

en
ts m

ed
ica
u
x

）
の

創
設
を
求
め
る
。
こ
の
責
任
保
険
で
カ
バ
ー
さ
れ
る
事
故
は
、
重
篤
な
医
療
事
故
で
あ
り
、
例
外
的
で
異
常
な
重
篤
度
で
患
者
の
健
康

に
損
害
を
与
え
た
結
果
で
あ
り
、
概
ね
Ｉ
Ｐ
Ｐ
五
〇
パ
ー
セ
ン
ト
以
上
の
被
害
と
さ
れ
る
。
こ
の
責
任
保
険
の
補
償
額
に
は
上
限
が
設

け
ら
れ
る
。
こ
の
責
任
保
険
に
は
、
医
療
従
事
者
の
免
責
規
定
は
な
く
、
保
険
業
者
は
被
害
者
の
代
位
と
し
て
求
償
権
を
行
使
す
る
こ

と
が
で
き
る
。
こ
の
よ
う
な
医
療
事
故
保
険
を
創
設
す
る
こ
と
に
よ
り
、
被
害
者
へ
の
迅
速
な
補
償
、
補
償
決
定
手
続
き
の
調
和
な
ど

を
促
進
す
る
こ
と
に
な
る
と

（
53
）

す
る
。

こ
の
よ
う
に
、
保
険
業
界
で
は
、
医
療
事
故
の
増
加
、
血
液
製
剤
・
輸
血
汚
染
事
件
に
み
ら
れ
る
よ
う
な
医
療
リ
ス
ク
へ
の
社
会
的

関
心
の
高
ま
り
を
背
景
に
、過
失
責
任
主
義
を
前
提
と
し
つ
つ
民
間
保
険
以
外
の
枠
組
み
に
お
け
る
補
償
の
可
能
性
を
摸
索
し
て
い
た
。
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二

政
府
内
部
の
議
論

１

法
務
省
報
告
書
（
一
九
九
一
年
）

法
務
省
は
、
手
術
中
の
医
療
事
故
の
補
償
制
度
の
改
革
に
関
す
る
報
告
書
を
一
九
九
一
年
に
ま
と

54
）

め
た
。
こ
の
報
告
書
は
、
訴
訟
回

避
の
制
度
的
解
決
と
治
療
の
リ
ス
ク
（a

lea

）
に
関
す
る
現
行
法
の
不
十
分
さ
を
補
う
仕
組
み
の
構
築
と
い
う
二
つ
の
柱
か
ら
な
る
。
報

告
書
で
は
、
和
解
（a

m
ia
b
le

）
制
度
創
設
に
よ
る
被
害
者
の
訴
え
の
支
援
を
提
案
し
、
医
師
団
の
代
表
か
ら
な
る
医
師
調
停
者
の
創
設

を
提
示
し
て
い
る
。

医
師
の
過
失
責
任
原
則
の
修
正
の
是
非
は
、
補
償
（im

d
em
n
isa
tio
n

）
と
の
関
連
で
は
検
討
さ
れ
な
か
っ
た
が
、
重
篤
な
例
外
的
損

害
の
補
償
に
関
す
る
規
定
が
必
要
と
さ
れ
た
。
補
償
財
源
に
つ
い
て
は
、
他
の
公
・
私
財
源
の
流
入
も
念
頭
に
お
き
つ
つ
、
社
会
保
障

各
制
度
の
拠
出
金
に
よ
る
も
の
と
し
て
い
る
。

２

E
w
a
ld

報
告
書
（
一
九
九
二
年
）

B
ern

a
rd K

o
u
ch
n
er

保
健
医
療
閣
外
大
臣
の
付
託
に
よ
っ
て
、
当
時
国
立
科
学
研
究
セ
ン
タ
ー
の
研
究
局
長
で
あ
っ
たF

ra
n
ço
is

 
E
w
a
ld

を
議
長
と
す
る
検
討
会
が
設
け
ら
れ
た
。
一
九
九
二
年
、
同
検
討
会
は
、「E

w
a
ld

報
告
書
」と
よ
ば
れ
る
報
告
書
を
提
出

（
55
）

し
た
。

E
w
a
ld

報
告
書
は
、
歴
史
、
文
化
、
哲
学
、
倫
理
に
及
ぶ
学
際
的
見
地
か
ら
医
療
事
故
の
補
償
の
問
題
を
考
察
し
た
二
六
〇
頁
を
越
え

る
も
の
で
あ
り
、
一
九
九
二
年
以
降
、
医
療
事
故
の
補
償
問
題
の
検
討
に
大
き
な
影
響
を
与
え
て
い
る
報
告
書
で
あ
る
。

E
w
a
ld

報
告
書
は
、
現
代
社
会
を
次
の
よ
う
に
み
る
。
今
日
の
問
題
は
、
も
は
や
医
療
費
の
増
大
の
よ
う
に
絶
え
ず
拡
大
す
る
医
療

の
社
会
化
（so

cia
lises

）
で
は
な
く
、
む
し
ろ
医
療
化
（m

ed
ica
lises

）
に
あ
る
と

（
56
）

す
る
。
医
師
の
責
任
問
題
は
、
医
師
と
患
者
と
の
間

の
相
互
の
義
務
に
よ
っ
て
定
義
づ
け
ら
れ
る
も
の
で
あ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
医
療
化
す
る
な
か
で
、
医
師
は
、
医
療
事
故
被
害
者
に

一
五
二
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関
す
る
補
償
の
あ
ら
ゆ
る
局
面
で
一
方
的
に
責
任
を
と
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
に
も
な
る
。
健
康
と
い
う
用
語
や
ケ
ア
と
い
う
用

語
で
医
師
と
患
者
と
の
関
係
を
ど
の
よ
う
に
し
て
再
構
築
す
る
の
か
。
こ
の
こ
と
が
真
の
問
題
で
あ
り
、
財
政
の
問
題
は
真
の
問
題
で

は
な
い
と

（
57
）

す
る
。

こ
の
よ
う
な
問
題
意
識
を
も
と
に
、Ew

a
ld

報
告
書
は
、
第
二
章
でM

ercier

判
決
以
降
の
治
療
関
係
に
お
け
る
判
例
を
検
討
す
る
。

ま
ず
、
治
療
関
係
に
対
す
るM

ercier

判
決
以
降
の
判
例
の
特
質
に
つ
き
、
次
の
二
点
を
指
摘
す
る
。
第
一
に
、
医
療
責
任
法
（d

ro
it

 
d
e la resp

o
n
sa
b
ilite

m
ed
ica
le

）
は
、
自
由
開
業
医
に
よ
る
医
療
と
病
院
に
お
け
る
医
療
と
い
う
大
き
な
区
分
に
従
う
。
第
二
に
、
司

法
裁
判
と
行
政
裁
判
の
多
く
の
事
例
に
お
い
て
医
療
責
任
を
承
認
す
る
傾
向
が
あ
る
。
し
か
し
、
こ
れ
ら
の
特
質
は
、
多
く
の
批
判
を

浴
び
て
い
る
と

（
58
）

す
る
。
例
え
ば
、
二
つ
の
裁
判
系
統
で
医
療
責
任
が
判
断
さ
れ
て
い
る
と
い
う
訴
訟
の
複
雑
性
に
対
す
る
批
判
、
責
任

の
履
行
は
支
払
能
力
に
依
存
す
る
と
い
う
補
償
の
不
確
実
性
に
対
す
る
批
判
、
訴
訟
を
提
起
で
き
な
い
被
害
者
が
数
多
く
い
る
と
い
う

被
害
者
救
済
の
不
十
分
さ
に
対
す
る
批
判
な
ど
で
あ
る
。
こ
れ
ら
批
判
に
対
し
て
、
訴
訟
系
統
の
統
一
化
、
法
律
に
よ
る
判
例
の
固
定

化
、
労
災
立
法
を
モ
デ
ル
と
し
た
法
律
に
よ
る
医
療
リ
ス
ク
に
対
す
る
補
償
制
度
の
創
設
と
い
う
要
求
を
求
め
る
流
れ
が
み
ら
れ
る
と

（
59
）

い
う
。

そ
こ
で
報
告
書
は
、
医
療
に
関
し
て
リ
ス
ク
と
リ
ス
ク
の
回
復
を
ど
の
よ
う
に
考
え
る
の
か
、
換
言
す
れ
ば
、
リ
ス
ク
の
責
任
の
分

担
に
お
い
て
、
連
帯
に
よ
り
カ
バ
ー
さ
れ
る
部
分
、
国
家
が
補
償
す
る
部
分
、
患
者
が
自
ら
リ
ス
ク
を
負
う
部
分
は
そ
れ
ぞ
れ
ど
の
部

分
な
の
か
と
い
っ
た
疑
問
に
つ
い
て
、
社
会
学
的
見
地
に
立
脚
し
つ
つ
、
学
際
的
見
地
か
ら
検
討
を
し
な
が
ら
、E

w
a
ld

の
福
祉
国
家

や
責
任
論
に
つ
い
て
考
察
を
広
げ
る
。
報
告
書
は
、
リ
ス
ク
の
認
識
と
損
害
の
回
復
に
関
し
て
、
歴
史
的
に
み
て
大
き
く
三
つ
の
様
式

を
認
識
す
る
こ
と
が
で
き
る
と
す
る
。
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ま
ず
、
一
九
世
紀
に
お
け
る
責
任
の
考
え
方
は
、
社
会
生
活
は
事
故
や
リ
ス
ク
に
対
し
て
必
然
的
に
危
険
か
つ
不
安
全
な
も
の
で
あ

り
、
そ
の
予
防
や
用
心
に
つ
い
て
は
個
人
に
帰
責
す
る
と
い
う
も
の
で
あ
っ
た
と
す
る
。
こ
の
考
え
方
に
よ
る
と
、
医
療
契
約
は
契
約

の
自
由
に
委
ね
ら
れ
、
安
全
義
務
な
ど
生
ず
る
余
地
は
な
か
っ
た
と
い
う
。

次
に
一
九
世
紀
後
半
頃
か
ら
、
責
任
に
対
す
る
考
え
方
は
個
人
主
義
か
ら
連
帯
主
義
へ
移
行
を
み
せ
始
め
る
と
い
う
。
責
任
分
担
は

社
会
的
リ
ス
ク
に
関
す
る
局
面
で
み
ら
れ
、
社
会
的
リ
ス
ク
は
集
団
的
か
つ
連
帯
的
責
任
の
機
会
を
与
え
る
も
の
で
あ
っ
た
と
い
う
。

当
時
、
医
療
技
術
と
医
学
の
進
歩
は
、
わ
れ
わ
れ
の
世
界
か
ら
危
険
を
除
去
し
、
安
全
を
つ
く
り
だ
す
も
の
で
あ
る
と
考
え
て
い
た
。

連
帯
の
思
想
は
、
技
術
進
歩
に
対
し
て
新
し
い
危
険
に
対
す
る
責
任
を
負
わ
せ
、
リ
ス
ク
に
対
す
る
責
任
を
均
等
な
配
分
に
す
べ
き
で

あ
る
と
す
る
統
合
の
思
想
そ
の
も
の
で
あ
っ
た
。
そ
れ
は
、
進
歩
の
夢
、
際
限
な
く
悪
い
出
来
事
か
ら
遠
ざ
け
る
こ
と
の
で
き
る
と
思

う
技
術
科
学
へ
の
夢
で
あ
っ
た
。
二
〇
世
紀
の
治
療
革
命
は
、
こ
の
よ
う
な
大
き
な
虚
構
を
よ
り
大
き
く
す
る
も
の
で
あ
っ
た
。
こ
の

よ
う
な
局
面
に
お
い
て
、
医
療
契
約
は
安
全
に
関
す
る
義
務
を
支
援
す
る
よ
う
に
な
っ
た
。

一
九
七
〇
〜
八
〇
年
代
に
か
け
て
は
、
福
祉
国
家
批
判
は
あ
っ
た
が
、
リ
ス
ク
の
認
識
に
お
い
て
一
般
的
、
文
化
的
、
普
遍
的
移
行

が
み
ら
れ
た
。
安
全
社
会
（m

o
n
d
e d

e la secu
rite

）
の
の
ち
に
は
、
傷
つ
き
や
す
い
社
会
（m

o
n
d
e d

e la v
u
ln
era

b
ilite

）
が
到
来

す
る
と
い
う
。
こ
こ
に
い
う
傷
つ
き
や
す
い
社
会
と
は
、
わ
れ
わ
れ
が
各
種
の
惨
事
（ca

ta
stro

p
h
e

）

経
済
的
惨
事
や
環
境
的
惨

事
な
ど

の
再
起
の
な
か
で
生
き
て
い
る
こ
の
社
会
を

（
60
）

い
う
。
こ
の
惨
事
へ
の
脅
威
は
も
は
や
個
人
的
な
も
の
で
は
す
ま
ず
、
す
べ

て
の
人
々
の
も
の
と
な
り
、
こ
れ
ま
で
の
古
典
的
な
認
識
で
は
責
任
の
問
題
は
解
決
不
能
と
な
る
。
こ
の
よ
う
な
状
況
で
は
、
直
面
す

る
脅
威
に
対
し
て
保
険
や
共
同
出
資
、
補
償
財
源
と
い
う
仕
組
み
が
社
会
的
に
用
意
さ
れ
る
こ
と
と
な
り
、
予
防
に
か
か
る
費
用
を
増

大
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
強
調
さ
れ
る
こ
と
に

（
61
）

な
る
。
わ
れ
わ
れ
の
生
き
て
い
る
社
会
と
は
、
こ
の
よ
う
な
社
会
な
の
で
あ
る
と
い

一
五
四
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う
。で

は
、
古
典
的
な
認
識
で
は
責
任
の
問
題
が
解
決
不
能
で
あ
る
わ
れ
わ
れ
の
生
き
て
い
る
社
会
に
お
い
て
、
医
療
事
故
の
責
任
を
ど

の
よ
う
に
解
決
す
る
の
か
。
報
告
書
は
、
こ
れ
ま
で
の
保
険
の
役
割
を
検
討
し
た
う
え
で
、
こ
れ
ま
で
議
論
さ
れ
て
き
た
法
案
の
分
析
、

ヨ
ー
ロ
ッ
パ
諸
国
の
解
決
策
に
つ
い
て
各
国
比
較
考
察
、
輸
血
汚
染
事
故
の
政
策
的
解
決
策
な
ど
を
参
照
し
な
が
ら
次
の
よ
う
に
結
論

付
（
62
）

け
る
。

責
任
主
義
の
原
則
は
こ
れ
か
ら
も
貫
く
必
要
が
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
医
師
の
義
務
と
し
て
手
段
債
務
の
枠
組
み
は
維
持
し
、
医
師
の

自
由
医
療
の
原
則
と
患
者
の
同
意
の
原
則
を
並
存
さ
せ
る
こ
と
を
維
持
す
る
。
こ
の
責
任
主
義
の
原
則
は
、
治
療
関
係
の
刷
新
さ
れ
る

枠
組
み
の
な
か
で
立
法
上
明
記
さ
れ
る
必
要
が
あ
る
。
そ
し
て
、
医
療
事
故
の
成
否
を
判
断
す
る
手
続
き
に
つ
い
て
は
、
鑑
定
人
が
介

在
す
る
裁
判
外
紛
争
解
決
制
度
の
創
設
と
全
国
医
療
事
故
倫
理
委
員
会
の
設
置
を
求
め
る
。
医
療
事
故
の
被
害
の
回
復
は
、
責
任
主
義

の
原
則
下
で
は
、
治
療
に
内
在
す
る
リ
ス
ク
（
過
失
の
な
い
事
故
）
に
対
す
る
医
師
の
責
任
を
訴
追
す
る
こ
と
は
で
き
ず
、
そ
の
被
害
の

補
償
は
、
過
失
の
あ
る
被
害
の
補
償
と
同
様
に
考
え
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
補
償
さ
れ
る
べ
き
治
療
に
内
在
す
る
リ
ス
ク
の
定
義
は
、

個
別
的
決
定
、
ま
た
は
、
重
篤
な
事
故
と
し
て
個
別
的
惨
事
（ca

ta
stro

p
h
e in

d
iv
id
u
elle

）
で
あ
る
と
す
る
集
団
的
規
範
に
依
拠
す
る

も
の
で
あ
る
。
こ
の
た
め
、
治
療
に
内
在
す
る
リ
ス
ク
に
関
す
る
責
任
は
、
医
師
の
責
任
と
は
区
別
し
て
考
え
る
べ
き
で
あ
る
と
す
る
。

そ
の
う
え
で
、
医
療
事
故
の
被
害
の
回
復
は
、
医
師
の
過
失
に
よ
る
損
害
賠
償
に
対
す
る
強
制
加
入
保
険
、
治
療
に
内
在
す
る
リ
ス
ク

に
対
応
す
る
い
か
な
る
事
故
に
も
適
用
さ
れ
る
患
者
加
入
の
保
険
と
い
う
二
つ
の
「
保
険
」
に
よ
る
解
決
が
望
ま
し
い
と
し
て

（
63
）

い
る
。

３

S
a
la
t-B

a
ro
u
x

報
告
書
（
一
九
九
三
年
）

一
九
九
三
年
、『
医
療
事
故
・
免
責
の
な
い
賠
償
』と
い
う
タ
イ
ト
ル
が
付
さ
れ
た
報
告
書
が
、
コ
ン
セ
イ
ユ
・
デ
タ
のS

a
la
t-B

a
ro
u
x
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に
よ
っ
て
ま
と
め
ら
れ
て
保
健
医
療
閣
外
大
臣
に
提
出
さ

（
64
）

れ
た
。
報
告
書
は
、
医
療
事
故
の
責
任
に
関
す
る
現
状
に
つ
き
、
行
政
裁
判

で
はG

o
m
ez

判
決
やB

ia
n
ch
i

判
決
、
司
法
裁
判
で
は
血
液
製
剤
・
輸
血
汚
染
賠
償
判
決
な
ど
、
過
失
の
な
い
責
任
の
増
加
と
い
っ
た

不
安
定
な
医
療
責
任
の
現
状
が
あ
る
一
方
、
医
療
責
任
の
増
加
を
受
け
、
医
療
責
任
保
険
を
取
り
扱
う
保
険
業
者
は
、
リ
ス
ク
回
避
の

た
め
に
保
険
料
の
値
上
げ
を
行
っ
て
い
る
現
状
が
あ
る
と
す
る
。
こ
の
た
め
、「
医
療
責
任
の
危
機
」は
立
法
的
介
入
の
な
く
し
て
解
決

す
る
こ
と
は
で
き
な
い
と

（
65
）

す
る
。

そ
こ
で
、
報
告
書
は
、
新
た
な
法
案
の
可
能
性
を
検
討
す
る
。
報
告
書
は
、
医
療
事
故
を
三
つ
の
タ
イ
プ
に
分

（
66
）

け
る
。

①

過
失
が
も
と
で
お
き
た
事
故

②

例
外
的
な
リ
ス
ク
が
具
現
化
し
た
過
失
の
な
い
医
療
行
為
に
よ
っ
て
お
き
た
事
故

③

医
薬
品
な
ど
医
療
製
造
物
に
よ
る
医
療
事
故

①
に
つ
い
て
は
、
伝
統
的
な
過
失
に
関
す
る
理
論
に
よ
っ
て
回
復
が
図
ら
れ
、
②
に
つ
い
て
は
、B

ia
n
ch
i

判
決
以
降
、
行
政
裁
判
で

は
救
済
さ
れ
る
場
合
が
あ
り
、
③
汚
染
輸
血
製
剤
な
ど
の
領
域
で
は
司
法
裁
判
で
も
救
済
さ
れ
る
場
合
が
あ
る
と
分
析
す
る
。

報
告
書
は
、
こ
れ
ら
の
医
療
事
故
の
重
篤
性
の
基
準
化
に
つ
い
て
検
討
を
行
う
。
報
告
書
は
、
あ
る
被
害
者
団
体
が
提
唱
す
る
Ｉ
Ｐ

Ｐ
三
〇
％
以
上
と
い
う
基
準
に
対
し
て
、
Ｉ
Ｐ
Ｐ
五
〇
％
以
上
の
被
害
を
受
け
た
事
故
を
重
篤
な
医
療
事
故
と

（
67
）

す
る
。
法
案
は
、
過
失

の
あ
る
医
療
事
故
と
リ
ス
ク
が
具
現
化
し
た
過
失
の
な
い
医
療
事
故
と
を
区
別
し
、
過
失
の
な
い
医
療
事
故
は
、
重
篤
な
医
療
事
故
に

よ
る
損
害
（
概
ね
Ｉ
Ｐ
Ｐ
五
〇
％
以
上
）
に
と
ど
め
る
こ
と
と
し
、
医
療
製
造
物
に
よ
っ
て
引
き
起
こ
さ
れ
た
医
療
事
故
は
、
製
造
物
責

任
法
に
よ
る
こ
と
に
す
る
と
し
た
。
ま
た
、
法
に
よ
っ
て
救
済
さ
れ
る
被
害
の
遡
及
に
つ
い
て
は
、
財
政
的
問
題
も
あ
る
の
で
政
策
判

断
に
委
ね
ら
れ
る
性
格
の
も
の
で
あ
る
と
し
た
。
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そ
し
て
、
報
告
書
は
、
準
訴
訟
手
続
き
の
創
設
、
鑑
定
人
改
革
、
補
償
基
金
（fo
n
d
s d
’in
d
em
n
isa
tio
n

）
の
創
設
を
提
案
す
る
。
補

償
基
金
の
費
用
は
、
一
般
社
会
拠
出
金
（
Ｃ
Ｓ
Ｇ
）
〇
・
〇
〇
〇
八
％
負
担
増
、
疾
病
保
険
の
保
険
料
〇
・
〇
〇
九
八
％
負
担
増
、
複
合

リ
ス
ク
対
応
型
（m

u
ltirisq

u
e h
a
b
ita
tio
n

）
保
険
契
約
の
割
増
保
険
料
一
四
フ
ラ
ン
増
に
加
え
、
生
命
保
険
や
民
間
疾
病
保
険
、
身
体

事
故
保
険
な
ど
健
康
リ
ス
ク
に
か
か
わ
る
保
険
契
約
に
か
か
る
徴
収
金
に
よ
っ
て
必
要
な
三
億
フ
ラ
ン
を
賄
う
こ
と
が
で
き
る
と
試
算

し
て

（
68
）

い
る
。

基
金
の
財
源
は
、
公
立
病
院
、
医
師
、
私
立
診
療
所
、
社
会
保
険
と
い
っ
た
当
該
利
益
者
と
な
る
当
事
者
す
べ
て
に
よ
っ
て
混
合
さ

れ
た
混
合
制
度
（sy

stem
e m

ix
te

）
が
望
ま
し
い
と
す
る
。
な
ぜ
な
ら
、
公
立
病
院
に
と
っ
て
は
、B

ia
n
ch
i

判
決
以
降
の
医
療
事
故
の

賠
償
責
任
の
増
大
に
対
す
る
支
え
に
な
り
、
ま
た
、
自
由
開
業
医
や
私
立
診
療
所
に
と
っ
て
は
、
司
法
裁
判
の
判
例
変
遷
に
起
因
す
る

民
間
医
療
責
任
保
険
の
保
険
料
負
担
の
増
加
の
支
え
と
な
る
か
ら
で
あ
る
と
す
る
。
さ
ら
に
、
社
会
保
険
の
被
保
険
者
に
と
っ
て
は
、

補
償
財
源
の
創
設
は
医
療
リ
ス
ク
に
対
す
る
保
護
が
保
障
さ
れ
る
も
の
で
あ
り
、
そ
の
利
益
を
享
受
す
る
こ
と
に
な
る
点
で
望
ま
し
い

も
の
で
あ
る
と

（
69
）

す
る
。
こ
の
制
度
で
疾
病
保
険
の
保
険
料
を
用
い
る
の
は
、
医
療
リ
ス
ク
を
カ
バ
ー
す
る
た
め
に
混
合
制
度
が
よ
り
本

来
の
姿
で
あ
る
と
考
え
る
か
ら
で
あ
る
と
す
る
。

医
療
事
故
の
現
実
的
解
決
に
は
、
全
体
的
に
こ
れ
ま
で
の
訴
訟
に
よ
る
論
理
か
ら
保
険
に
よ
る
論
理
に
切
り
替
え
て
い
く
必
要
が
あ

る
と

（
70
）

す
る
。
医
療
事
故
に
対
す
る
保
険
的
枠
組
み
に
は
、
疾
病
保
険
制
度
内
に
新
し
い
リ
ス
ク
に
対
応
す
る
制
度
と
し
て
創
設
す
る
か
、

民
間
保
険
に
よ
る
リ
ス
ク
管
理
に
委
ね
る
か
と
い
う
よ
う
に
論
理
的
に
は
二
つ
の
方
策
が
考
え
ら
れ
る
。
報
告
書
は
、
医
療
従
事
者
に

よ
る
拠
出
と
社
会
保
険
被
保
険
者
に
よ
る
保
険
料
拠
出
、
納
税
者
に
よ
る
租
税
に
よ
る
補
償
財
源
を
確
保
す
る
方
策
を
勧
奨
し
た
。
ま

た
、
重
篤
な
医
療
事
故
の
被
害
者
の
司
法
へ
の
ア
ク
セ
ス
が
困
難
で
あ
る
と
い
う
状
況
の
解
消
が
報
告
書
提
案
の
主
と
す
る
目
的
で
あ
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る
た
め
、
補
償
財
源
の
創
設
と
同
時
に
、
民
間
保
険
に
よ
り
リ
ス
ク
管
理
を
行
う
強
制
保
険
制
度
の
考
察
が
望
ま
れ
る
と

（
71
）

し
た
。

４
É
v
in

報
告
書
（
一
九
九
六
年
）

一
九
九
六
年
、
国
民
議
会
議
員C

la
u
d
e É

v
in

が
経
済
社
会
評
議
会
に
提
出
し
た
経
済
社
会
評
議
会
の
報
告
書
『
病
気
の
人
の
諸
権

利«L
es d

ro
its d

e la p
erso

n
n
e m

a
la
d
e»

』（
一
九
九
六
年
）
が

（
72
）

あ
る
。
こ
の
報
告
書
は
、
医
療
制
度
に
お
け
る
す
べ
て
の
者
の
権

利
を
具
体
的
に
公
的
な
報
告
書
で
示
し
た
初
め
て
の
も
の
で
あ
る
。
こ
の
報
告
書
は
、
の
ち
の
二
〇
〇
二
年
三
月
四
日
の
法
律
に
も
大

き
な
影
響
を
与
え
て
い
る
。

同
報
告
書
で
は
、
医
療
保
障
の
諸
権
利
を
論
ず
る
に
あ
た
っ
て
概
念
の
整
理
を
試
み
て
い
る
。
な
ぜ
な
ら
、
医
療
保
障
の
諸
権
利
と

い
っ
た
も
の
や
患
者
の
権
利
、
入
院
患
者
の
権
利
、
病
気
の
人
の
権
利
（d

ro
it d

e la p
erso

n
n
e m

a
la
d
e

）
と
い
っ
た
権
利
が
論
ず
る

場
面
に
よ
っ
て
区
別
さ
れ
ず
に
用
い
ら
れ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
病
気
の
人
の
諸
権
利
は
、
市
民
権
的
意
味
合
い
が
あ
り
、
構
成
さ
れ

る
人
権
的
権
利
（
例
え
ば
、
ケ
ア
へ
の
ア
ク
セ
ス
、
治
療
の
平
等
な
ど
）
と
医
療
制
度
の
利
用
者
と
し
て
患
者
の
置
か
れ
て
い
る
状
況
の
違

い
や
特
性
に
着
目
し
た
権
利
と
に
分
け
る
こ
と
が
で
き
る
と

（
73
）

い
う
。
そ
し
て
、
こ
れ
ら
の
権
利
を
総
称
し
て
、「
病
気
の
人
の
権
利
」と

称
す
る
が
、
こ
の
権
利
は
最
近
に
な
っ
て
つ
く
ら
れ
た
も
の
で
あ
り
、
評
価
検
討
は
こ
れ
か
ら
で
あ
る
と
さ
れ
る
。
こ
の
報
告
書
の
な

か
で
は
、
患
者
の
権
利
の
ひ
と
つ
と
し
て
、「
医
療
事
故
の
回
復
と
治
療
上
の
事
故
へ
の
補
償
」の
必
要
性
が
説
か
れ
て
い
る
。
そ
し
て
、

同
報
告
書
は
、
鑑
定
人
制
度
の
見
直
し
と
治
療
上
の
事
故
に
関
す
る
全
国
委
員
会
の
創
設
を
求
め
て
い
る
。
こ
の
う
ち
、
治
療
上
の
事

故
に
関
す
る
全
国
委
員
会
は
、
過
失
が
な
い
も
の
の
重
篤
な
治
療
上
の
事
故
に
対
し
て
、
補
償
財
源
の
確
保
に
よ
り
補
償
を
行
う
役
割

を
負
う
と
さ
れ
る
。

５

共
和
国
メ
デ
ィ
ア
ト
ゥ
ー
ル
報
告
書
（
一
九
九
八
年
）
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五
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一
九
九
八
年
三
月
三
〇
日
、
共
和
国
メ
デ
ィ
ア
ト
ゥ
ー
ル
（m

ed
ia
teu

r d
e la R

ep
u
b
liq
u
e

）
は
、
法
務
省
に
手
術
中
の
医
療
事
故

に
対
す
る
補
償
制
度
の
改
革
に
関
す
る
提
案
を
行

（
74
）

っ
た
。
同
案
は
、
一
九
九
〇
年
七
月
に
提
出
さ
れ
た
「
治
療
事
故
の
医
療
責
任
と
被

害
者
の
扶
助
に
関
す
る
法
律
案
」
の
延
長
線
上
に
あ
る
内
容
で
あ
る
。

こ
の
案
は
、
す
べ
て
の
損
害
回
復
に
つ
い
て
、
調
停
制
度
に
よ
る
解
決
を
求
め
て
お
り
、
訴
訟
に
よ
る
解
決
の
場
合
に
は
訴
訟
系
統

の
統
一
化
を
求
め
て
い
る
。
そ
し
て
、
保
険
契
約
を
通
し
て
徴
収
さ
れ
る
費
用
に
よ
っ
て
救
済
扶
助
基
金
（fo

n
d
s
 
d
e
 
seco

u
rs
 
et

 
d
’a
ssista

n
ce

）
を
運
営
し
て
、
被
害
者
の
即
時
救
済
を
図
る
こ
と
を
勧
奨
し
て
い
る
。

６

社
会
問
題
検
察
官
報
告
書
（
一
九
九
九
年
）

医
療
製
造
物
の
責
任
に
関
す
る
一
九
九
八
年
五
月
一
九
日
の
法
律
の
第
一
四
条
は
、
同
年
末
日
ま
で
に
両
院
委
員
会
を
通
し
て
政
府

に
対
し
て
治
療
上
の
リ
ス
ク
に
対
す
る
責
任
と
補
償
の
権
利
に
関
す
る
報
告
書
を
ま
と
め
る
こ
と
を
規
定

（
75
）

し
た
。
時
期
は
遅
れ
、
一
九

九
九
年
四
月
一
四
日
、
雇
用
連
帯
大
臣
、
法
務
大
臣
、
医
療
・
社
会
問
題
閣
外
大
臣
に
よ
っ
て
、
社
会
問
題
検
察
官
（
Ｉ
Ｇ
Ａ
Ｓ
）
と
司

法
検
察
官
（
Ｉ
Ｇ
Ｓ
Ｊ
）
に
対
し
、
右
報
告
書
案
の
作
成
が
委
嘱
さ
れ
た
。

こ
の
報
告
書
は
、
事
故
の
証
拠
に
関
す
る
準
訴
訟
鑑
定
人
を
お
く
こ
と
と
す
る
。
そ
し
て
、
個
別
的－

系
列
的
（in

d
iv
id
u
eles －

ser-

iels

）、
過
失
有－

過
失
無
（fa

u
tifs －

n
o
n

）、
重
篤－

重
篤
で
な
い
（g

ra
v
es －

n
o
n g
ra
v
es

）
と
い
っ
た
軸
を
立
て
て
事
故
を
類
型
化
・

マ
ト
リ
ク
ス
化
し
、
異
な
る
補
償
を
行
う
こ
と
と
し
た
。
過
失
の
あ
る
事
故
の
補
償
は
、
医
療
従
事
者
の
加
入
す
る
強
制
民
事
責
任
保

険
に
よ
る
こ
と
と
し
、
重
篤
な
過
失
の
な
い
事
故
の
補
償
は
、
基
金
に
よ
る
補
償
と
し
た
。
ま
た
、
重
篤
で
は
な
い
過
失
の
な
い
事
故

の
補
償
は
患
者
に
よ
る
任
意
の
損
害
保
険
に
よ
る
こ
と
と
さ
れ
た
。
系
列
的
な
医
療
事
故
の
補
償
は
、
医
療
製
造
物
の
責
任
の
取
扱
い

と
さ
れ
る
。
報
告
書
で
は
、
治
療
上
の
事
故
の
補
償
基
金
の
管
理
運
営
、
医
療
事
故
に
か
か
る
民
事
及
び
刑
事
責
任
の
鑑
定
人
の
全
国

一
五
九
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リ
ス
ト
の
作
成
、
被
害
者
へ
の
補
償
を
決
定
す
る
全
国
治
療
事
故
補
償
委
員
会
の
設
置
、
ま
た
、
治
療
事
故
被
害
者
の
要
求
に
基
づ
い

て
鑑
定
人
の
指
名
を
行
う
地
方
治
療
事
故
鑑
定
人
委
員
会
の
設
置
な
ど
を
求
め
て
い
る
。
そ
の
他
、
報
告
書
は
行
政
訴
訟
と
司
法
訴
訟

の
統
一
化
を
強
く
勧
め
て
い
る
。

三

立
法
論
的
解
決
の
模
索

１

医
療
調
停
者
制
度
を
創
設
す
る
案

医
療
調
停
者
制
度
の
創
設
に
関
す
る
法
案
は
、
一
九
九
〇
年
代
に
入
り
数
多
く
提
出
さ
れ
て

（
76
）

い
る
。
こ
れ
ら
の
法
案
は
、
医
療
民
事

責
任
法
の
修
正
に
基
づ
く
も
の
で
、
限
り
な
く
結
果
債
務
に
近
い
医
師
の
債
務
を
承
認
す
る
こ
と
と
同
時
に
救
済
基
金
（fo

n
d
s
 
d
e

 
seco

u
rs

）
や
被
害
者
扶
助
基
金
（fo

n
d
s d
’a
ssista

n
ce a

u
x v

ictim
es

）、
救
済
扶
助
基
金
（fo

n
d
s d
e seco

u
rs et d

’a
ssista

n
ce

）
の
創

設
に
よ
る
補
償
財
源
の
確
保
が
柱
と
な
っ
て
い
る
。

M
illet

法
案
（
一
九
九
二
年
）
は
、
医
師
の
公
平
な
責
任
負
担
が
提
案
動
機
と
な
っ
て
お
り
、
立
証
責
任
の
転
換
の
原
則
と
医
師
の
債

務
履
行
の
立
証
責
任
を
規
定
す
る
。
扶
助
（a

ssista
n
ce

）
の
み
を
予
定
す
る
扶
助
基
金
は
、
損
害
賠
償
が
確
定
す
る
ま
で
の
間
に
支
払

わ
れ
る
一
時
的
な
給
付
に
過
ぎ
な
い
と
さ
れ
る
。
こ
の
基
金
の
財
源
は
、
疾
病
・
出
産
保
険
の
保
険
料
の
事
業
主
負
担
部
分
へ
の
加
算

に
よ
り
賄
わ
れ
る
。

L
esein

法
案
（
一
九
九
二
年
）
は
、
医
療
従
事
者
に
よ
る
基
金
の
設
立
を
目
指
す
。
医
療
事
故
の
被
害
者
は
、
救
済
扶
助
基
金
に
よ
っ

て
救
済
・
扶
助
が
な
さ
れ
る
。
救
済
扶
助
基
金
の
財
源
は
、
病
院
医
や
開
業
医
が
加
入
す
る
保
険
契
約
に
よ
る
徴
収
金
と
国
庫
負
担
に

よ
っ
て
賄
わ
れ
る
。
そ
の
対
象
と
な
る
被
害
は
、
医
療
行
為
に
よ
り
患
者
の
以
前
の
健
康
状
態
に
比
し
て
重
篤
な
結
果
を
招
い
た
損
害

一
六
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す
べ
て
と
さ
れ
る
。
こ
の
被
害
が
生
じ
た
場
合
、
基
金
は
損
害
賠
償
請
求
の
訴
訟
が
提
起
さ
れ
る
前
に
和
解
的
活
動
を
行
う
。
和
解
が

成
立
し
た
場
合
、
ま
た
は
、
司
法
判
断
で
損
害
賠
償
が
確
定
し
た
場
合
、
一
ヶ
月
以
内
に
基
金
は
被
害
の
回
復
に
か
か
る
費
用
を
支
払

わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
さ
れ
る
。

２

治
療
に
内
在
す
る
リ
ス
ク
に
対
す
る
救
済
基
金
を
創
設
す
る
案

職
業
上
の
リ
ス
ク
に
対
す
る
労
災
保
険
の
設
立
の
よ
う
に
、
治
療
に
内
在
す
る
リ
ス
ク
に
対
す
る
救
済
基
金
の
創
設
を
目
指
す
法
案

も
提
出
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
法
案
は
、
議
員
立
法
法
案
に
加
え
、
社
会
保
障
サ
イ
ド
や
医
療
事
故
被
害
者
団
体
な
ど
各
界
か
ら
提
起
さ

れ
て
い
る
点
に
そ
の
特
徴
が
あ
る
。

P
o
n
ia
to
w
sk
i

法
案
（
一
九
九
〇
年
）
は
、
司
法
的
救
済
の
困
難
さ
ゆ
え
に
患
者
の
被
っ
た
危
害
に
対
す
る
賠
償
・
補
償
の
不
平
等
が

み
ら
れ
る
と

（
77
）

す
る
。
そ
し
て
、
医
療
リ
ス
ク
は
、
交
通
事
故
や
労
働
災
害
と
い
っ
た
社
会
的
リ
ス
ク
（risq

u
e so

cia
l

）
と
同
様
に
考
え

る
べ
き
で
あ
る
と
す
る
。
こ
の
法
案
は
、
医
療
行
為
に
よ
る
身
体
的
事
故
を
償
う
た
め
の
保
証
基
金
（fo

u
d
s d
e g
a
ra
n
tie

）
の
創
設
が

柱
で
あ
る
。
そ
の
基
金
の
財
源
は
、
医
師
会
を
通
じ
て
す
べ
て
の
医
師
か
ら
強
制
徴
収
さ
れ
る
。
ま
た
、
公
的
セ
ク
タ
ー
の
医
師
、
病

院
、
医
療
施
設
は
、
別
途
デ
ク
レ
で
定
め
ら
れ
る
拠
出
金
を
負
担
す
る
こ
と
と
さ
れ
る
。
保
証
基
金
に
よ
り
支
払
い
の
対
象
と
な
る
事

故
は
、
患
者
の
状
態
及
び
病
理
学
的
状
況
が
通
常
な
ら
ば
悪
い
結
果
を
招
来
し
な
い
状
況
下
で
、
診
断
、
検
査
、
治
療
、
手
術
で
生
ず

る
悪
い
結
果
と
さ
れ
る
。
基
金
に
対
す
る
請
求
は
、
複
数
の
専
門
医
か
ら
な
る
「
倫
理
委
員
会
」
を
通
じ
て
行
な
わ
れ
る
。
損
害
の
賠

償
（co

m
p
en
sa
tio
n

）
は
、
①
医
療
費
・
薬
剤
費
・
入
院
費
の
償
還
、
②
移
送
費
な
ど
の
付
随
的
費
用
の
償
還
、
③
休
業
中
の
賃
金
額
同

等
の
補
償
、
④
身
体
喪
失
補
償
（in

d
em
in
isa
tio
n d

’u
n
e p
erte d

’in
teg

rite
co
rp
o
relle

）、
⑤
重
篤
な
美
容
損
害
に
対
す
る
補
償
を
含

む
が
、
こ
の
う
ち
、
社
会
保
障
に
よ
っ
て
支
給
さ
れ
る
部
分
は
社
会
保
障
給
付
を
優
先
す
る
。
基
金
に
対
す
る
不
服
申
し
立
て
は
、
大

一
六
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審
裁
判
所
に
行
な
う
。
こ
の
基
金
に
か
か
る
法
的
手
続
き
は
普
通
法
の
適
用
除
外
と
さ
れ
る
。

ま
た
、
一
九
九
二
年
の
医
療
事
故
被
害
者
援
助
連
盟
（
Ａ
Ｖ
Ｉ

（
78
）

Ａ
Ｍ
）
に
よ
る
法
案
で
は
、
医
療
事
故
の
被
害
と
は
、
治
療
に
内
在
す

る
リ
ス
ク
が
医
療
行
為
に
よ
っ
て
具
体
化
し
た
危
害
で
、
医
療
行
為
前
の
患
者
の
健
康
状
態
か
ら
生
ず
る
必
然
的
か
つ
生
来
的
変
化
の

結
果
で
は
な
い
危
害
で
あ
る
と
位
置
づ
け
、
こ
の
危
害
の
回
復
の
た
め
に
基
金
の
創
設
を
求

（
79
）

め
る
。
こ
の
基
金
の
財
源
は
、
新
た
に
制

定
す
る
財
政
法
に
よ
り
の
ち
に
定
め
る
こ
と
と
さ
れ
る
。
被
害
回
復
の
た
め
の
補
償
は
、
す
べ
て
の
損
害
を
カ
バ
ー
し
、
完
全
な
回
復

を
目
指
す
た
め
に
そ
の
対
象
は
制
限
さ
れ
な
い
。
基
金
は
、
被
害
者
か
ら
の
訴
え
を
受
理
し
た
後
に
鑑
定
人
を
任
命
す
る
。
基
金
は
三
ヶ

月
以
内
に
調
査
を
し
て
基
金
に
よ
る
補
償
の
受
理
の
可
否
を
決
定
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
訴
訟
は
司
法
裁
判
の
管
轄
と
し
、
基
金
は

第
三
者
に
対
し
求
償
権
を
行
使
す
る
こ
と
が
で
き
る
と
す
る
。

さ
ら
に
、
疾
病
保
険
金
庫
が
基
金
を
管
理
す
る
草
案
も
検
討
さ
れ
た
。
そ
の
草
案
は
、
一
九
九
二
年
にC

resso
n

政
権
下
で
労
災
保

険
を
モ
デ
ル
に
治
療
に
内
在
す
る
リ
ス
ク
分
野
の
基
金
創
設
を
提
唱
す
る
も
の
で

（
80
）

あ
る
。
草
案
で
は
、
治
療
に
内
在
す
る
リ
ス
ク
は
重

篤
な
医
療
事
故
と
定
義
さ
れ
た
。
こ
こ
に
い
う
重
篤
性
は
、
重
篤
性
基
準
と
損
害
原
因
基
準
に
よ
っ
て
判
断
さ
れ
る
。
そ
し
て
、
そ
の

損
害
の
補
償
は
全
国
被
用
者
疾
病
保
険
金
庫
が
管
理
運
営
を
す
る
治
療
リ
ス
ク
保
険
基
金
（fo

n
d
s d

e l’a
ssu

ra
n
ce d

u riq
sq
u
e th

er-

a
p
eu
tiq
u
e

）
と
予
防
基
金
（fo

n
d
s d
e p
rev

en
tio
n

）
に
委
ね
る
と
す
る
。
そ
の
費
用
は
、
疾
病
保
険
被
保
険
者
の
拠
出
（
所
得
、
年
金
、

失
業
給
付
な
ど
）、
医
師
の
拠
出
、
病
院
の
拠
出
に
よ
る
も
の
と
す
る
。
基
金
に
よ
る
補
償
は
、
損
害
の
す
べ
て
を
カ
バ
ー
す
る
が
、
精
神

的
か
つ
金
銭
的
損
害
は
除
か
れ
、
回
復
に
支
払
わ
れ
る
額
は
定
型
化
さ
れ
て
い
る
。

そ
の
他
、
政
府
内
部
で
ま
と
め
ら
れ
た
報
告
書
が
も
と
に
な
っ
た
法
案
も
あ
っ
た
。
一
九
九
六
年
のÉ

v
in

報
告
書
は
、É

v
in

理
論

（d
o
ctrin

e d
e É

v
in

）と
し
て
各
方
面
に
大
き
な
影
響
を
与
え
、
一
九
九
八
年
に
はÉ

v
in

自
身
に
よ
る
議
員
立
法
が
提
出
さ

81
）

れ
た
。É

v
in
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法
案
は
、
過
失
責
任
主
義
を
維
持
し
つ
つ
も
、
過
失
の
な
い
被
害
に
は
、
保
健
医
療
事
故
委
員
会（co

m
m
issio

n d
es a

ccid
en
ts sa

n
ita
ir-

e

）の
関
与
に
よ
り
補
償
を
行
う
も
の
で
あ
っ
た
。Év

in

法
案
は
、
よ
く
練
ら
れ
た
も
の
で
は
あ
っ
た
が
、
実
現
に
は
難
し
い
も
の
で
あ
っ

た
と
さ
れ
る
。
な
ぜ
な
ら
、
Ｃ
型
肝
炎
の
深
刻
な
被
害
は
、
過
去
一
〇
年
だ
け
で
も
二
〇
〇
万
フ
ラ
ン
に
及
ぶ
と
推
計
さ
れ
て
お
り
、

そ
の
財
源
確
保
に
苦
慮
す
る
か
ら
で
あ
る
と
さ

82
）

れ
る
。

第
四
節

小

括

フ
ラ
ン
ス
に
お
け
る
医
療
事
故
の
個
別
的
救
済
に
関
す
る
問
題
関
心
の
端
緒
は
、
医
師
の
賠
償
責
任
に
対
す
る
不
安
の
軽
減
化
に

あ
っ
た
と
い
え
る
。
医
師
が
賠
償
責
任
を
過
敏
に
意
識
す
る
こ
と
に
よ
り
、
医
療
事
故
を
防
衛
す
る
医
療
行
為
に
終
始
す
る
こ
と
に
も

な
り
か
ね
な
い
。
こ
の
こ
と
は
、
患
者
の
た
め
に
も
、
医
学
の
発
展
の
た
め
に
も
望
ま
し
い
こ
と
で
は
な
い
。
そ
こ
で
、
医
師
の
賠
償

責
任
の
不
安
を
軽
減
す
る
方
策
を
検
討
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
賠
償
責
任
に
対
す
る
不
安
の
軽
減
の
議
論
は
、

医
師
の
責
任
負
担
の
軽
減
と
裁
判
外
紛
争
解
決
を
摸
索
し
て
い
た
。

そ
し
て
、
一
九
八
〇
年
代
に
入
り
、M

a
c A

lesse
報
告
書
に
み
ら
れ
る
よ
う
に
、
医
療
事
故
の
個
別
的
救
済
は
、
裁
判
外
紛
争
解
決

（
Ａ
Ｄ
Ｒ
）
と
し
て
医
療
調
停
者
制
度
の
創
設
を
求
め
る
流
れ
に
変
化
を
し
て
い
く
。
そ
の
枠
組
み
は
提
言
・
法
案
に
よ
り
様
々
で
あ
る

が
、
鑑
定
人
に
よ
る
鑑
定
を
重
視
し
、
対
話
に
よ
る
解
決
を
目
指
す
点
で
共
通
で
あ
る
。
医
療
調
停
者
制
度
の
創
設
は
、
医
療
の
高
度

化
・
複
雑
化
に
伴
う
司
法
に
お
け
る
医
療
事
故
の
問
題
解
決
の
限
界
を
意
識
し
た
も
の
で
あ
る
と
も
い
え
る
。

こ
れ
ら
の
議
論
は
時
の
政
治
・
経
済
情
勢
で
立
ち
消
え
と
な
っ
て
い
た
が
、
一
九
八
〇
年
代
後
半
か
ら
相
次
い
で
発
覚
し
た
血
液
製

剤
を
め
ぐ
る
被
害
が
社
会
的
問
題
に
発
展
す
る
に
至
り
、
医
療
事
故
の
被
害
者
救
済
論
が
再
び
政
治
・
社
会
的
関
心
事
と
な
っ
て
い
っ

一
六
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た
。
こ
れ
に
加
え
、G

o
m
ez

判
決
やB

ia
n
ch
i

判
決
以
降
、
医
療
事
故
の
医
師
の
責
任
を
め
ぐ
る
破
毀
院
判
決
と
コ
ン
セ
イ
ユ
・
デ
タ

判
決
の
不
均
衡
が
顕
在
化
し
た
こ
と
も
医
療
事
故
の
被
害
者
救
済
論
を
問
題
化
さ
せ
た
要
因
で
あ
る
。

一
九
九
〇
年
代
ま
で
の
議
論
状
況
を
ま
と
め
る
と
、
医
療
事
故
の
被
害
者
に
対
す
る
何
ら
か
の
賠
償
・
補
償
制
度
は
必
要
で
あ
る
と

い
う
認
識
の
も
と
に
次
の
論
点
が
問
題
と
さ
れ
て
い
た
と
い
え
る
。

①

被
害
者
救
済
の
制
度
論：

新
た
な
制
度
創
設
か
、
訴
訟
手
続
き
の
改
革
か
。

②

被
害
者
救
済
の
対
象
論：

対
象
と
な
る
医
療
事
故
の
射
程
は
ど
こ
ま
で
及
ぶ
の
か
。

③

被
害
者
救
済
の
財
源
論：

必
要
な
費
用
を
ど
こ
か
ら
捻
出
す
る
の
か
。

論
点
②
と
③
は
、
論
点
①
で
ど
の
よ
う
な
方
向
性
を
と
る
の
か
に
よ
り
、
そ
の
解
決
策
は
異
な
る
。
論
点
①
に
お
い
て
、
訴
訟
手
続

き
の
改
革
に
よ
っ
て
対
応
す
る
場
合
、
調
停
人
を
お
い
て
裁
判
外
で
の
和
解
手
続
き
を
創
設
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
迅
速
か
つ
簡
便
な

紛
争
解
決
を
目
指
す
も
の
と
な
る
。
一
方
、
新
た
な
制
度
創
設
に
よ
っ
て
対
応
す
る
場
合
、
責
任
保
険
の
創
設
ま
た
は
補
償
基
金
の
創

設
と
い
う
手
段
が
考
え
ら
れ
る
。
こ
の
場
合
、
あ
く
ま
で
も
過
失
責
任
主
義
に
沿
っ
て
解
決
を
す
る
の
か
、
ま
た
は
、
過
失
責
任
主
義

で
カ
バ
ー
し
き
れ
な
い
部
分
を
含
め
て
保
証
基
金
に
よ
っ
て
解
決
す
る
の
か
と
い
う
よ
う
に
、
論
点
②
を
含
む
議
論
が
展
開
さ
れ
る
。

ま
た
、
論
点
③
は
独
自
の
論
点
を
構
成
し
て
お
り
、
医
師
の
損
害
賠
償
責
任
の
リ
ス
ク
分
散
と
し
て
の
保
証
基
金
の
創
設
を
求
め
る

場
合
に
は
、
医
師
や
医
療
機
関
の
強
制
加
入
保
険
制
が
好
ま
れ
る（
特
に
一
九
七
〇
年
代
の
議
論
や
一
九
九
〇
年
代
の
一
部
の
議
論
）。
他
方
、

医
師
の
過
失
責
任
以
外
の
治
療
に
内
在
す
る
リ
ス
ク
に
対
す
る
重
篤
な
被
害
の
回
復
ま
で
含
め
た
補
償
を
予
定
す
る
制
度
の
場
合
に

は
、
医
師
以
外
に
も
患
者
の
拠
出
、
租
税
に
よ
る
財
源
確
保
が
求
め
ら
れ
る
傾
向
が
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
、
財
源
論
は
、
そ
の
基
金
の

保
証
対
象
の
性
格

医
師
に
よ
る
損
害
賠
償
、
ま
た
は
、
過
失
を
問
え
な
い
不
慮
の
事
故
の
被
害
の
補
償

に
よ
り
、
そ
の
財

一
六
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源
の
拠
出
者
は
異
な
る
こ
と
に
な
る
。
医
師
に
よ
る
損
害
賠
償
は
、
有
責
性
と
財
源
拠
出
の
関
連
性
が
強
く
み
ら
れ
る
が
、
過
失
を
問

え
な
い
不
慮
の
事
故
の
被
害
の
補
償
財
源
は
、
確
定
的
な
も
の
は
な
く
、
財
源
拠
出
者
も
一
様
で
は
な
い
。
そ
こ
に
は
た
だ
、
治
療
に

内
在
す
る
リ
ス
ク
に
関
す
る
責
任
は
、
医
師
の
責
任
と
は
区
別
し
て
考
え
る
べ
き
で
あ
り
、
不
慮
の
事
故
の
リ
ス
ク
を
多
く
の
人
の
間

で
分
散
し
、
補
償
財
源
を
支
え
あ
う
と
い
う
共
通
理
解
が
あ
る
の
み
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
。

こ
の
よ
う
に
み
る
と
、
医
療
事
故
の
被
害
に
対
す
る
問
題
は
、
①
訴
訟
手
続
き
に
お
け
る
救
済
の
困
難
さ
に
対
す
る
紛
争
解
決
手
続

き
の
改
革
と
②
医
療
の
高
度
化
な
ど
に
よ
る
新
た
な
医
療
事
故
被
害
者
救
済
制
度
の
創
設
の
是
非
と
い
う
二
点
に
絞
ら
れ
て
い
る
と
い

え
よ
う
。
も
っ
と
も
、
二
つ
の
問
題
は
別
個
の
も
の
で
は
あ
る
が
、
同
時
に
共
存
し
あ
う
も
の
で
あ
る
。
そ
れ
で
は
、
こ
れ
ら
の
論
点

は
、
二
〇
〇
二
年
法
制
定
で
は
ど
の
よ
う
に
議
論
さ
れ
て
い
く
の
で
あ
ろ
う
か
。

（
未
完
）

１
）

C
la
u
d
e
 
É
v
in
,
L
es
 
d
roits

 
d
es
 
u
sagers

 
d
u
 
system

e
 
d
e
 
san

te
,
B
erg

er-L
erv

ra
u
t,
2002,

p
.
292.;

Jea
n
 
P
en
n
ea
u
,

«P
resen

ta
tio
n g

en
era

l critiq
u
e d
es d

isp
o
sitio

n
s rela

tiv
es a

la rep
a
ra
tio
n d

es co
n
seq

u
en
ces d

es risq
u
e
sa
n
ita
ire»,

in
 

G
eo
rg
es F

a
u
re,

L
a loi d

u
 
4
 
m
ars 2

0
0
2
:
C
on
stin

u
ite

ou
 
n
ou
veau

te
en
 
d
roit m

ed
ical

?
,
P
U
F
,
2003.

p
.
19.

な
お
、
ア

ン
ド
レ
・
タ
ン
ク
の
論
考
は
、
交
通
事
故
被
害
者
損
害
賠
償
法
の
制
定
に
影
響
を
与
え
て
い
る
。A

n
d
re
T
u
n
c,L

a respon
sabilite

civile
 

2
ed
.,
E
co
n
o
m
ica
,
1989.

フ
ラ
ン
ス
の
交
通
事
故
被
害
者
賠
償
法
の
制
定
に
関
す
る
邦
語
文
献
と
し
て
、
河
合
幹
雄
「
交
通
事
故
被
害

者
損
害
賠
償
の
法
理
と
道
徳

フ
ラ
ン
ス
の
制
度
変
遷
の
理
解
を
通
し
て
」
ジ
ュ
リ
ス
ト
九
八
七
号
（
一
九
九
一
年
）
九
二
頁
、
斎
藤
純

子
「
一
九
八
五
年
交
通
事
故
被
害
者
救
済
法
（
フ
ラ
ン
ス
）」
外
国
の
立
法
二
六
巻
四
号
（
一
九
八
七
年
）
一
五
一
頁
、
淡
路
剛
久
「
フ
ラ
ン

ス
に
お
け
る
交
通
事
故
賠
償
法
の
新
た
な
展
開

一
九
八
五
年
七
月
五
日
法
の
制
定
を
契
機
と
し
て
」
立
教
法
学
二
六
巻
（
一
九
八
六

年
）
二
〇
頁
、
山
野
嘉
朗
「
フ
ラ
ン
ス
に
お
け
る
交
通
事
故
補
償
法
理
の
展
開
と
交
通
事
故
法
成
立
過
程
（
一
）・（
二
）

タ
ン
ク
案
か
ら
交

一
六
五

フ
ラ
ン
ス
に
お
け
る
医
療
事
故
と
社
会
保
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（
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通
事
故
法
制
定
ま
で
」
損
害
保
険
研
究
六
三
巻
二
号
五
七
頁
、
六
三
巻
三
号
一
二
一
頁
、
小
野
幸
二
「
ア
ン
ド
レ
・
タ
ン
ク
の
交
通
事
故
補

償
論－

フ
ラ
ン
ス
自
賠
法
と
ア
メ
リ
カ
保
険
協
会
改
正
案
と
の
対
比
に
お
い
て
」
大
東
法
学
四
号
（
一
九
七
七
年
）
三
頁
参
照
。
な
お
、
ア

ン
ド
レ
・
タ
ン
ク
「
過
失
責
任
の
将
来
」
阪
大
法
学
一
四
八
号
（
一
九
八
八
年
）
一
四
八
頁
以
下
で
は
、
ア
ン
ド
レ
・
タ
ン
ク
が
過
失
責
任

か
ら
無
過
失
責
任
へ
の
変
遷
に
関
す
る
分
析
の
講
演
記
録
が
あ
り
、
本
稿
で
は
大
変
参
考
に
な
っ
た
。

２
）

初
出
は
、Jea

n P
en
n
ea
u
,
F
au
te et erreu

r en m
atiere d

e respon
sabilite

m
ed
icale

,
L
ib
era

irie g
en
era

le d
e d
ro
it et d

e
 

ju
risp

ru
d
en
ce,

1973.

で
あ
る
が
、
そ
の
後
、Jea

n P
en
n
ea
u
,
L
a respon

sabilite m
ed
icale

,
S
irey

,
1977.

の
付
録
で
そ
の
法
案
を

再
掲
し
て
い
る
。
本
論
文
で
は
、
一
九
七
七
年
再
掲
分
を
も
と
に
し
て
い
る
。

３
）

A
N
.
P
ro
p
o
sitio

n d
e lo

i ten
d
a
n
t a

creer u
n fo

n
d
s d

e g
a
ra
n
tie d

estin
e
a
in
d
em
n
iser les v

ictim
es d

’a
ccid

en
ts

 
co
rp
o
rels o

cca
sio
n
n
es p

a
r u
n
e a
ctiv

ite
m
ed
ica
le,
d
ep
o
see p

a
r M

M
.
D
elh
a
lle et P

o
n
s.
N
°3193.

1977.

こ
の
法
案
は
、
一

九
八
〇
年
一
一
月
三
〇
日
にP

o
n
s

に
よ
っ
て
再
度
議
員
立
法
と
し
て
提
出
さ
れ
て
い
る
。A

N
.
n
°2038.,

1980.

４
）

C
la
u
d
e É

v
in
,
op.

cit.,
2002.,

p
.
299.

５
）

F
ra
n
ço
is E

w
a
ld
,
L
e problem

e fran
cais d

es accid
en
ts th

erapeu
tiqu

e
:
en
jeu
x et solu

tion
s.
M
in
isetre d

e la sa
n
te

et d
e l’a

ctio
n h

u
m
a
n
ita
ire,

1992,
p
.
53.

６
）

V
ero

n
iq
u
e L

esu
eu
r,
V
ictim

e d
e la m

ed
ecin

e
－
E
n
qu
ete su

r l’erreu
r m

ed
icale

,
L
e P

re
a
u
x C

lercs,
1998.;

ヴ
ェ
ロ

ニ
ッ
ク
・
ル
ス
ウ
ー
ル
『
フ
ラ
ン
ス
医
療
の
犠
牲
者
た
ち
』（
リ
ヨ
ン
社
、
二
〇
〇
〇
年
）
二
六
〇
〜
二
六
四
頁
、
二
七
六
〜
二
八
〇
頁
を
参

照
。

７
）

A
N
.
P
ro
p
o
sitio

n d
e lo

i ten
d
a
n
t a

creer u
n fo

n
d
s d

’in
d
em
n
isa
tio
n d

es d
o
m
m
a
g
es o

cca
sio
n
n
es p

a
r les so

in
s

 
d
isp
en
ses p

a
r les m

em
b
res d

es p
ro
fessio

n
s d
e sa

n
te,

p
resen

tee p
a
r M

.
Ja
cq
u
es-A

n
to
in
e G

a
u et a

u
tres.

N
°3083.

1978.

こ
の
法
案
は
、G

a
u

に
よ
っ
て
一
九
七
八
年
七
月
一
日
に
再
度
議
員
立
法
と
し
て
提
出
さ
れ
て
い
る
。A

N
.
n
°499.,

1978.

８
）

C
la
u
d
e É

v
in
,
op.

cit.,
2002.,

p
.
299.

９
）

C
la
u
d
e É

v
in
,
op.

cit.,
2002.,

p
.
299.

一
六
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10
）

L
e ra

p
p
o
rt M

a
c A

leese su
r le tra

item
en
t d
es co

n
flits in

d
iv
id
u
els en

tre m
ed
ecin

s et p
a
tien

ts.
1980.

11
）

メ
デ
ィ
ア
ト
ゥ
ー
ル
と
は
、
フ
ラ
ン
ス
型
の
オ
ン
ブ
ズ
マ
ン
で
あ
り
、
わ
が
国
で
は
調
停
官
と
訳
さ
れ
る
こ
と
も
あ
る
。
メ
デ
ィ
ア

ト
ゥ
ー
ル
に
つ
き
、
多
賀
谷
一
照
「
メ
デ
ィ
ア
ト
ゥ
ー
ル
」
フ
ラ
ン
ス
行
政
法
研
究
会
編
『
現
代
行
政
の
統
制
』（
成
文
堂
、
一
九
九
〇
年
）

二
九
五
頁
以
下
参
照
。

12
）

D
ecret d

u 15 m
a
i 1981 rela

tif a
u
x co

n
cilia

teu
rs m

ed
ica
u
x
.

13
）

C
.
E
.,
31 m

a
i 1989,

a
rret R

o
u
ja
n
sk
y
,
d
ecisio

n n
°35296,

J.
O
.,
13 ja

n
v
ier 1990.

一
九
八
一
年
三
月
一
五
日
デ
ク
レ
の
制

定
と
一
九
八
九
年
の
コ
ン
セ
イ
ユ
・
デ
タ
に
よ
る
無
効
決
定
の
経
緯
に
つ
き
、L

.
D
u
b
o
u
is,

«O
ra
iso
n
 
p
o
u
r la

 
seco

n
d
e
 
m
o
rt d

u
 

co
n
cilia

teu
r m

ed
ica
l»,
R
.
D
.
S
.
S
.,
1990,

p
.
55.;

M
ich
ele H

a
rich

a
u
x
,
«L
e m

o
v
em
en
t d
u reg

lem
en
t a
m
ia
b
le d

es litig
es

 
m
ed
ica
u
x
»,
in G

era
rd M

em
en
tea

u
(d
ir.),

M
an
u
el d

es com
m
ission

s region
ales d

e con
ciliation et d

’in
d
em
n
isation d

es
 

accid
en
ts m

ed
icau

x,
d
es affection

s iatrogen
es et d

es in
fection

s n
oscom

iales,
L
es É

tu
d
es H

o
sp
ita
lieres,

2004,
p
p
.
20

23.

を
参
照
。

14
）

A
N
.
P
ro
p
o
sitio

n d
e lo

i p
o
rta
n
t crea

tio
n d

e co
m
m
issio

n
s d
’in
d
em
n
isa
tio
n co

m
p
eten

tes en m
a
tiere d

e resp
o
n
-

sa
b
ilite

m
ed
ica
le,

p
resen

tee p
a
r M

.
Jea

n
-L
o
u
is M

a
sso

n
.
n
°1360,

1982.

15
）

A
N
.
P
ro
p
o
sitio

n d
e lo

i ten
d
a
n
t a

in
stitu

er d
es m

ed
ia
teu

rs m
ed
ica
u
x
,p
resen

tee p
a
r M

.B
ern

a
rd D

eb
re
et a

u
tres.

n
°127.

1987.

16
）

C
y
ril C

lem
en
t,
L
a respon

sabilite
d
u fait d

e la m
ission d

e soin
s d
es etablissem

en
ts pu

blic et prives d
e san

te
,
E
H
P
,

2001,
p
.
451.

17
）

C
y
ril C

lem
en
t,
op.

cit.,
p
.
451.

n
o
te 1431.

18
）

C
y
ril C

lem
en
t,
op.

cit.,
p
.
452.

19
）

C
y
ril C

lem
en
t,
op.

cit.,
p
.
452.

n
o
te 1432.

20
）

医
師
と
患
者
の
間
に
契
約
関
係
が
存
在
す
る
と
位
置
づ
け
る
こ
と
は
、
新
し
い
こ
と
で
は
な
い
。
中
世
末
に
は
、「
医
療
協
定（p

a
ctes

一
六
七

フ
ラ
ン
ス
に
お
け
る
医
療
事
故
と
社
会
保
障
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（
原
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m
ed
ica
u
x

）」
が
存
在
し
て
い
た
と
さ
れ
る
。A

n
to
in
e L

eca
,
«L
’in
d
em
n
isa
tio
n d

u risq
u
e
m
ed
ica
l a
u titre d

e la so
lid
a
rite

n
a
tio
n
a
le»,

in J.
F
.
A
b
eille

(d
ir.),

L
e risqu

e
m
ed
ical,

P
resses U

n
iv
ersita

ires d
’A
ix
-M
a
rseille,

2003,
p
.
76.

21
）

G
era

rd M
em
etea

u
,
C
ou
rs d

e d
roit m

ed
ical 2

ed
.,
L
es É

tu
d
es H

o
sp
ita
lieres,

2003,
p
.
282.

22
）

高
畑
順
子
『
フ
ラ
ン
ス
法
に
お
け
る
契
約
規
範
と
法
規
範
』（
法
律
文
化
社
、
二
〇
〇
三
年
）
二
二
二
頁
以
下
参
照
。

23
）

社
会
保
障
か
ら
の
医
療
費
の
支
払
い
は
、
開
業
医
で
受
け
る
医
療
サ
ー
ビ
ス
に
つ
い
て
は
、
患
者
が
医
療
に
要
し
た
費
用
を
直
接
支
払

い
、
の
ち
に
疾
病
保
険
金
庫
か
ら
そ
の
一
部
の
償
還
を
受
け
る
「
償
還
払
い
方
式
」
を
採
用
し
て
い
る
が
、
公
立
病
院
や
病
院
公
役
務
に
参

加
し
て
い
る
病
院
に
お
け
る
入
院
な
ど
の
場
合
に
は
、
疾
病
保
険
金
庫
が
保
険
給
付
を
病
院
に
直
接
支
払
う
「
第
三
者
支
払
い
方
式
（tiers-

p
a
y
m
en
t

）」
方
式
が
採
用
さ
れ
て
い
る
。
た
だ
し
、
一
九
九
六
年
か
ら
疾
病
保
険
電
子
カ
ー
ド
（C

a
rte S

esa
m
e V

ita
le

）
が
導
入
さ
れ

る
と
と
も
に
、
診
察
の
段
階
で
、
既
に
償
還
額
を
差
引
い
た
額
を
支
払
え
ば
済
む
医
療
施
設
も
増
加
し
て
い
る
。
ま
た
、
薬
局
に
お
け
る
医

薬
品
の
購
入
に
つ
い
て
も
同
様
で
、
各
製
品
の
償
還
率
に
応
じ
て
そ
の
場
で
社
会
保
障
負
担
分
を
差
引
き
す
る
薬
局
が
増
加
し
て
い
る
。
こ

の
た
め
、
医
療
機
関
に
支
払
っ
た
医
療
に
要
し
た
費
用
の
う
ち
、
償
還
さ
れ
な
い
部
分
を
自
ら
が
負
担
す
る
が
、
疾
病
保
険
電
子
カ
ー
ド
に

よ
る
病
院
か
ら
直
接
疾
病
金
庫
に
対
す
る
償
還
請
求
と
保
険
給
付
外
の
自
己
負
担
分
も
カ
バ
ー
す
る
共
済
組
合
へ
加
入
に
よ
っ
て
、
病
院
等

の
窓
口
で
の
金
銭
の
支
払
い
は
生
じ
な
い
こ
と
が
多
く
な
っ
て
い
る
。
原
田
啓
一
郎
「
医
療
情
報
に
関
す
る
フ
ラ
ン
ス
の
医
療
制
度
改
革
の

動
向
」
平
成
一
四
年
度
厚
生
科
学
研
究
費
補
助
金
（
政
策
科
学
推
進
研
究
事
業
）『
個
票
デ
ー
タ
を
利
用
し
た
医
療
・
介
護
サ
ー
ビ
ス
の
需
給

に
関
す
る
研
究
』（
二
〇
〇
三
年
）
三
一
五
頁
以
下
参
照
。

24
）

C
a
ss.civ

.,
20 m

a
i 1936,

S
.
1937.

1.
321;

D
.
P
.
1936.

1.
88.

25
）

M
ercier

判
決
で
示
さ
れ
た
医
療
契
約
上
の
医
師
の
債
務
は
、
そ
の
後
、
医
師
倫
理
法
典
に
も
明
記
さ
れ
る
こ
と
と
な
っ
た
（
医
師
倫

理
法
典
三
二
条
）。

26
）

医
療
契
約
に
お
け
る
手
段
債
務
を
め
ぐ
っ
て
は
、
様
々
な
学
説
上
の
議
論
が
な
さ
れ
て
い
る
。L

eca

（A
ix
-M
a
rseille

法
政
策
科
学

部
医
療
保
障
法
セ
ン
タ
ー
長
）
に
よ
る
と
、
①
「
科
学
的
知
見
に
合
致
し
た
」
と
は
具
体
的
に
何
を
意
味
す
る
の
か
、
②
こ
の
義
務
の
射
程

は
ど
こ
ま
で
な
の
か
、
な
ど
不
明
確
な
点
が
残
る
と
す
る
。
①
に
つ
い
て
は
、M

ercier

判
決
の
襟
今
日
を
受
け
た
医
師
倫
理
法
典
八
条
の

一
六
八

フ
ラ
ン
ス
に
お
け
る
医
療
事
故
と
社
会
保
障

㈠
（
原
田
）



規
定
が
、
質
・
安
全
・
ケ
ア
の
有
効
性
に
必
要
な
行
為
と
し
て
ケ
ア
の
安
全
を
医
師
の
責
務
と
し
て
課
し
て
い
る
こ
と
と
の
整
合
性
が
問
題

と
な
る
と
指
摘
す
る
。A

n
to
in
e L

eca
,
op.

cit.,
p
.
77 et su

iv
.

27
）

A
n
to
in
e L

eca
,
op.

cit.,
p
.
79 et su

iv
.

28
）
「
機
会
の
喪
失
（p

erte d
e ch

a
n
ce

）」
に
関
す
る
論
考
と
し
て
、F

a
n
co
is C

h
a
b
a
s

（
著
）・
野
村
豊
弘
（
訳
）「
フ
ラ
ン
ス
法
に
お

け
る
機
会
の
喪
失
（p

erte d
’u
n
e ch

a
n
ce

）」
日
仏
法
学
一
八
号
（
一
九
九
三
年
）
六
六
頁
以
下
、
澤
野
和
博
「
機
械
の
喪
失
の
理
論
に
つ

い
て
（
一
）」
早
稲
田
大
学
大
学
院
法
研
論
集
七
七
号
九
九
頁
以
下
な
ど
を
参
照
。

29
）

«o
b
lig
a
tio
n d

e secu
rite

d
e resu

lta
t»

の
訳
語
に
つ
き
、「
安
全
結
果
債
務
」
や
「
結
果
債
務
た
る
安
全
債
務
」
と
訳
さ
れ
る
場
合

が
あ
り
、
統
一
の
訳
語
は
見
当
た
ら
な
い
。
本
稿
で
は
、
こ
の
債
務
が
結
果
債
務
の
延
長
上
に
生
成
さ
れ
た
債
務
で
あ
る
と
い
う
性
格
か
ら
、

「
安
全
結
果
債
務
」
と
便
宜
的
に
訳
す
る
こ
と
と
す
る
。

30
）

C
a
ss.

civ
.
1
,
22 n

o
v
em
b
re 1994,

R
.
T
.
D
.
C
.
1995,

p
.
375,

D
.
1995.

IR
.
12.

歯
科
外
科
医
に
対
し
て
歯
科
矯
正
具
の
使

用
条
件
に
か
か
る
安
全
義
務
を
認
め
た
事
例
で
あ
る
。;

C
a
ss.

civ
.
1
,
12 a

v
ril 1995,

J.
C
.
P
 
1995,

II,
22467,

n
o
te P

.
Jo
u
rd
a
in
.

輸
血
セ
ン
タ
ー
に
対
し
て
欠
陥
の
な
い
血
液
製
剤
を
受
取
る
義
務
を
認
め
た
事
例
で
あ
る
。
そ
の
後
の
血
液
製
剤
を
め
ぐ
る
責
任
に
つ
い
て

は
、
安
全
結
果
債
務
が
認
め
ら
れ
て
い
る
。

31
）

C
a
ss.

civ
.
1
,
17 ja

n
v
ier 1997,

D
.
1997.

189 n
o
te D

.
T
h
o
u
v
en
in
.;
A
n
to
in
e L

eca
,
op.

cit.,
p
.
80.

32
）

C
a
ss.

civ
.
1
,
9 o

cto
b
re 1985,

G
az.

P
al.

1986,
p
.
44.

33
）

C
a
ss.

civ
.,
21 m

a
i 1996,

G
az.

P
al.

1997,
p
.
565.

34
）

C
a
ss.

civ
.
1
,
29 ju

in 1999,
J.
C
.
P
.,
1999.

II.
10138.

な
お
、
こ
の
判
決
の
評
釈
は
以
下
の
文
献
を
参
照
。S

.
H
o
cq
u
et-B

erg
,

«C
om
m
en
taire d

e arrest ren
d
u
s par la prem

iere ch
am
ber civile d

e la C
ou
r d

e cassation le 2
9
 
ju
in 1

9
9
9
 
en m

aitere
 

d
’in
fection

 
n
osocom

iale»,
G
az.

P
al.,

5
6 a

v
ril 2000,

p
.
624.

35
）

臨
床
医
の
義
肢
提
供
の
際
の
瑕
疵
の
な
い
器
具
の
引
き
渡
し
の
事
案
（C

iv
.
1re,

15
 
n
o
v
.
1972,

R
T
D
 
civ
.
1974.

160,
o
b
s.

D
u
rry

.

）、
医
師
と
看
護
人
が
筋
肉
内
注
射
を
す
る
事
案
（C

iv
.
1re,

17 ju
in 1980,

R
T
D
 
civ
.
1981.

165,
o
b
s.
D
u
rry

.

）、
院
内
感
染

一
六
九

フ
ラ
ン
ス
に
お
け
る
医
療
事
故
と
社
会
保
障

㈠
（
原
田
）



に
関
す
る
安
全
結
果
債
務
の
事
案
（C

iv
.
1re,

29 ju
in 1999,

D
.
1999.

559 n
o
te T

h
o
u
v
en
in
.

）、
診
察
ま
た
は
治
療
上
の
医
療
行
為
の

実
施
に
つ
い
て
用
い
る
器
具
等
に
つ
い
て
の
医
師
に
課
さ
れ
る
安
全
結
果
債
務
の
事
案
（C

iv
.
1re,

9 n
o
v
.
1999,

D
.
2000.

117 n
o
te

 
Jo
u
rd
a
in
.

）
な
ど
が
あ
る
。

36
）

J.
M
.
L
em
o
in
e d

e F
o
rg
es,

«L
e sta

tu
t d
u m

a
la
d
e a

l’h
o
p
ita
l p
u
b
lic»,

R
.
D
.
A
.
S
.
S
.,
1974,

p
.
164.

37
）

J.
M
.
L
em
o
in
e d

e F
o
rg
es,

op.
cit.,

p
.
167.;

M
a
rc D

u
p
o
n
t,
C
la
u
d
in
e E

sp
er,

C
h
ristia

n
P
a
ire,

D
roit h

ospitalier
,

D
a
llo
z,
2003,

4
ed
.,
p
.
423.

38
）

例
外
と
し
て
一
九
四
三
年
四
月
一
七
日
デ
ク
レ
以
降
認
め
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
公
立
病
院
内
に
お
け
る
開
業
診
療
所
（clin

iq
u
es

 
o
u
v
ertes

）
な
ど
が
挙
げ
ら
れ
る
（
公
衆
衛
生
法
典
Ｌ
六
一
四
六－

一
〇
）。
こ
の
場
合
、
公
立
病
院
は
公
役
務
の
利
用
者
と
し
て
の
患
者
の

入
院
を
取
り
扱
う
一
方
、
患
者
は
開
業
診
療
所
の
医
師
と
私
法
上
の
医
療
契
約
を
締
結
す
る
。
こ
の
二
層
関
係
は
、
コ
ン
セ
イ
ユ
・
デ
タ
で

も
認
め
ら
れ
て
い
る
（C

E
.,
4 ju

in
.
1965,;

J.
C
.
P
.,
1966,

14666.;
A
.
J.
D
.
A
.,
1965.

II 410.

）。
こ
の
二
層
関
係
で
は
、
公
役
務
に

か
か
る
事
故
の
責
任
に
つ
い
て
は
行
政
裁
判
所
管
轄
、
医
師
の
治
療
上
に
か
か
る
事
故
の
責
任
に
つ
い
て
は
司
法
裁
判
所
管
轄
と
な
る
た

め
、
医
療
フ
ォ
ー
ト
の
定
義
が
問
題
と
さ
れ
る
。J.

M
.
L
em
o
in
e d

e F
o
rg
es,

op.
cit.,

p
.
168.;

M
a
rc D

u
p
o
n
t,
C
la
u
d
in
e E

sp
er,

C
h
ristia

n
P
a
ire,

op.,
cit.,

p
.
431.

ま
た
、
在
宅
入
院
（h
o
sp
ita
lisa

tio
n a

d
o
m
icile

）（
公
衆
衛
生
法
典
Ｌ
六
一
一
二－

七
）
で
も
、
公
役
務
と
私
法
上
の
医
療
契
約
の

混
在
が
み
ら
れ
る
。
フ
ラ
ン
ス
で
は
、
在
宅
で
訪
問
看
護
師
に
よ
っ
て
診
断
や
投
薬
な
ど
が
行
わ
れ
、
そ
の
費
用
は
入
院
費
用
を
含
ま
な
い

「
日
額
制
（p

rix d
e jo

u
rn
ee

）」
に
よ
っ
て
報
酬
が
支
払
わ
れ
る
。
こ
の
在
宅
入
院
は
公
役
務
で
あ
る
と
さ
れ
る
と
同
時
に
、
患
者
は
在
宅

入
院
の
実
施
を
許
可
さ
れ
て
い
る
病
院
医
と
の
関
係
に
お
い
て
、
必
要
な
医
療
ケ
ア
に
か
か
る
医
療
契
約
を
医
師
と
締
結
す
る
こ
と
が
ま
ま

あ
る
と
す
る
。R

.
S
a
v
a
tier,

«L
es m

eta
m
o
rp
h
o
ses d

e la m
ed
icin

e h
o
sp
ita
liere d

a
n
s leu

rs m
o
d
ern

es ex
p
ressio

n
s ju

rid
i-

q
u
es»,

D
r.
soc

.,
1962,

p
.
479.

こ
の
よ
う
に
、
公
的
病
院
の
利
用
者
は
、
あ
る
と
き
は
「
公
役
務
の
利
用
者
」
と
し
て
統
一
的
な
法
関
係
の
も
と
に
存
在
し
、
そ
し
て
あ

る
と
き
は
「
公
役
務
の
利
用
者
」
で
あ
り
同
時
に
「
医
療
契
約
の
契
約
当
事
者
」
と
し
て
二
重
性
を
も
つ
関
係
に
お
か
れ
て
い
る
。
こ
れ
ら

一
七
〇

フ
ラ
ン
ス
に
お
け
る
医
療
事
故
と
社
会
保
障

㈠
（
原
田
）



の
「
利
用
関
係
の
二
重
性
」
に
つ
き
、J.

M
.
L
em
o
in
e d

e F
o
rg
es,

op.
cit.,

p
.
169.

を
参
照
。

39
）

L
in D

a
u
b
ech

,
L
e M

alad
e a

l’h
opital,

a
ctio

n sa
n
te
eres,

2000,
p
p
.
58

69.
40
）

C
.
A
.
A
.
L
y
o
n
,
21 d

ecem
b
re 1990,

A
.
J.
D
.
A
.,
1991,

p
.
167.;

J.
C
.
P
.,
1991.

II.
238.

G
o
m
ez

事
件
は
、
難
病
の
治
療

の
た
め
に
、
フ
ラ
ン
ス
で
は
ま
だ
新
し
い
治
療
方
法
に
よ
り
治
療
を
受
け
た
の
ち
に
、
下
肢
に
対
麻
痺
を
招
来
し
た
少
年
の
両
親
が
、
公
立

病
院
に
対
し
て
損
害
賠
償
を
求
め
た
事
案
で
あ
る
。
リ
ヨ
ン
行
政
高
等
裁
判
所
は
、
次
の
よ
う
に
判
示
し
た
。
新
し
い
治
療
に
よ
る
影
響
が

ま
だ
完
全
に
知
ら
れ
て
い
な
い
と
き
、
新
し
い
治
療
の
利
用
が
、
治
療
対
象
と
な
る
患
者
に
対
し
て
特
別
の
リ
ス
ク
を
生
じ
せ
し
め
た
。
そ

し
て
、
そ
の
よ
う
な
治
療
に
よ
る
こ
と
が
生
命
上
の
理
由
か
ら
不
可
欠
で
は
な
い
場
合
、
治
療
の
直
接
的
結
果
で
あ
る
例
外
的
で
か
つ
異
常

な
重
篤
的
な
合
併
症
は
、
た
と
え
フ
ォ
ー
ト
が
な
い
と
し
て
も
、
病
院
公
役
務
の
賠
償
責
任
は
生
ず
る
。

41
）

C
.
E
..,
A
ss.,

9 a
v
ril 1993,

A
.
J.
D
.
A
.,
1993,

p
.
349,

n
o
te C

.
M
a
u
g
u
e
et L

.
T
o
u
v
et;
R
.
F
.
D
.
A
.,
1993,p

.573,B
ia
n
ch
i

判
決
の
事
案
は
次
の
と
お
り
で
あ
る
。
マ
ル
セ
イ
ユ
公
立
病
院
に
属
す
る
大
学
病
院
セ
ン
タ
ー
の
医
療
チ
ー
ム
に
よ
っ
て
行
わ
れ
た
椎
骨
動

脈
造
影
の
麻
酔
か
ら
の
覚
醒
の
際
に
四
肢
麻
痺
に
陥
り
、
そ
の
後
常
時
介
護
の
必
要
な
状
態
に
な
っ
た
。
こ
れ
に
対
し
、B

ia
n
ch
i

氏
が
病

院
側
に
対
し
損
害
賠
償
を
請
求
し
た
の
が
本
件
で
あ
る
。
判
決
は
、
鑑
定
の
結
果
、
造
影
撮
影
を
行
う
際
の
病
院
側
の
フ
ォ
ー
ト
が
な
い
こ

と
を
認
定
し
た
上
で
、「
患
者
の
診
断
ま
た
は
治
療
に
必
要
な
医
療
行
為
が
危
険
を
有
し
て
い
る
こ
と
は
知
ら
れ
て
い
る
が
、
そ
れ
が
現
実
化

す
る
こ
と
が
希
で
あ
り
、
当
該
患
者
が
そ
の
危
険
に
さ
ら
さ
れ
る
こ
と
が
あ
り
得
な
い
場
合
に
は
、
治
療
行
為
の
実
施
が
当
初
の
患
者
の
状

態
お
よ
び
そ
の
予
測
し
う
る
展
開
と
は
無
関
係
で
、
か
つ
特
に
重
大
な
性
格
を
し
め
す
損
害
の
直
接
の
原
因
を
示
し
て
い
れ
ば
、
病
院
の
公

役
務
の
責
任
が
生
ず
る
」
と
し
て
、B

ia
n
ch
i

氏
に
一
五
〇
万
フ
ラ
ン
の
病
院
賠
償
支
払
い
が
認
め
ら
れ
た
。
同
判
決
は
、
公
立
病
院
に
お

け
る
医
療
事
故
に
関
し
、
医
療
機
関
の
無
過
失
責
任
を
認
め
た
判
決
と
し
て
注
目
さ
れ
て
い
る
。
邦
語
文
献
と
し
て
、
ル
ヴ
ヌ
ー
ル
・
ロ
ー

ラ
ン
「
医
療
責
任
に
関
す
る
最
近
の
フ
ラ
ン
ス
民
事
判
例
」
ジ
ュ
リ
ス
ト
一
二
〇
五
号
（
二
〇
〇
一
年
）
七
〇
頁
、
北
村
和
生
「
フ
ラ
ン
ス

行
政
賠
償
責
任
に
お
け
る
医
療
事
故
と
無
過
失
責
任

最
近
の
行
政
裁
判
所
判
例
を
素
材
に

」
政
策
科
学
三
巻
三
号
（
一
九
九
六
）

三
九
〜
五
一
頁
、
特
に
四
三
頁
以
下
参
照
。

42
）

フ
ラ
ン
ス
の
Ｈ
Ｉ
Ｖ
被
害
者
対
策
に
つ
い
て
は
、
財
団
法
人
血
液
製
剤
調
査
機
構
『
海
外
血
液
事
業
報
告
書
第
四
集
』（
一
九
九
八
年
）

一
七
一

フ
ラ
ン
ス
に
お
け
る
医
療
事
故
と
社
会
保
障

㈠
（
原
田
）



が
詳
し
い
。

43
）

M
ich
el L

u
ca
s,
T
ran

fu
sion san

gu
in
e et sid

a en 1
9
8
5
 
ch
ron

ologie d
es faits et d

ecision
s pou

r ce qu
i con

cern
e les

 
h
em
oph

iles,
In
sp
ectio

n g
en
era

l d
es a

ffa
ires so

cia
le,

1991.

参
照
。
邦
語
文
献
と
し
て
、
高
山
直
也
「
フ
ラ
ン
ス
に
お
け
る
Ｈ
Ｉ

Ｖ
感
染
被
害
者
と
エ
イ
ズ
補
償
基
金
法
」
外
国
の
立
法
五
・
六
号
（
一
九
九
六
年
）
三
一
頁
以
下
、
鎌
田
薫
「
フ
ラ
ン
ス
に
お
け
る
Ｈ
Ｉ
Ｖ

感
染
事
故
の
被
害
者
救
済
と
安
全
対
策
（
上
）」
ジ
ュ
リ
ス
ト
一
〇
九
七
号
（
一
九
九
六
年
）
五
一
頁
な
ど
を
参
照
。

44
）

血
友
病
患
者
が
、
血
液
製
剤
汚
染
発
覚
後
、
輸
血
業
務
に
対
す
る
国
の
監
督
権
限
不
行
使
を
理
由
に
、
国
を
相
手
に
行
政
裁
判
所
に
損

害
賠
償
請
求
訴
訟
を
提
訴
し
た
事
例
が
相
次
い
だ
。
一
九
九
一
年
一
二
月
二
〇
日
の
パ
リ
行
政
裁
判
所
一
審
判
決
が
最
初
の
判
断
を
示
し
て

以
降
、
コ
ン
セ
イ
ユ
・
デ
タ
ま
で
争
わ
れ
た
。C

.
E
.,
A
ss.

9 a
v
ril 1993,

A
.
J.
D
.
A
.,
1993,

p
.
583.

コ
ン
セ
イ
ユ
・
デ
タ
判
決
は
、

血
友
病
患
者
で
あ
る
原
告
ま
た
は
そ
の
遺
族
に
対
す
る
損
害
賠
償
支
払
い
を
国
に
命
じ
た
。
コ
ン
セ
イ
ユ
・
デ
タ
の
判
決
に
つ
き
、
邦
語
文

献
と
し
て
、
北
村
和
生
「
フ
ラ
ン
ス
に
お
け
る
エ
イ
ズ
国
家
賠
償
訴
訟

行
政
の
規
制
権
限
不
行
使
と
損
害
賠
償
責
任
」
法
律
時
報
六
五

巻
八
号
（
一
九
九
三
年
）
六
七
頁
以
下
、
北
村
和
生
「
フ
ラ
ン
ス
行
政
賠
償
責
任
に
お
け
る
Ｈ
Ｉ
Ｖ
感
染
血
液
訴
訟

行
政
裁
判
に
対
す

る
影
響
を
中
心
に

」
立
命
館
法
学
二
五
一
号
（
一
九
九
七
年
）
一
頁
以
下
な
ど
を
参
照
。

45
）

ロ
ー
ラ
ン
・
前
掲
注
（
41
）
六
九
頁
。
ロ
ー
ラ
ン
は
、「
医
師
の
債
務
の
性
質
を
全
面
的
に
変
更
す
る
こ
と
を
要
求
す
る
声
【
筆
者
注：

医
師
の
債
務
を
手
段
債
務
か
ら
結
果
債
務
に
か
え
る
と
い
う
こ
と
】
は
、
孤
立
し
た
も
の
に
と
ど
ま
る
」
と
す
る
。

）

例
え
ば
、L

a
rro

u
m
et,

L
’in
d
em
n
isa
tio
n d

e l’a
lea th

era
p
eu
tiq
u
e,
D
.
1999.

33
;
S
a
rg
o
s,
R
eflex

io
u
s su

r les a
ccid

en
ts

 
m
ed
ica
u
x et la d

o
cto

rin
e ju

risp
u
ru
d
en
tielle d

e la C
o
u
r d
e ca

ssa
tio
n en m

a
tiere d

e resp
o
n
sa
b
ilite

m
ed
ica
le,
D
.
1996.

ch
ro
n
.
365.

な
ど
。
ロ
ー
ラ
ン
・
前
掲
注
（
41
）
七
〇
頁
。

47
）

一
九
八
〇
年
代
後
半
以
降
、
科
学
技
術
の
発
展
は
社
会
に
多
大
な
恩
恵
を
も
た
ら
し
た
が
、
同
時
に
社
会
的
生
活
の
リ
ス
ク
を
も
増
大

さ
せ
て
い
る
と
い
う
リ
ス
ク
社
会
の
視
点
が
社
会
学
者
を
中
心
に
論
じ
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
き
た
。
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
で
は
、
ド
イ
ツ
の
社
会

学
者
ウ
ル
リ
ヒ
・
ベ
ッ
ク
、
フ
ラ
ン
ス
の
社
会
学
者
フ
ラ
ン
ソ
ワ
・
エ
ワ
ル
ド
、
イ
ギ
リ
ス
の
社
会
学
者
ア
ン
ソ
ニ
・
ギ
デ
ン
ス
な
ど
が
仔

細
な
検
討
を
行
っ
て
い
る
。
リ
ス
ク
社
会
論
の
検
討
は
筆
者
の
能
力
を
超
え
る
と
こ
ろ
が
あ
る
が
、
さ
し
あ
た
り
、
邦
語
文
献
と
し
て
、
ウ

一
七
二

フ
ラ
ン
ス
に
お
け
る
医
療
事
故
と
社
会
保
障

㈠
（
原
田
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ル
リ
ヒ
・
ベ
ッ
ク
に
つ
き
、
ウ
ル
リ
ヒ
・
ベ
ッ
ク
『
危
険
社
会
』（
法
政
大
学
出
版
会
、
一
九
九
八
年
）、
今
田
隆
俊
「
リ
ス
ク
社
会
と
再
帰

的
近
代
」
海
外
社
会
保
障
研
究
一
三
八
号
（
二
〇
〇
二
年
）
六
三
頁
、
丸
山
正
次
「
リ
ス
ク
社
会
に
お
け
る
不
安
と
信
頼

Ｕ
・
ベ
ッ
ク
、

Ａ
・
ギ
デ
ン
ズ
の
視
点
を
中
心
に
し
て
」
山
梨
学
院
大
学
法
学
論
集
四
七
号
（
二
〇
〇
一
年
）
四
七
頁
、
フ
ラ
ン
ソ
ワ
・
エ
ワ
ル
ド
に
つ
き
、

中
山
竜
一
「
保
険
社
会
の
誕
生

フ
ー
コ
ー
的
視
座
か
ら
見
た
福
祉
国
家
と
社
会
的
正
義
」『
法
哲
学
年
報
一
九
九
四

「
市
場
」
の

法
哲
学
』（
有
斐
閣
、
一
九
九
五
年
）所
収
一
五
四
頁
、
中
山
竜
一「『
保
険
社
会
』に
お
け
る
不
法
行
為
法

不
法
行
為
法
か
ら
私
保
険
・

社
会
保
障
へ
の
重
心
の
移
動
に
関
す
る
思
想
史
的
考
察

」近
畿
大
学
法
学
四
三
巻
一
号
一
〇
五
頁
、
中
沼
丈
晃「
エ
ワ
ル
ド
の
責
任
論
」

摂
南
法
学
二
九
号
（
二
〇
〇
三
年
）
一
頁
、
米
山
高
生
「
フ
ラ
ン
ソ
ワ
・
エ
ワ
ル
ド
の
パ
ラ
ダ
イ
ム
論
と
無
過
失
責
任
論
」
損
害
保
険
研
究

六
五
巻
三
・
四
号
三
〇
九
頁
な
ど
を
参
照
。
な
お
、
リ
ス
ク
社
会
と
法
と
の
関
係
性
に
つ
い
て
考
察
を
す
る
も
の
と
し
て
、
中
山
竜
一
「
リ

ス
ク
社
会
に
お
け
る
法
と
自
己
決
定
」
田
中
成
明
編
『
現
代
法
の
展
望

自
己
決
定
の
諸
相
』（
有
斐
閣
、
二
〇
〇
四
年
）
二
五
三
頁
以
下
参

照
。

48
）

G
E
M
A
,
P
ro
jet d

u G
ro
u
p
em
en
t d
es so

cietes d
’a
ssu

ra
n
ce a ca

ra
ctere m

u
tu
elle,

1991.

Ｇ
Ｅ
Ｍ
Ａ
案
の
詳
細
は
、
次
の

文
献
を
参
照
。M

ich
el G

erm
o
n
d
,
L
’in
d
em
n
isa
tio
n d

e l’a
lea th

era
p
eu
tiq
u
e p

a
r les co

m
p
a
n
ies d

’a
ssu

ra
n
ces,

in D
id
er

 
T
ru
ch
et
(ed
.),
L
’in
d
em
n
isation

 
d
e l’alea th

erapeu
tiqu

e
,
S
irey

,
1994,

p
.
63 et su

iv
.

49
）

M
ich
el G

erm
o
n
d
,
op.

cit.,
p
.
63.

50
）

F
ra
n
ço
is E

w
a
ld
,
op.

cit.,
p
.
64.

51
）

A
p
sa
d
,
P
ro
jet d

e l’A
ssem

b
lee p

len
iere d

es so
cietes d

’a
ssu

ra
n
ces d

o
m
m
a
g
es.

ju
illet 1992.

52
）

M
ich
el G

erm
o
n
d
,
op.

cit.,
p
.
58.;

C
y
ril C

lem
en
t,
op.

cit.,
p
.
453 et su

iv
.

53
）

M
ich
el G

erm
o
n
d
,
op.

cit.,
p
.
60 et su

iv
.

54
）

M
in
istere d

e la Ju
stice,

C
o
n
clu
sio
n
s d

u R
a
p
p
o
rt su

r la resp
o
n
sa
b
ilite

m
ed
ica
le et l’in

d
em
n
isa
tio
n d

u risq
u
e

 
th
era

p
eu
tiq
u
e,
1991.

55
）

F
ra
n
ço
is E

w
a
ld
,
L
e problem

e fran
cais d

es accid
en
ts th

erapeu
tiqu

e:
en
jeu
x et solu

tion
s.
M
in
isetre d

e la sa
n
te et

一
七
三

フ
ラ
ン
ス
に
お
け
る
医
療
事
故
と
社
会
保
障

㈠
（
原
田
）



d
e l’a

ctio
n h

u
m
a
n
ita
ire,

1992,

わ
が
国
で
は
、F

ra
n
ço
is E

w
a
ld

に
つ
い
て
あ
ま
り
紹
介
が
さ
れ
て
い
な
い
の
で
、
簡
単
な
紹
介
を

し
て
お
く
。E

w
a
ld

は
、
パ
リ
第
一
大
学
、
パ
リ
政
治
学
院
卒
業
後
、
コ
レ
ー
ジ
ュ
・
ド
・
フ
ラ
ン
ス
で
ミ
シ
ェ
ル
・
フ
ー
コ
ー
の
ア
シ
ス

タ
ン
ト
を
務
め
、
そ
の
後
、
国
立
科
学
研
究
セ
ン
タ
ー（
一
九
八
四
〜
一
九
九
〇
年
）、
一
九
九
三
年
よ
り
国
立
工
芸
院
教
授
、
フ
ラ
ン
ス
保

険
会
社
連
合
（
Ｆ
Ｆ
Ａ
Ｓ
）
研
究
戦
略
部
長
を
歴
任
し
て
い
る
。
主
な
著
作
に
『
福
祉
国
家
』（
一
九
八
六
年
）、『
予
防
原
則
』（
二
〇
〇
一

年
）
な
ど
が
あ
る
フ
ラ
ン
ス
の
福
祉
国
家
論
へ
の
警
告
を
鳴
ら
し
た
政
治
社
会
学
者
で
あ
る
。
わ
が
国
で
の
文
献
は
、
前
掲
注
（
47
）
の
文

献
を
参
照
。

56
）

F
ra
n
ço
is E

w
a
ld
,
op.

cit.,
p
.
15.

57
）

F
ra
n
ço
is E

w
a
ld
,
op.

cit.,
p
.
17.

58
）

F
ra
n
ço
is E

w
a
ld
,
op.

cit.,
p
.
25.

59
）

F
ra
n
ço
is E

w
a
ld
,
op.

cit.,
p
p
.
26

27.

60
）

F
ra
n
ço
is E

w
a
ld
,
op.

cit.,
p
.
31.

61
）

F
ra
n
ço
is E

w
a
ld
,
op.

cit.,
p
.
32.

62
）

F
ra
n
ço
is E

w
a
ld
,
op.

cit.,
p
.
105.

63
）

Ｉ
Ｐ
Ｐ
が
五
〇
％
以
上
の
重
篤
な
場
合
の
カ
バ
ー
の
た
め
に
、E

w
a
ld

報
告
書
で
は
、
一
九
九
二
年
当
時
、
一
年
間
に
一
人
当
た
り
一

七
フ
ラ
ン
の
負
担
を
想
定
し
て
い
た
。F

ra
n
ço
is E

w
a
ld
,
op.

cit.,
p
.
104.

64
）

F
.
S
a
la
t-B

a
ro
u
x
,
L
es accid

en
ts m

ed
icau

x:
reparer

 
san

s d
erespon

sabiliser
.,
R
a
p
p
o
rt a

P
h
illp

p
e D

o
u
ste-B

la
sy
,

M
in
istre d

eleg
u
e
a
la sa

n
te.

1993.

65
）

F
.
S
a
la
t-B

a
ro
u
x
,
op.

cit.,
p
.
15.

66
）

F
.
S
a
la
t-B

a
ro
u
x
,
op.

cit.,
p
p
.
17

18.

67
）

そ
の
理
由
は
、医
療
責
任
保
険
を
取
り
扱
う
保
険
会
社S

o
u M

ed
ica
l

で
の
一
九
九
〇
年
か
ら
三
年
分
の
自
由
開
業
医
に
対
す
る
保
険

支
払
い
に
該
当
し
た
総
計
二
一
二
件
の
う
ち
、
Ｉ
Ｐ
Ｐ
非
該
当
は
八
四
件
、
Ｉ
Ｐ
Ｐ
一
〇
％
未
満
が
六
二
件
、
一
一
〜
二
〇
％
が
一
七
件
、

一
七
四

フ
ラ
ン
ス
に
お
け
る
医
療
事
故
と
社
会
保
障

㈠
（
原
田
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二
一
〜
三
〇
％
が
一
七
件
、
三
〇
〜
五
〇
％
ま
で
が
四
件
、
五
〇
％
以
上
五
件
、
死
亡
二
三
件
と
い
う
結
果
で
あ
り
、
三
〇
％
以
上
で
あ
る

と
財
政
負
担
が
膨
ら
む
恐
れ
が
あ
る
と
い
う
こ
と
、
Ｉ
Ｐ
Ｐ
五
〇
％
以
上
ぐ
ら
い
が
「
国
民
連
帯
」
の
権
利
や
リ
ス
ク
の
義
務
的
な
相
互
扶

助
の
権
利
に
従
っ
て
よ
り
合
意
が
得
ら
れ
や
す
い
と
考
え
ら
れ
る
か
ら
で
あ
る
と
す
る
。F

.
S
a
la
t-B

a
ro
u
x
,
op.

cit.,
p
p
.
19

20.

68
）

F
.
S
a
la
t-B

a
ro
u
x
,
op.

cit.,
p
p
.
44

45.

69
）

F
.
S
a
la
t-B

a
ro
u
x
,
op.

cit.,
p
p
.
45

46.

70
）

F
.
S
a
la
t-B

a
ro
u
x
,
op.

cit.,
p
.
49.

71
）

F
.
S
a
la
t-B

a
ro
u
x
,
op.

cit.,
p
.
63.

72
）

C
la
u
d
e É

v
in
,
L
es d

roits d
e la person

n
e m

alad
e,
JO
.
1996.

73
）

C
la
u
d
e É

v
in
,
op.

cit.,
1996.,

p
.
39.

74
）

C
la
u
d
e É

v
in
,
op.

cit.,
2002.,

p
.
296.

75
）

L
o
i n
°98

389 d
u 19 m

a
i 1998 rela

tiv
e a

la resp
o
n
sa
b
ilite

d
u fa

it d
es p

ro
d
u
its d

efectu
eu
x
.

76
）

A
N
.
P
ro
p
o
sitio

n
 
d
e lo

i rela
tiv
e a

la
 
resp

o
n
sa
b
ilite

m
ed
ica
le
 
et a

l’a
ssista

n
ce
 
a
u
x
 
v
ictim

s d
’u
n
 
a
ccid

en
t

 
th
era

p
eu
tiq
u
e,
p
resen

tee p
a
r M

M
.
Jea

n
-M
ich
el B

elo
rg
ey
 
et a

u
tres.

N
°1866.

1991.;
S
E
N
A
T
.
P
ro
p
o
sitio

n
 
d
e lo

i
 

rela
tiv
e a

la a
id
e a

u
x v

ictim
s d
’a
ccid

en
ts th

era
p
eu
tiq
u
e,
p
resen

tee p
a
r M

M
.
F
ra
n
ço
is L

esein et B
ern

a
rd L

eg
a
n
d
.

N
°237.

1992.;
A
N
.
P
ro
p
o
sitio

n d
e lo

i rela
tiv
e a

l’in
d
em
n
isa
tio
n d

es v
ictim

s d
’u
n a

ccid
en
t th

era
p
eu
tiq
u
e,
p
resen

tee
 

p
a
r M

M
.
G
ilb
ert M

illet et a
u
tres.

N
°2717.

1992.

77
）

S
E
N
A
T
.
P
ro
p
o
sitio

n d
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と
は
、
医
療
事
故
被
害
者
援
助
連
盟
の
略
称

で
あ
り
、
一
九
八
六
年
に
創
設
さ
れ
た
ア
ソ
シ
ア
シ
オ
ン
で
あ
る
。
Ａ
Ｖ
Ｉ
Ａ
Ｍ
は
、
医
療
事
故
被
害
者
に
対
し
て
、
医
療
事
故
に
か
か
る

法
律
相
談
や
カ
ル
テ
な
ど
の
医
療
文
書
入
手
代
行
、
医
療
訴
訟
へ
の
相
談
援
助
を
行
う
ほ
か
、
国
民
議
会
・
元
老
院
の
各
種
委
員
会
へ
の
医
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体
の
代
表
と
し
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の
参
加
な
ど
政
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発
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こ
の
案

は
、
当
時
財
務
省
に
よ
っ
て
し
め
さ
れ
て
い
た
保
険
制
度
創
設
案
と
間
逆
の
も
の
で
あ
っ
た
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